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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板と、
　第２の基板と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に挟持された表示素子を有する層と、
　前記第１の基板または前記第２の基板の外側の偏光板と、を有し、
　前記偏光板は、第１の保護膜と、第１の偏光膜と、第２の偏光膜と、第２の保護膜とが
、積層された構造を有し、
　前記第１の偏光膜と、前記第２の偏光膜とは、互いの吸収軸がパラレルニコルとなるよ
うに配置されており、
　前記第１の偏光膜と、前記第２の偏光膜とは、接していることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　第１の基板と、
　第２の基板と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に挟持された表示素子を有する層と、
　前記第１の基板または前記第２の基板の外側の偏光板と、を有し、
　前記偏光板は、第１の保護膜と、第１の偏光膜と、第２の偏光膜と、第３の偏光膜と、
第２の保護膜とが、積層された構造を有し、
　前記第１の偏光膜と、前記第２の偏光膜と、前記第３の偏光膜とは、互いの吸収軸がパ
ラレルニコルとなるように配置されており、
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　前記第１の偏光膜と、前記第２の偏光膜とは、接しており、
　前記第２の偏光膜と、前記第３の偏光膜とは、接していることを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　第１の基板と、
　第２の基板と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に挟持された表示素子を有する層と、
　前記第１の基板または前記第２の基板の外側の偏光板と、を有し、
　前記偏光板は、第１の保護膜と、第１の偏光膜と、第２の偏光膜と、第２の保護膜と、
第３の偏光膜と、第３の保護膜とが、積層された構造を有し、
　前記第１の偏光膜と、前記第２の偏光膜と、前記第３の偏光膜とは、互いの吸収軸がパ
ラレルニコルとなるように配置されており、
　前記第１の偏光膜と、前記第２の偏光膜とは、接していることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　第１の基板と、
　第２の基板と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間に挟持された表示素子を有する層と、
　前記第１の基板の外側の第１の偏光板と、
　前記第２の基板の外側の第２の偏光板と、を有し、
　前記第１の偏光板は、第１の保護膜と、第１の偏光膜と、第２の偏光膜と、第２の保護
膜と、第３の偏光膜と、第３の保護膜とが、積層された構造を有し、
　前記第２の偏光板は、第４の保護膜と、第４の偏光膜と、第５の偏光膜と、第５の保護
膜とが、積層された構造を有し、
　前記第１の偏光膜と、前記第２の偏光膜と、前記第３の偏光膜とは、互いの吸収軸がパ
ラレルニコルとなるように配置され、
　前記第４の偏光膜と、前記第５の偏光膜とは、互いの吸収軸がパラレルニコルとなるよ
うに配置され、
　前記第１の偏光板の吸収軸と、前記第２の偏光板の吸収軸は、クロスニコルとなるよう
に配置されており、
　前記第１の偏光膜と、前記第２の偏光膜とは、接しており、
　前記第４の偏光膜と、前記第５の偏光膜とは、接していることを特徴とする表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コントラスト比を高めるための表示装置の構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のブラウン管と比べて、非常に薄型、軽量化を図った表示装置、いわゆるフラット
パネルディスプレイにつき、開発が進められている。フラットパネルディスプレイには、
表示素子として液晶素子を有する液晶表示装置、自発光素子を有する表示装置、電子源を
利用したＦＥＤ（フィールドエミッションディスプレイ）等が競合しており、付加価値を
高め、他製品と差別化するために低消費電力化、高コントラスト化が求められている。
【０００３】
　一般的な液晶表示装置は、互いの基板にそれぞれ１枚の偏光板が設けられており、コン
トラスト比を維持している。黒輝度を高めることによりコントラスト比を高めることがで
き、ホームシアターのように暗室で映像を見る場合に、高い表示品質を提供することがで
きる。
【０００４】
　例えば、コントラスト比を高めるため、液晶セルの視認側にある基板の外側に第１の偏
光板を設け、視認側と反対の基板の外側に第２の偏光板を設け、当基板側に設けられた補
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助光源からの光を第２の偏光板を通して偏光させて液晶セルを通過する際、その偏光度を
高めるために第３の偏光板を設ける構成が提案されている（特許文献１参照）。その結果
、偏光板の偏光度不足および偏光度分布により発生する表示の不均一性とコントラスト比
を改善することが可能となる。
【０００５】
　またコントラスト比は、視野角依存性が発生してしまうことが問題とされている。視野
角依存が発生する要因は、液晶分子の長軸方向と短軸方向とで光学異方性があるためであ
る。光学異方性により、液晶表示装置を正面から見たときの液晶分子の見え方と、斜め方
向から見たときの見え方が異なってしまう。したがって、白色表示のときの輝度と黒色表
示のときの輝度は、視野角によって変わってしまい、コントラスト比に視野角依存性が発
生してしまう。
【０００６】
　コントラスト比の視野角依存性を改善するためには位相差フィルムを挿入する構成が提
案されている。例えば垂直配向モード（ＶＡモード）においては、３方向での屈折率が異
なる２軸性位相差フィルムを、液晶層を挟むように設置することで、視野角の改善が行わ
れている（非特許文献１参照）。
【０００７】
　また、捩れネマティックモード（ＴＮモード）においては、ディスコティック液晶化合
物をハイブリット配向させたワイドビュー（ＷＶ）フィルムを積層させたものを用いる構
成が提案されている（特許文献５参照）。
【０００８】
　また投写型液晶表示装置において、偏光板の劣化という問題を解決するために、２枚以
上の直線偏光板をそれぞれの吸収軸が一致した状態で積層して表示品位の低下を少なくす
る構成が提案されている（特許文献６参照）。
【０００９】
　液晶表示装置と同様なフラットパネルディスプレイとして、エレクトロルミネッセンス
素子を有する表示装置がある。エレクトロルミネッセンス素子は自発光型の素子であり、
バックライト等の光照射手段を不要とすることができ、表示装置の薄型化を図ることがで
きる。さらにエレクトロルミネッセンス素子を有する表示装置は、液晶表示装置と比較し
て、応答速度が速く、視野角依存も少ないといったメリットを有する。
【００１０】
　このようなエレクトロルミネッセンスを有する表示装置に対しても、偏光板や円偏光板
を設けた構成が提案されている（特許文献２、３参照）。
【００１１】
またエレクトロルミネッセンスを有する表示装置の構成として、透光性基板に挟持された
発光素子から発光する光は、陽極基板側の光と、陰極基板側の光として観測することが可
能なものが提案されている（特許文献４参照）。
【非特許文献１】Ｏｐｔｉｍｕｍ　Ｆｉｌｍ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ　Ｍｏｄｅｓ　
ｆｏｒ　ＴＮ　ａｎｄ　ＶＡ　ＬＣＤｓ　ＳＩＤ９８　ＤＩＧＥＳＴ　Ｐ．３１５－３１
８
【特許文献１】国際公開第００／３４８２１号パンフレット
【特許文献２】特許第２７６１４５３号
【特許文献３】特許第３１７４３６７号
【特許文献４】特開平１０－２５５９７６公報
【特許文献５】特許第３３１５４７６号
【特許文献６】特開２００３－１７２８１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、コントラスト比を高める要求は留まることなく、表示装置においてコン
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トラスト向上の研究がされている。
【００１３】
　例えば、液晶表示装置の黒輝度は、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）やエレクト
ロルミネッセンス（ＥＬ）パネルのような発光素子の非発光状態での黒輝度と比べると高
いため、結果的にコントラスト比が低いという問題があり、コントラスト比を向上させる
要求は高い。
【００１４】
　また、コントラスト比を高める要求は、液晶表示装置に限らず、エレクトロルミネッセ
ンス素子を有する表示装置に対しても求められる。
【００１５】
　そこで、本発明は表示装置のコントラスト比を向上することを課題とする。さらに、広
視野角な表示装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を鑑み本発明は、１つの基板上に、複数の直線偏光子を設けることを特徴とす
る。複数の偏光子は、１つの偏光膜を含む偏光板を積層してもよいし、１つの偏光板の中
に複数の偏光膜を積層させてもよい。また複数の偏光膜を含む偏光板を積層させてもよい
。
【００１７】
　なお本明細書では、複数の偏光子を積層したものを積層された偏光子、複数の偏光膜を
積層したものを積層された偏光膜、複数の偏光板を積層したものを積層された偏光板と呼
ぶ。
【００１８】
　上記複数の偏光子は、互いの吸収軸がパラレルニコルであるように配置されることを特
徴とする。
【００１９】
　パラレルニコルとは、偏光子の吸収軸同士のずれが０°となるような配置である。一方
クロスニコルとは、偏光子の吸収軸同士が９０°ずれる配置である。なお偏光子の吸収軸
と直交するように透過軸が設けられおり、クロスニコルやパラレルニコルは透過軸を用い
ても同様に規定される。
【００２０】
　本明細書では、パラレルニコル、クロスニコルを用いるときは、上記の角度を前提とす
るが、同様な効果を発現できるのであれば、その角度から多少ずれていても良い。
【００２１】
　また吸収軸が平行となる複数の直線偏光子は、消衰係数が同じであるものを用いること
を特徴とする。さらに吸収軸が平行となる複数の直線偏光子は、消衰係数の波長分布が同
じであってもよい。
【００２２】
　また積層された偏光子と基板間には位相差板（位相差フィルム、波長板ともいう）を有
してもよい。
【００２３】
　なお、偏光板と位相差板とを有するものが円偏光板であるので、位相差板に積層された
偏光板を配置する構成として、円偏光板と偏光板を積層したものを用いてもよい。
【００２４】
　１つの基板上に設けられた偏光子と、位相差板とは、４５°ずれるように配置する。具
体的には、偏光子の吸収軸が０°のとき（透過軸が９０°のとき）、位相差板の遅相軸は
４５°又は１３５°となるように配置する。
【００２５】
　本明細書では、１つの基板上に設けられた偏光子と、位相差板とは、４５°ずれるよう
に配置することが好ましいが、同様な効果を発現できるのであれば、４５°から多少ずれ
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ていても良い。
【００２６】
　本発明は以下の表示装置の構成に関するものである。
【００２７】
　本発明は、第１の基板と、第２の基板と、前記第１の基板と第２の基板との間に挟持さ
れた表示素子を有する層と、前記第１の基板または第２の基板の外側に、積層された偏光
子と、を有し、前記積層された偏光子は、それぞれ互いの吸収軸がパラレルニコルとなる
ように配置されたことを特徴とする表示装置に関するものである。
【００２８】
　本発明は、第１の基板と、第２の基板と、前記第１の基板と第２の基板との間に挟持さ
れた表示素子を有する層と、前記第１の基板の外側に積層された偏光子と、前記第２の基
板の外側に積層された偏光子と、を有し、前記第１の基板の外側に積層された偏光子は、
それぞれ互いの吸収軸がパラレルニコルとなるように配置され、前記第２の基板の外側に
積層された偏光子は、それぞれ互いの吸収軸がパラレルニコルとなるように配置され、前
記第１の基板の外側に積層された偏光子の吸収軸と、前記第２の基板の外側に積層された
偏光子の吸収軸とはクロスニコルとなるように配置されたことを特徴とする表示装置に関
するものである。
【００２９】
　本発明は、第１の基板と、第２の基板と、前記第１の基板と第２の基板との間に挟持さ
れた表示素子を有する層と、前記第１の基板の外側に積層された偏光子と、前記第２の基
板の外側に積層された偏光子と、を有し、前記第１の基板の外側に積層された偏光子は、
それぞれ互いの吸収軸がパラレルニコルとなるように配置され、前記第２の基板の外側に
積層された偏光子は、それぞれ互いの吸収軸がパラレルニコルとなるように配置され、前
記第１の基板の外側に積層された偏光子の吸収軸と、前記第２の基板の外側に積層された
偏光子の吸収軸とはパラレルニコルとなるように配置されたことを特徴とする表示装置に
関するものである。
【００３０】
　本発明は、第１の基板と、第２の基板と、前記第１の基板と第２の基板との間に挟持さ
れた表示素子を有する層と、前記第１の基板または第２の基板の外側に、積層された偏光
子と、前記第１の基板または第２の基板と、前記積層された偏光子との間に、位相差板と
、を有し、前記積層された偏光子は、それぞれ互いの吸収軸がパラレルニコルとなるよう
に配置されたことを特徴とする表示装置に関するものである。
【００３１】
　本発明は、第１の基板と、第２の基板と、前記第１の基板と第２の基板との間に挟持さ
れた表示素子を有する層と、前記第１の基板の外側に積層された偏光子と、前記第２の基
板の外側に積層された偏光子と、前記第１の基板と、前記第１の基板の外側に積層された
偏光子との間に、第１の位相差板と、前記第２の基板と、前記第２の基板の外側に積層さ
れた偏光子との間に、第２の位相差板と、を有し、前記第１の基板の外側に積層された偏
光子は、それぞれ互いの吸収軸がパラレルニコルとなるように配置され、前記第２の基板
の外側に積層された偏光子は、それぞれ互いの吸収軸がパラレルニコルとなるように配置
され、前記第１の基板の外側に積層された偏光子の吸収軸と、前記第２の基板の外側に積
層された偏光子の吸収軸とはクロスニコルとなるように配置されたことを特徴とする表示
装置に関するものである。
【００３２】
　本発明は、第１の基板と、第２の基板と、前記第１の基板と第２の基板との間に挟持さ
れた表示素子を有する層と、前記第１の基板の外側に積層された偏光子と、前記第２の基
板の外側に積層された偏光子と、前記第１の基板と、前記第１の基板の外側に積層された
偏光子との間に、第１の位相差板と、前記第２の基板と、前記第２の基板の外側に積層さ
れた偏光子との間に、第２の位相差板と、を有し、前記第１の基板の外側に積層された偏
光子は、それぞれ互いの吸収軸がパラレルニコルとなるように配置され、前記第２の基板
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の外側に積層された偏光子は、それぞれ互いの吸収軸がパラレルニコルとなるように配置
され、前記第１の基板の外側に積層された偏光子の吸収軸と、前記第２の基板の外側に積
層された偏光子の吸収軸とはパラレルニコルとなるように配置されたことを特徴とする表
示装置に関するものである。
【００３３】
　本発明において、前記積層された偏光子の吸収軸と、前記位相差板の遅相軸は、４５°
ずれるように配置されるものである。
【００３４】
　本発明において、前記第１の基板の外側に積層された偏光子の吸収軸と、前記第１の位
相差板の遅相軸は、４５°ずれるように配置され、前記第２の基板の外側に積層された偏
光子の吸収軸と、前記第２の位相差板の遅相軸は、４５°ずれるように配置されるもので
ある。
【００３５】
　本発明において、前記表示素子は、液晶素子である。
【００３６】
　本発明において、前記表示素子は、エレクトロルミネッセンス素子である。
【００３７】
　本発明において、前記積層された偏光子のそれぞれは、消衰係数が同じである。
【００３８】
　本発明の一形態は、互いに対向配置された、第１の透光性基板及び第２の透光性基板の
間に挟持された表示素子と、第１の透光性基板、又は第２の透光性基板の外側に積層され
た偏光板とを有し、積層された偏光板は、互いの吸収軸がパラレルニコルとなるように配
置されたことを特徴とする表示装置である。
【００３９】
　本発明の別形態は、互いに対向配置された、第１の透光性基板及び第２の透光性基板の
間に挟持された表示素子と、第１の透光性基板の外側、及び第２の透光性基板の外側に積
層された偏光板とをそれぞれ有し、積層された偏光板は、互いの吸収軸がパラレルニコル
となるように配置され、且つ第１の透光性基板に設けられた偏光板の吸収軸と、第２の透
光性基板に設けられた偏光板の吸収軸とはクロスニコルとなるように配置されたことを特
徴とする表示装置である。
【００４０】
　本発明の別形態は、互いに対向配置された、第１の透光性基板及び第２の透光性基板の
間に挟持された表示素子と、第１の透光性基板、又は第２の透光性基板の内側に設けられ
たカラーフィルターと、第１の透光性基板の外側、及び第２の透光性基板の外側に積層さ
れた偏光板とをそれぞれ有し、積層された偏光板は、互いの吸収軸がパラレルニコルとな
るように配置され、且つ第１の透光性基板に設けられた偏光板の吸収軸と、第２の透光性
基板に設けられた偏光板の吸収軸とはクロスニコルとなるように配置されたことを特徴と
する表示装置である。
【００４１】
　本発明の別形態は、互いに対向配置された、第１の透光性基板及び第２の透光性基板の
間に挟持された表示素子と、第１の透光性基板の外側、及び第２の透光性基板の外側に積
層された偏光板とをそれぞれ有し、積層された偏光板は、互いの吸収軸がパラレルニコル
となるように配置され、且つ第１の透光性基板に設けられた偏光板の吸収軸と、第２の透
光性基板に設けられた偏光板の吸収軸とはクロスニコルとなるように配置され、積層され
た偏光板同士をパラレルニコルに配置したときの透過率変化は、積層された偏光板同士を
クロスニコルに配置したときの透過率変化よりも大きいことを特徴とする表示装置である
。
【００４２】
　本発明の別形態は、互いに対向配置された、第１の透光性基板及び第２の透光性基板の
間に挟持された表示素子と、第１の透光性基板の外側、及び第２の透光性基板の外側に積
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層された偏光板とをそれぞれ有し、積層された偏光板は、互いの吸収軸がパラレルニコル
となるように配置され、且つ第１の透光性基板に設けられた偏光板の吸収軸と、第２の透
光性基板に設けられた偏光板の吸収軸とはクロスニコルとなるように配置され、積層され
た偏光板同士をパラレルニコルに配置したときの透過率と、積層された偏光板同士をクロ
スニコルに配置したときの透過率との比は、偏光板を単層としてパラレルニコルに配置し
たときの透過率と、偏光板を単層としてクロスニコルに配置したときの透過率との比より
も高いことを特徴とする表示装置である。
【００４３】
　本発明において、積層された偏光板とは、第１の偏光板と、第２の偏光板とが接して設
けられている。
【００４４】
　本発明において、表示素子は液晶素子である。
【００４５】
　本発明の一形態は、第１の透光性基板及び第２の透光性基板が対向するように配置され
、当該第１の透光性基板及び第２の透光性基板の間に挟持された表示素子と、前記第１の
透光性基板の外側、又は第２の透光性基板の外側に順に配置された、位相差フィルムと、
積層された偏光板と、を有し、前記積層された偏光板は、互いの吸収軸がパラレルニコル
となるように配置されたことを特徴とする液晶表示装置である。
【００４６】
　本発明の別形態は、第１の透光性基板及び第２の透光性基板が対向するように配置され
、当該第１の透光性基板及び第２の透光性基板の間に挟持された表示素子と、前記第１の
透光性基板の外側に順に配置された、位相差フィルムと、積層された偏光板と、前記第２
の透光性基板の外側に順に配置された、位相差フィルムと、偏光板とを有し、前記積層さ
れた偏光板は、互いの吸収軸がパラレルニコルとなるように配置されたことを特徴とする
液晶表示装置である。
【００４７】
　本発明の別形態は、第１の透光性基板及び第２の透光性基板が対向するように配置され
、当該第１の透光性基板及び第２の透光性基板の間に挟持された表示素子と、前記第１の
透光性基板の外側、及び第２の透光性基板の外側に順に配置された、位相差フィルムと、
積層された偏光板と、をそれぞれ有し、前記積層された偏光板は、互いの吸収軸がパラレ
ルニコルとなるように配置され、且つ前記第１の透光性基板に設けられた偏光板の吸収軸
と、前記第２の透光性基板に設けられた偏光板の吸収軸とはクロスニコルとなるように配
置されたことを特徴とする液晶表示装置である。
【００４８】
　本発明の別形態は、第１の透光性基板及び第２の透光性基板が対向するように配置され
、当該第１の透光性基板及び第２の透光性基板の間に挟持された表示素子と、前記第１の
透光性基板、又は前記第２の透光性基板の内側に設けられたカラーフィルターと、前記第
１の透光性基板の外側、及び前記第２の透光性基板の外側に順に配置された、位相差フィ
ルムと、積層された偏光板と、をそれぞれ有し、前記積層された偏光板は、互いの吸収軸
がパラレルニコルとなるように配置され、且つ前記第１の透光性基板に設けられた偏光板
の吸収軸と、前記第２の透光性基板に設けられた偏光板の吸収軸とはクロスニコルとなる
ように配置されたことを特徴とする液晶表示装置である。
【００４９】
　本発明において、前記積層された偏光板は、２枚の偏光板からなると好ましい。
【００５０】
　本発明において、前記位相差フィルムは、液晶をハイブリット配向させたフィルム、液
晶を捻れ配向させたフィルム、１軸性位相差フィルム、又は２軸性位相差フィルムである
。
【００５１】
　本発明において、前記第１の透光性基板に第１の電極を有し、前記第２の透光性基板に
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第２の電極を有し、前記表示素子は、前記第１の電極及び前記第２の電極間に電圧が印加
されるとき白色表示を行い、前記第１の電極及び前記第２の電極間に電圧が印加されない
とき黒色表示を行う液晶素子である。
【００５２】
　本発明において、前記第１の透光性基板に第１の電極を有し、前記第２の透光性基板に
第２の電極を有し、前記表示素子は、前記第１の電極及び前記第２の電極間に電圧が印加
されないとき白色表示を行い、前記第１の電極及び前記第２の電極間に電圧が印加される
とき黒色表示を行う液晶素子である。
【００５３】
　本発明は、第１の基板と、前記第１の基板に対向する第２の基板と、前記第１と第２の
基板間に設けられた液晶と、前記第１の基板と第２の基板の一方に設けられた反射材料と
、前記第１の基板と第２の基板の他方の外側に配置された、位相差板並びに積層された直
線偏光板を有する円偏光板を有することを特徴とする反射型液層表示装置に関するもので
ある。
【００５４】
　本発明において、前記積層された直線偏光板の透過軸は、すべてパラレルニコルとなる
ように配置されるものである。
【００５５】
　本発明において、前記位相差板は、１軸性位相差板又は２軸性位相差板である。
【００５６】
　本発明の表示装置の一は、第１の透光性基板及び第２の透光性基板が対向するように配
置され、該対向配置された基板間に設けられ、前記第１の透光性基板及び第２の透光性基
板の両方向に発光した光を放射可能な発光素子と、前記第１の透光性基板の外側に配置さ
れた、積層された第１の直線偏光板と、前記第２の透光性基板の外側に配置された、積層
された第２の直線偏光板と、を有する構成とする。
【００５７】
　また別の本発明の表示装置の一は、第１の透光性基板及び第２の透光性基板が対向する
ように配置され、該対向配置された基板間に設けられ、前記第１の透光性基板及び第２の
透光性基板の両方向に発光した光を放射可能な発光素子と、前記第１の透光性基板の外側
に配置された、積層された第１の直線偏光板と、前記第２の透光性基板の外側に配置され
た、積層された第２の直線偏光板と、を有し、前記積層された第１の直線偏光板の透過軸
はすべてパラレルニコルとなるように配置され、前記積層された第２の直線偏光板の透過
軸はすべてパラレルニコルとなるように配置された構成とする。
【００５８】
　また、別の本発明の表示装置の一は、第１の透光性基板及び第２の透光性基板が対向す
るように配置され、該対向配置された基板間に設けられ、前記第１の透光性基板及び第２
の透光性基板の両方向に発光した光を放射可能な発光素子と、前記第１の透光性基板の外
側に配置された、積層された第１の直線偏光板と、前記第２の透光性基板の外側に配置さ
れた、積層された第２の直線偏光板と、を有し、前記積層された第１の直線偏光板の透過
軸はすべてパラレルニコルとなるように配置され、前記積層された第２の直線偏光板の透
過軸はすべてパラレルニコルとなるように配置され、前記積層された第１の直線偏光板の
透過軸と、前記積層された第２の直線偏光板の透過軸とはクロスニコルとなるように配置
された構成とする。
【００５９】
　第１の透光性基板及び第２の透光性基板が対向するように配置され、該対向配置された
基板間に設けられ、前記第１の透光性基板及び第２の透光性基板の両方向に発光した光を
放射可能な発光素子と、前記第１の透光性基板の外側に配置された、積層された第１の直
線偏光板と、前記第２の透光性基板の外側に配置された、第２の直線偏光板と、を有し、
前記積層された第１の直線偏光板の透過軸はすべてパラレルニコルとなるように配置され
、前記積層された第１の直線偏光板の透過軸と、前記第２の直線偏光板の透過軸とはクロ
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スニコルとなるように配置された構成とする。
【００６０】
　また本発明の構成においては、前記積層された偏光板とは、前記偏光板同士が接して設
けられている構成であってもよい。
【００６１】
　第１の透光性基板及び第２の透光性基板が対向するように配置され、該対向配置された
基板間に設けられ、第１の透光性基板及び第２の透光性基板の両方向に発光した光を放射
可能な発光素子と、第１の透光性基板の外側に配置された、積層された第１の直線偏光板
を有する第１の円偏光板と、第２の透光性基板の外側に配置された、積層された第２の直
線偏光板を有する第２の円偏光板と、を有することを特徴とする表示装置である。
【００６２】
　第１の透光性基板及び第２の透光性基板が対向するように配置され、該対向配置された
基板間に設けられ、第１の透光性基板及び第２の透光性基板の両方向に発光した光を放射
可能な発光素子と、第１の透光性基板の外側に配置された、積層された第１の直線偏光板
を有する第１の円偏光板と、第２の透光性基板の外側に配置された、積層された第２の直
線偏光板を有する第２の円偏光板と、を有し、積層された第１の直線偏光板の透過軸はす
べてパラレルニコルとなるように配置され、積層された第２の直線偏光板の透過軸はすべ
てパラレルニコルとなるように配置され、積層された第１の直線偏光板の透過軸と、積層
された第２の直線偏光板の透過軸とはパラレルニコルとなるように配置されたことを特徴
とする表示装置である。
【００６３】
　第１の透光性基板及び第２の透光性基板が対向するように配置され、該対向配置された
基板間に設けられ、第１の透光性基板及び第２の透光性基板の両方向に発光した光を放射
可能な発光素子と、第１の透光性基板の外側に配置された、積層された第１の直線偏光板
と、第２の透光性基板の外側に配置された、積層された第２の直線偏光板と、第１の透光
性基板と、第１の直線偏光板との間に設けられた第１の位相差板と、第２の透光性基板と
、第２の直線偏光板との間に設けられた第２の位相差板と、を有し、積層された第１の直
線偏光板の透過軸はすべてパラレルニコルとなるように配置され、積層された第２の直線
偏光板の透過軸はすべてパラレルニコルとなるように配置され、積層された第１の直線偏
光板の透過軸と、積層された第２の直線偏光板の透過軸とはパラレルニコルとなるように
配置され、第１の直線偏光板の透過軸に対し、第１の位相差板の遅相軸が４５°ずれるよ
うに配置され、第２の直線偏光板の透過軸に対し、第２の位相差板の遅相軸が４５°ずれ
るように配置されたことを特徴とする表示装置である。
【００６４】
　第１の透光性基板及び第２の透光性基板が対向するように配置され、該対向配置された
基板間に設けられ、第１の透光性基板及び第２の透光性基板の両方向に発光した光を放射
可能な発光素子と、第１の透光性基板の外側に配置された、積層された第１の直線偏光板
と、第２の透光性基板の外側に配置された、第２の直線偏光板と、第１の透光性基板と、
第１の直線偏光板との間に設けられた第１の位相差板と、第２の透光性基板と、第２の直
線偏光板との間に設けられた第２の位相差板と、を有し、積層された第１の直線偏光板の
透過軸はすべてパラレルニコルとなるように配置され、積層された第１の直線偏光板の透
過軸と、第２の直線偏光板の透過軸とはパラレルニコルとなるように配置され、第１の直
線偏光板の透過軸に対し、第１の位相差板の遅相軸が４５°ずれるように配置され、第２
の直線偏光板の透過軸に対し、第２の位相差板の遅相軸が４５°ずれるように配置された
ことを特徴とする表示装置である。
【００６５】
　第１の透光性基板及び第２の透光性基板が対向するように配置され、該対向配置された
基板間に設けられ、第１の透光性基板及び第２の透光性基板の両方向に発光した光を放射
可能な発光素子と、第１の透光性基板の外側に配置された、積層された第１の直線偏光板
を有する第１の円偏光板と、第２の透光性基板の外側に配置された、積層された第２の直
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線偏光板を有する第２の円偏光板と、積層された第１の直線偏光板の透過軸はすべてパラ
レルニコルとなるように配置され、積層された第２の直線偏光板の透過軸はすべてパラレ
ルニコルとなるように配置され、積層された第１の直線偏光板の透過軸と、積層された第
２の直線偏光板の透過軸とはクロスニコルとなるように配置されたことを特徴とする表示
装置である。
【００６６】
　第１の透光性基板及び第２の透光性基板が対向するように配置され、該対向配置された
基板間に設けられ、第１の透光性基板及び第２の透光性基板の両方向に発光した光を放射
可能な発光素子と、第１の透光性基板の外側に配置された、積層された第１の直線偏光板
と、第２の透光性基板の外側に配置された、積層された第２の直線偏光板と、第１の透光
性基板と、第１の直線偏光板との間に設けられた第１の位相差板と、第２の透光性基板と
、第２の直線偏光板との間に設けられた第２の位相差板と、を有し、積層された第１の直
線偏光板の透過軸はすべてパラレルニコルとなるように配置され、積層された第２の直線
偏光板の透過軸はすべてパラレルニコルとなるように配置され、積層された第１の直線偏
光板の透過軸と、積層された第２の直線偏光板の透過軸とはクロスニコルとなるように配
置され、第１の直線偏光板の透過軸に対し、第１の位相差板の遅相軸とは４５°ずれるよ
うに配置され、第２の直線偏光板の透過軸に対し、第２の位相差板の遅相軸とは４５°ず
れるように配置され、第１の直線偏光板の透過軸に対し、第２の直線偏光板の透過軸は９
０°ずれるように配置されたことを特徴とする表示装置である。
【００６７】
　第１の透光性基板及び第２の透光性基板が対向するように配置され、該対向配置された
基板間に設けられ、第１の透光性基板及び第２の透光性基板の両方向に発光した光を放射
可能な発光素子と、第１の透光性基板の外側に配置された、積層された第１の直線偏光板
と、第２の透光性基板の外側に配置された、第２の直線偏光板と、第１の透光性基板と、
第１の直線偏光板との間に設けられた第１の位相差板と、第２の透光性基板と、第２の直
線偏光板との間に設けられた第２の位相差板と、を有し、積層された第１の直線偏光板の
透過軸はすべてパラレルニコルとなるように配置され、積層された第１の直線偏光板の透
過軸と、第２の直線偏光板の透過軸とはクロスニコルとなるように配置され、第１の直線
偏光板の透過軸に対し、第１の位相差板の遅相軸とは４５°ずれるように配置され、第２
の直線偏光板の透過軸に対し、第２の位相差板の遅相軸とは４５°ずれるように配置され
、第１の直線偏光板の透過軸に対し、第２の直線偏光板の透過軸は９０°ずれるように配
置されたことを特徴とする表示装置である。
【００６８】
　本発明は、第１の基板と、前記第１の基板に対向する第２の基板と、前記第１と第２の
基板間に設けられた発光素子と、前記第１の基板と第２の基板の一方の外側に配置された
、位相差板並びに積層された直線偏光板を有する円偏光板と、を有し、前記発光素子から
の光は、前記第１の基板と第２の基板の一方から放射されることを特徴とする表示装置に
関するものである。
【００６９】
　本発明において、前記積層された直線偏光板の透過軸は、すべてパラレルニコルとなる
ように配置されるものである。
【００７０】
　本発明において、前記直線偏光板の透過軸に対し、前記位相差板の遅相軸が４５°ずれ
るように配置されるものである。
【００７１】
　本発明において、前記発光素子は、一対の電極の電極の間に形成された電界発光層とを
有し、前記一対の電極の一方は反射性を有し、前記一対の電極の他方は透光性を有するも
のである。
【００７２】
　本発明において、前記位相差板並びに積層された直線偏光板は、透光性を有する電極側
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の基板の外側に配置されている。
【００７３】
　なおクロスニコルとは、偏光板の透過軸同士が９０°ずれる配置である。パラレルニコ
ルは、偏光板の透過軸同士のずれが０°となるような配置である。また偏光板の透過軸と
直交するように吸収軸が設けられおり、パラレルニコルは吸収軸を用いても同様に規定さ
れる。
【００７４】
　本発明において、表示素子は発光素子である。発光素子としてエレクトロルミネッセン
スを利用した素子（エレクトロルミネッセンス素子）、プラズマを利用した素子や電界放
出を利用した素子がある。エレクトロルミネッセンス素子（本明細書では「ＥＬ素子」と
もいう）は適用する材料により、有機ＥＬ素子、又は無機ＥＬ素子と区別されうる。この
ような発光素子を有する表示装置を発光装置とも記す。
【００７５】
　なお本発明において、積層された偏光子の消衰係数は全て同じものであってもよい。
【００７６】
　なお本発明は、スイッチング素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置についても
、スイッチング素子を形成しないパッシブマトリクス型表示装置についても応用が可能で
ある。
【発明の効果】
【００７７】
　複数の偏光子を設けるといった簡便な構造により、表示装置のコントラスト比を高める
ことができる。
【００７８】
　また複数の偏光子の吸収軸同士がパラレルニコルとなるように積層することにより、黒
輝度を高めることができ、表示装置のコントラスト比を高めることができる。
【００７９】
　また本発明により、表示装置のコントラスト比を高めると同時に、位相差板によって、
視野角を向上させることができ、広視野角な表示装置を提供することできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００８０】
　以下に、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。但し、本発明は多くの異なる
態様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその
形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本実
施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、実施の形態を説明するた
めの全図において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を付し、その繰
り返しの説明は省略する。
【００８１】
［実施の形態１］
　本実施の形態では、本発明の表示装置の概念について、図１（Ａ）～図１（Ｂ）を用い
て説明する。
【００８２】
　図１（Ａ）には、積層された偏光子を設けた表示装置の断面図、図１（Ｂ）には表示装
置の斜視図を示す。
【００８３】
　図１（Ａ）に示すように、互いに対向するように配置された第１の基板１０１及び第２
の基板１０２に、表示素子１００が挟持されている。
【００８４】
　第１の基板１０１及び第２の基板１０２として、透光性基板を用いることができる。こ
のような透光性基板には、バリウムホウケイ酸ガラスや、アルミノホウケイ酸ガラスなど
のガラス基板、石英基板等を用いることができる。また透光性基板には、ポリエチレン－
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テレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルサルフ
ォン（ＰＥＳ）に代表されるプラスチックや、アクリル等の可撓性を有する合成樹脂から
なる基板を適用することができる。
【００８５】
　基板１０１の外側、つまり表示素子１００と接しない側には、積層された偏光子が設け
られている。第１の基板１０１側には、第１の偏光子１０３、第２の偏光子１０４が設け
られている。
【００８６】
　次に図１（Ｂ）に示す斜視図をみると、第１の偏光子１０３の吸収軸１５１と、第２の
偏光子１０４の吸収軸１５２とは平行となるように積層されている。この平行状態を、パ
ラレルニコルと呼ぶ。
【００８７】
　このように積層された偏光子は、パラレルニコルとなるように配置される。
【００８８】
　なお、偏光子の特性上、吸収軸と直交方向には透過軸がある。そのため、透過軸同士が
平行となる場合もパラレルニコルと呼ぶことができる。
【００８９】
　本明細書では、パラレルニコルでは、偏光子の吸収軸同士のずれが０°少なくとも－１
０°～１０°となるように配置されることが好ましいが。同様な効果を発現できるのであ
れば、その角度から多少ずれていても良い。またクロスニコルでは、偏光子の吸収軸同士
が９０°少なくとも８０°～１００°ずれる配置であることが好ましいが、上記の角度を
前提とするが、同様な効果を発現できるのであれば、その角度から多少ずれていても良い
。
【００９０】
　また第１の偏光子１０３及び第２の偏光子１０４の消衰係数が同じであるとよい。なお
、本明細書において、偏光子の吸収軸の消衰係数の範囲は、３．０Ｅ－４～３．０Ｅ－２
であるものである。
【００９１】
　また図１（Ａ）～図１（Ｂ）では偏光子を２層積層した例を示しているが、３層以上積
層しても構わない。
【００９２】
　このように積層された偏光子同士の吸収軸がパラレルニコルとなるように積層すること
により、黒輝度を高めることができ、このため表示装置のコントラスト比を高めることが
できる。
【００９３】
　なお、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【００９４】
［実施の形態２］
　本実施の形態では、図２（Ａ）～図２（Ｃ）を用いて、積層された偏光子の構造につい
て説明する。
【００９５】
　図２（Ａ）では、積層された偏光子の例として、１つの偏光膜を有する偏光板を積層す
る例を示している。
【００９６】
　図２（Ａ）において、偏光板１１３及び１１４は、それぞれ直線偏光板であり、公知の
材料を用いて以下の構成で形成することができる。例えば基板１１１側から接着層１３１
と、保護膜１３２、偏光膜１３３、保護膜１３２が順に積層された構成を有する偏光板１
１３と、接着層１３５と、偏光板１１３と同様に、保護膜１３６、偏光膜１３７、保護膜
１３６を有する偏光板１１４を用いることができる（図２（Ａ）参照）。保護膜１３２及
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び１３６としては、ＴＡＣ（トリアセチルセルロース）等を用いることができる。また偏
光膜１３３及び偏光膜１３７としては、ＰＶＡ（ポリビニルアルコール）と二色性色素の
混合層が形成される。二色性色素は、ヨウ素と二色性有機染料がある。また偏光板とは、
その形状から偏光フィルムと呼ぶこともある。
【００９７】
　また図２（Ｂ）には、積層された偏光子の例として、１つの偏光板に複数の偏光膜を積
層する例を示す。図２（Ｂ）では、基板１１１側から接着層１４０と、保護膜１４２、偏
光膜（Ａ）１４３、偏光膜（Ｂ）１４４、保護膜１４２を有する偏光板１４５が積層され
ている。
【００９８】
　さらに図２（Ｃ）では、１つの偏光板に複数の偏光膜を積層する別の例を示す。図２（
Ｃ）では、基板１１１側から接着層１４１と、保護膜１４６、偏光膜（Ａ）１４７、保護
膜１４６、偏光膜（Ｂ）１４８、保護膜１４６を積層した偏光板１４９を示す。すなわち
、図２（Ｃ）の構成は偏光膜と偏光膜との間に保護膜を設けた構成である。
【００９９】
　保護膜１４２及び１４６は保護膜１３２と同様の材料を用いればよく、また偏光膜（Ａ
）１４３、偏光膜（Ｂ）１４４、偏光膜（Ａ）１４７、偏光膜（Ｂ）１４８はそれぞれ、
偏光膜１３３と同様の材料を用いて形成すればよい。
【０１００】
　図２（Ａ）～図２（Ｃ）において、２つの偏光子を積層する例を示したが、偏光子の数
は２つに限定されないのはもちろんである。３つ以上の偏光子を積層する場合は、図２（
Ａ）の構成であれば、偏光板を３枚以上積層すればよい。図２（Ｂ）の構成であれば、保
護膜１４２の間に設けられる偏光膜の数を増やせばよい。また図２（Ｃ）であれば、保護
膜１４６、偏光膜（Ａ）１４７、保護膜１４６、偏光膜（Ｂ）１４８、保護膜１４６、偏
光膜（Ｃ）、保護膜１４６等、というように、偏光膜とその上に設けられる保護膜を重ね
てゆけばよい。
【０１０１】
　また、図２（Ａ）～図２（Ｃ）に示す積層構成を組み合わせてもよい。すなわち、例え
ば図２（Ａ）に示す偏光膜１３３を含む偏光板１１３と、図２（Ｂ）に示す偏光膜１４３
及び偏光膜１４４を含む偏光板１４５を組み合わせて、偏光子を３つ積層した構成にして
もよい。このような積層された偏光子の構成は、必要に応じて適宜図２（Ａ）～図２（Ｃ
）を組み合わせて形成すればよい。
【０１０２】
　さらに、偏光子を積層するために、図２（Ｂ）における偏光板１４５をさらに複数積層
してもよい。同様に、図２（Ｃ）における偏光板１４９を複数積層した構成にしてもよい
。
【０１０３】
　偏光子の吸収軸がパラレルニコルに配置されているというのは、図２（Ａ）であれば、
偏光板１１３と偏光板１１４の吸収軸が互いにパラレルニコルということであり、すなわ
ち、偏光膜１３３と偏光膜１３７の吸収軸が互いにパラレルニコルであるということであ
る。図２（Ｂ）においては、偏光膜１４３及び偏光膜１４４の吸収軸が互いにパラレルニ
コルに配置される。また図２（Ｃ）においては、偏光膜１４７と偏光膜１４８の吸収軸が
パラレルニコルに配置されるということである。
なお偏光膜及び偏光板の数が増えても、それぞれの吸収軸を互いにパラレルニコルとなる
ように配置する。
【０１０４】
　図２（Ａ）～図２（Ｃ）において、２つの偏光子を積層する例を示したが、３つ偏光子
を積層する例を図５９（Ａ）～図５９（Ｂ）に示す。
【０１０５】
　図５９（Ａ）に、図２（Ａ）の偏光膜１３３を含む偏光板１１３と、図２（Ｂ）の偏光
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膜１４３及び偏光膜１４４を含む偏光板１４５を積層した例を示す。なお偏光板１１３と
偏光板１４５は上下逆でもよい。
【０１０６】
　図５９（Ｂ）に、図２（Ａ）の偏光膜１３３を含む偏光板１１３と、図２（Ｃ）の偏光
膜１４７及び偏光膜１４８を含む偏光板１４９を積層した例を示す。なお偏光板１１３と
偏光板１４９は上下逆でもよい。
【０１０７】
　図６０（Ａ）～図６０（Ｃ）、図６１（Ａ）～図６１（Ｃ）、図６２（Ａ）～図６２（
Ｃ）には、４つの偏光子を積層する例を示す。
【０１０８】
　図６０（Ａ）は、図２（Ｃ）の偏光膜１４７及び偏光膜１４８を含む偏光板１４９と、
図２（Ｂ）の偏光膜１４３と偏光膜１４４を含む偏光板１４５を積層した例である。なお
偏光板１４９と偏光板１４５は上下逆でもよい。
【０１０９】
　図６０（Ｂ）は、図２（Ａ）の偏光膜１３３を含む偏光板１１３及び偏光膜１３７を含
む偏光板１１４と、図２（Ｂ）の偏光膜１４３と偏光膜１４４を含む偏光板１４５を積層
した例である。なお、偏光板１１３、偏光板１１４、偏光板１４５の上下の順はこの通り
でなくてもよい。
【０１１０】
　図６０（Ｃ）は、図２（Ａ）の偏光膜１３３を含む偏光板１１３及び偏光膜１３７を含
む偏光板１１４と、図２（Ｃ）の偏光膜１４７と偏光膜１４８を含む偏光板１４９を積層
した例である。なお、偏光板１１３、偏光板１１４、偏光板１４９の上下の順はこの通り
でなくてもよい。
【０１１１】
　図６１（Ａ）は、図２（Ａ）の偏光膜１３３を含む偏光板１１３と、図２（Ｂ）の偏光
膜を三層にした、偏光膜１４３、偏光膜１４４及び偏光膜１５８を有する偏光板１５９を
積層した例である。なお偏光板１１３と偏光板１５９は上下逆でもよい。
【０１１２】
　図６１（Ｂ）は、図２（Ａ）の偏光膜１３３を含む偏光板１１３と、図２（Ｃ）の偏光
膜を三層にした、偏光膜１４７、偏光膜１４８及び偏光膜１６８を含む偏光板１６９を積
層した例である。なお偏光板１１３と偏光板１６９は上下逆でもよい。
【０１１３】
　図６２（Ａ）は、図２（Ｂ）の偏光膜１４３及び偏光膜１４４を含む偏光板１４５と、
図２（Ｂ）の偏光膜２１５及び偏光膜２１６を有する偏光板２１７を積層した例である。
【０１１４】
　図６２（Ｂ）は、図２（Ｃ）の偏光膜１４７及び偏光膜１４８を含む偏光板１４９と、
図２（Ｃ）の偏光膜２２５及び偏光膜２２６を含む偏光板２２７を積層した例である。
【０１１５】
　なお、図５９～図６２において、必要であれば基板１１１と偏光子との間に位相差板を
設けてもよい。
【０１１６】
　図６３（Ａ）～図６３（Ｂ）及び図６４では、基板１１１及び基板１１２の間に表示素
子を有する層１７６が挟持されており、表示素子を有する層１７６の上下で積層する偏光
子の構成を異ならせた例を示す。なお図面の簡略化のために位相差板は図示しないが、必
要であれば基板と偏光子との間に位相差板を設けてもよい。
【０１１７】
　また図６３（Ａ）～図６３（Ｂ）及び図６４では、基板１１１及び基板１１２のに設け
られる偏光子の数は、それぞれ２つであるが、もちろん３つ以上でもよい。３つ以上の場
合、図５９～図６２に示す構成を援用してもよい。
【０１１８】
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　図６３（Ａ）では、基板１１１側に、図２（Ａ）の偏光膜１３３を含む偏光板１１３、
及び、偏光膜１３７を含む偏光板１１４を積層する。基板１１２側には、図２（Ｂ）の偏
光膜１４３及び偏光膜１４４を含む偏光板１４５を設ける。なお、表示装置に上下の順が
ある場合、偏光板１１３及び偏光板１１４と偏光板１４５を上下逆に設けてもよい。
【０１１９】
　図６３（Ｂ）では、基板１１１側に、図２（Ａ）の偏光膜１３３を含む偏光板１１３、
及び、偏光膜１３７を含む偏光板１１４を積層する。基板１１２側には、図２（Ｃ）の偏
光膜１４７及び偏光膜１４８を含む偏光板１４９を設ける。なお、表示装置に上下の順が
ある場合、偏光板１１３及び偏光板１１４と偏光板１４９を上下逆に設けてもよい。
【０１２０】
　図６４には、基板１１１側に、図２（Ｃ）の偏光膜１４７及び偏光膜１４８を含む偏光
板１４９を設ける。また基板１１２側には、偏光膜１４３及び偏光膜１４４を含む偏光板
１４５を設ける。なお、表示装置に上下の順がある場合、偏光板１４９と偏光板１４５を
上下逆に設けてもよい。
【０１２１】
　本実施の形態は、実施の形態１に援用できるのは言うまでもなく、本明細書の他の実施
の形態、実施例についても、本実施の形態を応用することは可能である。
【０１２２】
［実施の形態３］
【０１２３】
　本実施の形態では、本発明の表示装置の概念について、図３（Ａ）～図３（Ｂ）を用い
て説明する。
【０１２４】
　図３（Ａ）には、位相差板と積層された偏光子を設けた表示装置の断面図、図３（Ｂ）
には表示装置の斜視図を示す。
【０１２５】
　図３（Ａ）に示すように、互いに対向するように配置された第１の基板２０１及び第２
の基板２０２に、表示素子２００が挟持されている。
【０１２６】
　第１の基板２０１及び第２の基板２０２として、透光性基板を用いることができる。こ
のような透光性基板には、実施の形態１で述べた基板１０１と同様の材料を用いればよい
。
【０１２７】
　第１の基板２０１及び第２の基板２０２の外側、つまり表示素子２００と接しない側に
は、位相差板２１１、積層された偏光子である偏光子２０３及び偏光子２０４が設けられ
ている。光は、位相差板（位相差フィルム、波長板ともいう）により円偏光され、偏光子
により直線偏光される。すなわち、積層された偏光子は、積層された直線偏光子と記すこ
とができる。積層された偏光子は、２つ以上の偏光子が積層された状態を指す。この偏光
子の積層の構成は、実施の形態２を援用することができる。
【０１２８】
　また図３（Ａ）～図３（Ｂ）では偏光子を２層積層した例を示しているが、３層以上積
層しても構わない。
【０１２９】
　また第１の偏光子２０３及び第２の偏光子２０４の消衰係数が同じであるとよい。
【０１３０】
　第１の基板２０１の外側には、順に位相差板２１１、第１の偏光子２０３、第２の偏光
子２０４が設けられている。本実施の形態では、位相差板２１１として１／４波長板を用
いる。
【０１３１】
　本明細書では、このように位相差板と積層された偏光子とを合わせて、積層された偏光
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子（直線偏光子）を有する円偏光板とも記す。
【０１３２】
　第１の偏光子２０３の吸収軸２２１と、第２の偏光子２０４の吸収軸２２２とは平行に
なるように配置される。すなわち第１の偏光子２０３と、第２の偏光子２０４、つまり積
層された偏光子はパラレルニコルとなるように配置される。
【０１３３】
　また位相差板２１１の遅相軸２２３は、第１の偏光子２０３の吸収軸２２１及び第２の
偏光子２０４の吸収軸２２２と４５°ずれるように配置される。
【０１３４】
　図４には、吸収軸２２１と遅相軸２２３のずれ角を示す。遅相軸２２３が１３５°をな
し、吸収軸２２１は９０°をなし、これらは４５°ずれた状態となる。
【０１３５】
　また位相差板の特性上、遅相軸と直交方向には進相軸がある。そのため、偏光板との配
置は、遅相軸だけではなく進相軸を用いて決定することができる。本実施の形態では、吸
収軸と遅相軸が４５°ずれるように配置するため、言い換えると、吸収軸と進相軸とが１
３５°ずれるように配置することとなる。
【０１３６】
　本明細書では、吸収軸同士のずれ、吸収軸と遅相軸のずれ、遅相軸同士のずれを述べる
ときは、上記の角度を前提とするが、同様な効果を発現できるのであれば、その角度から
多少ずれていても良い。
【０１３７】
　位相差板２１１としては、液晶をハイブリット配向させたフィルム、液晶を捻れ配向さ
せたフィルム、１軸性位相差フィルム、又は２軸性位相差フィルムが挙げられる。このよ
うな位相差板は表示装置への反射光の写り込みを抑制し、また広視野角化を図ることもで
きる。液晶をハイブリット配向させたフィルムは、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フ
ィルムを支持体とし、負の１軸性をもつディスコティック液晶をハイブリット配向させ光
学異方性をもうけた複合フィルムである。
【０１３８】
　１軸性位相差フィルムは、樹脂を一方向に延伸させて形成される。また２軸性位相差フ
ィルムは、樹脂を横方向に１軸延伸させた後、縦方向に弱く１軸延伸させて形成される。
ここで用いられる樹脂にはシクロオレフィンポリマー（ＣＯＥ）やポリカーボネイト（Ｐ
Ｃ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリエーテルサ
ルフォン（ＰＥＳ）、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、ポリエチレンテレフタレ
ート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ
オフェニレンオキサイド（ＰＰＯ）、ポリアリレート（ＰＡＲ）、ポリイミド（ＰＩ）、
ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）等が挙げられる。
【０１３９】
　なお液晶をハイブリット配向させたフィルムは、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フ
ィルムを支持体としディスコティック液晶をハイブリット配向させて形成させたフィルム
である。ＴＡＣフィルムを支持体としネマティック液晶をハイブリット配向させて形成さ
せたフィルムを用いてもよい。位相差板は、偏光板と貼り合わせた状態で、基板に貼り付
けることができる。
【０１４０】
　このように積層された偏光板同士の透過軸がパラレルニコルとなるように積層すること
により、偏光板が単数のときと比べて、外光からの反射光を低減することができる。この
ため黒輝度を高めることができ、表示装置のコントラスト比を高めることができる。
【０１４１】
　さらに本実施の形態では、位相差板として１／４波長板を用いているため、反射光の写
り込みを抑制できる。
【０１４２】
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　なお、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【０１４３】
［実施の形態４］
　本実施の形態では、本発明の表示装置の概念について説明する。
【０１４４】
　図５（Ａ）には、積層構造を有する偏光子を設けた表示装置の断面図、図５（Ｂ）には
表示装置の斜視図を示す。本実施の形態では、表示素子として液晶素子を有する液晶表示
装置を例にして説明する。
【０１４５】
　図５（Ａ）に示すように、互いに対向するように配置された第１の基板３０１及び第２
の基板３０２に、液晶素子を有する層３００が挟持されている。基板３０１及び３０２は
、透光性を有する絶縁基板（以下、透光性基板とも記す）とする。例えば、バリウムホウ
ケイ酸ガラスや、アルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板、石英基板等を用いること
ができる。また、ポリエチレン－テレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート
（ＰＥＮ）、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）に代表されるプラスチックや、アクリル
等の可撓性を有する合成樹脂からなる基板を適用することができる。
【０１４６】
　基板３０１及び３０２それぞれの外側、つまり液晶素子を有する層３００と接しない側
には、積層された偏光子が設けられている。なお本実施の形態では、積層された偏光子と
して、図２（Ａ）に示される１つの偏光膜を有する偏光板を積層する構成を用いる。もち
ろん図２（Ｂ）や図２（Ｃ）に示される構成を用いてもよいのは言うまでもない。
【０１４７】
　第１の基板３０１側には、第１の偏光板３０３、第２の偏光板３０４が設けられ、第２
の基板３０２側には、第３の偏光板３０５、第４の偏光板３０６が設けられている。
【０１４８】
　これら偏光板３０４～３０６は、公知の材料から形成することができ、例えば基板側か
ら接着面、ＴＡＣ（トリアセチルセルロース）、ＰＶＡ（ポリビニルアルコール）と二色
性色素の混合層、ＴＡＣが順に積層された構成を用いることができる。二色性色素は、ヨ
ウ素と二色性有機染料がある。また偏光板とは、その形状から偏光フィルムと呼ぶことも
ある。
【０１４９】
　また第１の偏光板３０３～第４の偏光板３０６の消衰係数は同じであるとよい。
【０１５０】
　また図５（Ａ）～図５（Ｂ）では、１枚の基板に対して偏光板を２枚積層した例を示し
ているが、３枚以上積層しても構わない。
【０１５１】
　図５（Ｂ）に示すように、第１の偏光板３０３の吸収軸３２１と、第２の偏光板３０４
の吸収軸３２２とを平行となるように積層する。この平行状態を、パラレルニコルと呼ぶ
。同様に、第３の偏光板３０５の吸収軸３２３と、第４の偏光板３０６の吸収軸３２４と
を平行となるように、つまりパラレルニコルとなるように積層する。このような積層され
た偏光板同士は、図５（Ｂ）に示すように吸収軸が直交をなすように配置する。この直交
状態を、クロスニコルと呼ぶ。
【０１５２】
　なお、偏光板の特性上、吸収軸と直交方向には透過軸がある。そのため、透過軸同士が
平行となる場合もパラレルニコルと呼ぶことができる。また、透過軸同士が直交となる場
合もクロスニコルと呼ぶことができる。
【０１５３】
　このように偏光板同士の吸収軸がパラレルニコルとなるように積層することにより、吸
収軸方向の光漏れを低減することができる。そして、積層された偏光板同士をクロスニコ
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ルとなるように配置することにより、偏光板単層同士のクロスニコルに配置した場合と比
べて光漏れを低減できる。このため表示装置のコントラスト比を高めることができる。
【０１５４】
　なお、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【０１５５】
［実施の形態５］
　本実施の形態では、実施の形態４で述べた液晶表示装置の具体的な構成について説明す
る。
【０１５６】
　図６には、積層構造を有する偏光板を設けた液晶表示装置の断面図を示す。
【０１５７】
　図６に示す液晶表示装置は、画素部４０５、及び駆動回路部４０８を有する。画素部４
０５、及び駆動回路部４０８において、基板５０１上に、下地膜５０２が設けられている
。基板５０１には、実施の形態１～実施の形態４と同様の絶縁基板を適用することができ
る。また一般的に合成樹脂からなる基板は、他の基板と比較して耐熱温度が低いことが懸
念されるが、耐熱性の高い基板を用いた作製工程の後、転置することによっても採用する
ことが可能となる。
【０１５８】
　画素部４０５には、下地膜５０２を介してスイッチング素子となるトランジスタが設け
られている。本実施の形態では、トランジスタに薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ
　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ（ＴＦＴ））を用い、これをスイッチングＴＦＴ５０３と呼ぶ。
【０１５９】
　ＴＦＴは、多くの方法で作製することができる。例えば、活性層として、結晶性半導体
膜を適用する。結晶性半導体膜上には、ゲート絶縁膜を介してゲート電極が設けられる。
ゲート電極をマスクとして用いて活性層へ不純物元素を添加することができる。このよう
にゲート電極を用いた不純物元素の添加により、不純物元素添加のためのマスクを形成す
る必要はない。ゲート電極は、単層構造、又は積層構造を有することができる。不純物領
域は、その濃度を制御することにより高濃度不純物領域及び低濃度不純物領域とすること
ができる。このように低濃度不純物領域を有するＴＦＴを、ＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔ　ｄｏｐ
ｅｄ　ｄｒａｉｎ）構造と呼ぶ。また低濃度不純物領域は、ゲート電極と重なるように形
成することができ、このようなＴＦＴを、ＧＯＬＤ（Ｇａｔｅ　Ｏｖｅｒｌａｐｅｄ　Ｌ
ＤＤ）構造と呼ぶ。
【０１６０】
　なおＴＦＴはトップゲート型ＴＦＴであってもボトムゲート型ＴＦＴであってもよく、
必要に応じて作製すればよい。
【０１６１】
　図６においては、ＧＯＬＤ構造を有するスイッチングＴＦＴ５０３を示す。またスイッ
チングＴＦＴ５０３の極性は、不純物領域にリン（Ｐ）等を用いることによりｎ型とする
。ｐ型とする場合は、ボロン（Ｂ）等を添加すればよい。その後、ゲート電極等を覆う保
護膜を形成する。保護膜に混入された水素元素により、結晶性半導体膜のダングリングボ
ンドを終端することができる。
【０１６２】
　さらに平坦性を高めるため、層間絶縁膜５０５を形成してもよい。層間絶縁膜５０５に
は、有機材料、又は無機材料、若しくはそれらの積層構造を用いることができる。そして
、層間絶縁膜５０５、保護膜、ゲート絶縁膜に開口部を形成し、不純物領域と接続された
配線を形成する。このようにして、スイッチングＴＦＴ５０３を形成することができる。
なお本発明は、スイッチングＴＦＴ５０３の構成に限定されるものではない。
【０１６３】
　そして、配線に接続された画素電極５０６を形成する。
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【０１６４】
　またスイッチングＴＦＴ５０３と同時に、容量素子５０４を形成することができる。本
実施の形態では、ゲート電極と同時に形成された導電膜、保護膜及び層間絶縁膜５０５、
画素電極５０６の積層体により、容量素子５０４を形成する。
【０１６５】
　また結晶性半導体膜を用いることにより、画素部４０５と駆動回路部４０８を同一基板
上に一体形成することができる。その場合、画素部のトランジスタと、駆動回路部４０８
のトランジスタとは同時に形成される。駆動回路部４０８に用いるトランジスタは、ＣＭ
ＯＳ回路を構成するため、ＣＭＯＳ回路５５４と呼ぶ。ＣＭＯＳ回路５５４を構成するＴ
ＦＴは、スイッチングＴＦＴ５０３と同様の構成とすることができる。またＧＯＬＤ構造
に変えて、ＬＤＤ構造を用いることができ、必ずしも同様の構成とする必要はない。
【０１６６】
　画素電極５０６を覆うように配向膜５０８を形成する。配向膜３０８にはラビング処理
を施す。このラビング処理は液晶のモード、例えばＶＡモードのときには処理を行わない
ときがある。
【０１６７】
　次に対向基板５２０を用意する。対向基板５２０の内側、つまり液晶に接する側には、
カラーフィルタ５２２、及びブラックマトリクス（ＢＭ）５２４を設けることができる。
これらは公知の方法で作製することができるが、所定の材料が滴下される液滴吐出法（代
表的にはインクジェット法）により形成すると、材料の無駄をなくすことができる。カラ
ーフィルタ等は、スイッチングＴＦＴ５０３が配置されない領域に設ける。すなわち、光
の透過領域、つまり開口領域と対向するようにカラーフィルタを設ける。なお、カラーフ
ィルタ等は、液晶表示装置をフルカラー表示とする場合、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色
（Ｂ）を呈する材料から形成すればよく、モノカラー表示とする場合、少なくとも一つの
色を呈する材料から形成すればよい。
【０１６８】
　なお、バックライトにＲＧＢの発光ダイオード（ＬＥＤ）等を配置し、時分割によりカ
ラー表示する継時加法混色法（フィールドシーケンシャル法）を採用するときには、カラ
ーフィルタを設けない場合がある。
【０１６９】
　ブラックマトリクス５２４は、スイッチングＴＦＴ５０３やＣＭＯＳ回路５５４の配線
による外光の反射を低減するためにも設けられている。そのためスイッチングＴＦＴ５０
３やＣＭＯＳ回路５５４と重なるように設ける。なお、ブラックマトリクス５２４は、容
量素子５０４に重なるように形成してもよい。容量素子５０４を構成する金属膜による反
射を防止することができるからである。
【０１７０】
　そして、対向電極５２３、配向膜５２６を設ける。配向膜５２６にはラビング処理を施
す。
【０１７１】
　なおＴＦＴが有する配線、ゲート電極、画素電極５０６、対向電極５２３は、インジウ
ム錫酸化物（（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ（ＩＴＯ））、酸化インジウムに酸化
亜鉛（ＺｎＯ）を混合した酸化インジウム酸化亜鉛（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄ
ｅ（ＩＺＯ））、酸化インジウムに酸化珪素（ＳｉＯ２）を混合した導電材料、有機イン
ジウム、有機スズ、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、
ハフニウム（Ｈｆ）、バナジウム（Ｖ）、ニオブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ）、クロム（
Ｃｒ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）、白金（Ｐｔ）、アルミ
ニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）等の金属又はその合金、若しくはその金属窒化物から選ぶこ
とができる。
【０１７２】
　このような対向基板５２０を、封止材５２８を用いて、基板５０１に貼り合わせる。封
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止材５２８は、ディスペンサ等を用いて、基板５０１上または対向基板５２０上に描画す
ることができる。また基板５０１と、対向基板５２０との間隔を保持するため、画素部４
０５、駆動回路部４０８の一部にスペーサ５２５を設ける。スペーサ５２５は、柱状、又
は球状といった形状を有する。
【０１７３】
　このように貼り合わされた基板５０１及び対向基板５２０間に、液晶５１１を注入する
。液晶を注入する場合、真空中で行うとよい。また液晶５１１は、注入法以外の方法によ
り形成することができる。例えば、液晶５１１を滴下し、その後対向基板５２０を貼り合
わせてもよい。このような滴下法は、注入法を適用しづらい大型基板を扱うときに適用す
るとよい。
【０１７４】
　液晶５１１は、液晶分子を有しており、液晶分子の傾きを画素電極５０６、及び対向電
極５２３により制御する。具体的には、画素電極５０６と、対向電極５２３とに印加され
る電圧により制御する。このような制御は、駆動回路部４０８に設けられた制御回路を用
いる。なお制御回路は、必ずしも基板５０１上に形成される必要はなく、接続端子５１０
を介して接続された回路を用いてもよい。このとき、接続端子５１０と接続するために、
導電性微粒子を有する異方性導電膜を用いることができる。また接続端子５１０の一部に
は、対向電極５２３が導通しており、対向電極５２３の電位をコモンとすることができる
。例えば、バンプ５３７を用いて導通をとることができる。
【０１７５】
　次いで、バックライトユニット５５２の構成について説明する。バックライトユニット
５５２は、光を発する光源５３１として冷陰極管、熱陰極管、発光ダイオード、無機ＥＬ
、有機ＥＬが、光を効率よく導光板５３５に導くためのランプリフレクタ５３２、光が全
反射しながら全面に光を導くための導光板５３５、明度のムラを低減するための拡散板５
３６、導光板５３５の下に漏れた光を再利用するための反射板５３４を有するように構成
されている。
【０１７６】
　バックライトユニット５５２には、光源５３１の輝度を調整するための制御回路が接続
されている。制御回路からの信号供給により、光源５３１の輝度を制御することができる
。
【０１７７】
　また、本実施の形態では、偏光子として図２（Ａ）に示す偏光板を積層した構成を用い
る。もちろん図２（Ｂ）及び図２（Ｃ）に示す積層された偏光子を用いてもよい。図６に
示すように基板５０１とバックライトユニット５５２の間には積層された偏光板５１６が
設けられ、対向基板５２０にも積層された偏光板５２１が設けられている。
【０１７８】
　すなわち、基板５０１には、基板側から順に、積層された偏光板５１６として偏光板５
４３及び偏光板５４４を積層したものが設けられている。このとき積層された偏光板５４
３及び５４４は、パラレルニコル状態となるように貼り合わされる。
【０１７９】
　また、対向基板５２０には、基板側から順に、積層された偏光板５２１として偏光板５
４１及び偏光板５４２を積層したものが設けられている。このとき積層された偏光板５４
１及び５４２は、パラレルニコル状態となるように貼り合わされる。
【０１８０】
　さらに積層された偏光板５１６及び５２１は、互いにクロスニコル状態になるように配
置される。
【０１８１】
　また偏光板５４１～５４４の消衰係数は同じであるとよい。さらに、偏光板５４１～５
４４の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０１８２】
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　また図６では、１枚の基板に対して偏光板を２枚積層した例を示しているが、３枚以上
積層しても構わない。
【０１８３】
　このような液晶表示装置に対して、積層された偏光板を設けたことにより、コントラス
ト比を高めることができる。また本発明において複数の偏光板は、積層構造を有する偏光
板とすることができ、単純に偏光板の膜厚を厚くした構造とは異なる。偏光板の膜厚を厚
くした構造と比べて、よりコントラスト比を高めることができる点で好ましい。
【０１８４】
　なお、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【０１８５】
［実施の形態６］
　本実施の形態では、積層構造を有する偏光子を有するが、実施の形態５と異なり、非晶
質半導体膜を有するＴＦＴを用いた液晶表示装置について説明する。
【０１８６】
　なお実施の形態５と同じものは同じ符号で示し、特に記載のないものは実施の形態５を
援用する。
【０１８７】
　図７には、スイッチング用素子に非晶質半導体膜を用いたトランジスタ（以下、非晶質
ＴＦＴと呼ぶ）液晶表示装置の構成について説明する。画素部４０５には、非晶質ＴＦＴ
からなるスイッチングＴＦＴ５３３が設けられている。非晶質ＴＦＴは、公知の方法によ
り形成することができるが、例えばチャネルエッチ型の場合、下地膜５０２上にゲート電
極を形成し、ゲート電極を覆ってゲート絶縁膜、ｎ型半導体膜、非晶質半導体膜、ソース
電極及びドレイン電極を形成する。ソース電極及びドレイン電極を用いて、ｎ型半導体膜
に開口部を形成する。このとき、非晶質半導体膜の一部も除去されるため、チャネルエッ
チ型と呼ぶ。その後、保護膜５０７を形成して、非晶質ＴＦＴを形成することができる。
また非晶質ＴＦＴは、チャネル保護型もあり、ソース電極及びドレイン電極を用いて、ｎ
型半導体膜に開口部を形成するとき、非晶質半導体膜が除去されないように保護膜を設け
る。その他の構成は、チャネルエッチ型と同様とすることができる。
【０１８８】
　そして、図６と同様に配向膜５０８を形成し、ラビング処理を施す。このラビング処理
は液晶のモード、例えばＶＡモードのときには処理を行わないときがある。
【０１８９】
　また図６と同様に対向基板５２０を用意し、封止材５２８により貼り合わせる。これら
の間に、液晶５１１を封入することにより液晶表示装置を形成することができる。
【０１９０】
　また図６と同様に、本実施の形態では、偏光子として図２（Ａ）に示す偏光板を積層し
た構成を用いる。もちろん図２（Ｂ）及び図２（Ｃ）に示す積層された偏光子を用いても
よい。図６に示すように基板５０１とバックライトユニット５５２の間には積層された偏
光板５１６が設けられ、対向基板５２０にも積層された偏光板５２１が設けられている。
【０１９１】
　すなわち、基板５０１には、基板側から順に、積層された偏光板５１６として偏光板５
４３及び偏光板５４４を積層したものが設けられている。このとき積層された偏光板５４
３及び５４４は、パラレルニコル状態となるように貼り合わされる。
【０１９２】
　また、対向基板５２０には、基板側から順に、積層された偏光板５２１として偏光板５
４１及び偏光板５４２を積層したものが設けられている。このとき積層された偏光板５４
１及び５４２は、パラレルニコル状態となるように貼り合わされる。
【０１９３】
　さらに積層された偏光板５１６及び５２１は、互いにクロスニコル状態になるように配
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置される。
【０１９４】
　また偏光板５４１～５４４の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光板５４１～５４
４の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０１９５】
　また図７では、１枚の基板に対して偏光板を２枚積層した例を示しているが、３枚以上
積層しても構わない。
【０１９６】
　このようにスイッチングＴＦＴ５３３として非晶質ＴＦＴを用いて、液晶表示装置を形
成する場合、動作性能を考慮して、駆動回路部４０８には、シリコンウェハから形成され
るＩＣ４２１をドライバとして実装することができる。例えば、ＩＣ４２１が有する配線
と、スイッチングＴＦＴ５３３に接続される配線とを、導電性微粒子４２２を有する異方
性導電体を用いて、接続することにより、スイッチングＴＦＴ５３３を制御する信号を供
給することができる。なおＩＣ４２１の実装方法はこれに限定されず、ワイヤボンディン
グ法により実装することもできる。
【０１９７】
　またさらに、接続端子５１０を介して、制御回路と接続することができる。このとき、
接続端子５１０と接続するために、導電性微粒子４２２を有する異方性導電膜を用いるこ
とができる。
【０１９８】
　その他の構成は、図６と同様であるため、説明を省略する。
【０１９９】
このような液晶表示装置に対して、積層された偏光板を設けたことにより、コントラスト
比を高めることができる。また本発明において複数の偏光板は、積層構造を有する偏光板
とすることができ、単純に偏光板の膜厚を厚くした構造とは異なる。偏光板の膜厚を厚く
した構造と比べて、よりコントラスト比を高めることができる点で好ましい。
【０２００】
　なお、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【０２０１】
［実施の形態７］
　本実施の形態では、本発明の表示装置の概念について説明する。
【０２０２】
　図８（Ａ）には、積層構造を有する偏光子を設けた表示装置の断面図、図８（Ｂ）には
表示装置の斜視図を示す。本実施の形態では、表示素子として液晶素子を有する液晶表示
装置を例にして説明する。
【０２０３】
　図８（Ａ）に示すように、互いに対向するように配置された第１の基板１６１及び第２
の基板１６２に、液晶素子を有する層１６０が挟持されている。基板１６１及び１６２と
して透光性基板を用い、このような透光性基板には、バリウムホウケイ酸ガラスや、アル
ミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板、石英基板等を用いることができる。また透光性
基板には、ポリエチレン－テレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥ
Ｎ）、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）に代表されるプラスチックや、アクリル等の可
撓性を有する合成樹脂からなる基板を適用することができる。
【０２０４】
　基板１６１及び１６２それぞれの外側、つまり液晶素子を有する層１６０と接しない側
には、積層された偏光子が設けられている。なお本実施の形態では、積層された偏光子と
して、図２（Ａ）に示される１つの偏光膜を有する偏光板を積層する構成を用いる。もち
ろん図２（Ｂ）や図２（Ｃ）に示される構成を用いてもよいのは言うまでもない。
【０２０５】
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　基板１６１及び１６２のそれぞれの外側、つまり液晶素子を有する層１６０と接しない
側には、順に位相差板（位相差フィルム、波長板ともいう）、積層された偏光板が設けら
れている。第１の基板１６１側には、順に第１の位相差板１７１、第１の偏光板１６３、
第２の偏光板１６４が設けられている。第２の基板１６２側には、順に第２の位相差板１
７２、第３の偏光板１６５、第４の偏光板１６６が設けられている。位相差板は、広視野
角または反射防止効果を目的として用いられ、反射防止として使用する場合は位相差板１
７１及び１７２として１／４波長板が用いられる。
【０２０６】
　これら偏光板１６３～１６６は、公知の材料から形成することができ、例えば基板側か
ら接着面、ＴＡＣ（トリアセチルセルロース）、ＰＶＡ（ポリビニルアルコール）と二色
性色素の混合層、ＴＡＣが順に積層された構成を用いることができる。二色性色素は、ヨ
ウ素と二色性有機染料がある。また偏光板とは、その形状から偏光フィルムと呼ぶことも
ある。
【０２０７】
　また第１の偏光板１６３～第４の偏光板１６６の消衰係数は同じであるとよい。さらに
第１の偏光板１６３～第４の偏光板１６６の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０２０８】
　また図８（Ａ）～図８（Ｂ）では、１枚の基板に対して偏光板を２枚積層した例を示し
ているが、３枚以上積層しても構わない。
【０２０９】
　位相差フィルムは、液晶をハイブリット配向させたフィルム、液晶を捻れ配向させたフ
ィルム、１軸性位相差フィルム、又は２軸性位相差フィルムが挙げられる。このような位
相差フィルムは表示装置の広視野角化を図ることができる。液晶をハイブリット配向させ
たフィルムは、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フィルムを支持体とし、負の１軸性を
もつディスコティック液晶をハイブリット配向させ光学異方性をもうけた複合フィルムで
ある。
【０２１０】
　１軸性位相差フィルムは、樹脂を一方向に延伸させて形成される。また２軸性位相差フ
ィルムは、樹脂を横方向に１軸延伸させた後、縦方向に弱く１軸延伸させて形成される。
ここで用いられる樹脂にはシクロオレフィンポリマー（ＣＯＥ）やポリカーボネイト（Ｐ
Ｃ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリエーテルサ
ルフォン（ＰＥＳ）、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、ポリエチレンテレフタレ
ート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ
オフェニレンオキサイド（ＰＰＯ）、ポリアリレート（ＰＡＲ）、ポリイミド（ＰＩ）、
ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）等が挙げられる。
【０２１１】
　なお液晶をハイブリット配向させたフィルムは、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フ
ィルムを支持体としディスコティック液晶をハイブリット配向させて形成させたフィルム
である。ＴＡＣフィルムを支持体としネマティック液晶をハイブリット配向させて形成さ
せたフィルムを用いてもよい。位相差フィルムは、偏光板と貼り合わせた状態で、透光性
基板に貼り付けることができる。
【０２１２】
　次に図８（Ｂ）に示す斜視図をみると、第１の偏光板１６３の吸収軸１８１と、第２の
偏光板１６４の吸収軸１８２とは平行となるように積層されている。この平行状態を、パ
ラレルニコルと呼ぶ。同様に、第３の偏光板１６５の吸収軸１８３と、第４の偏光板１６
６の吸収軸１８４とを平行となるように、つまりパラレルニコルとなるように積層する。
【０２１３】
　このように積層された偏光板は、パラレルニコルとなるように配置される。
【０２１４】
　積層された偏光板同士、つまり対向する偏光板同士は、吸収軸は直交をなすように配置
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する。この直交状態を、クロスニコルと呼ぶ。
【０２１５】
　なお、偏光板の特性上、吸収軸と直交方向には透過軸がある。そのため、透過軸同士が
平行となる場合もパラレルニコルと呼ぶことができる。また、透過軸同士が直交となる場
合もクロスニコルと呼ぶことができる。
【０２１６】
　また図１１（Ａ）～図１１（Ｂ）及び図１２を用いて、反射防止を目的とした場合の、
位相差板の遅相軸のずれについて説明する。図１１（Ｂ）において、矢印１８６は第１の
位相差板１７１の遅相軸を表しており、矢印１８７は第２の位相差板１７２の遅相軸を表
している。
【０２１７】
　第１の位相差板１７１の遅相軸１８６は、第１の偏光板１６３の吸収軸１８１及び第２
の偏光板１６４の吸収軸１８２と４５°ずれるように配置される。
【０２１８】
　図１２（Ａ）には、第１の偏光板１６３の吸収軸１８１と第１の位相差板１７１の遅相
軸１８６のずれ角を示す。第１の位相差板１７１の遅相軸１８６が１３５°をなし、第１
の偏光板１６３の吸収軸１８１は９０°をなし、これらは４５°ずれた状態となる。
【０２１９】
　また第２の位相差板１７２の遅相軸１８７は、第３の偏光板１６５の吸収軸１８３及び
第４の偏光板１６６の吸収軸１８４と４５°ずれるように配置される。
【０２２０】
　図１２（Ｂ）には、第３の偏光板１６５の吸収軸１８３及び第２の位相差板１７２の遅
相軸１８７のずれ角を示す。第２の位相差板１７２の遅相軸１８７が４５°をなし、第３
の偏光板１６５の吸収軸１８３は０°をなし、これらは４５°ずれた状態となる。すなわ
ち第１の直線偏光板１６３の吸収軸１８１及び第２の直線偏光板１６４の吸収軸１８２に
対し、第１の位相差板１７１の遅相軸１８６が４５°ずれるように配置され、第３の直線
偏光板１６５の吸収軸１８３及び第４の直線偏光板１６６の吸収軸１８４に対し、第２の
位相差板１７２の遅相軸１８７が４５°ずれるように配置される。
【０２２１】
　そして、第１の基板１６１に設けられた、積層された偏光板の吸収軸１８１（及び１８
２）と、第２の基板１６２に設けられた、積層された偏光板の吸収軸１８３（及び１８４
）とは直交することを特徴とする。すなわち、積層された偏光板１６３及び１６４と、積
層された偏光板１６５と１６６、つまり対向する偏光板はクロスニコルをなすように配置
する。
【０２２２】
　また図１２（Ｃ）には、吸収軸１８１及び遅相軸１８６を実線で示し、吸収軸１８３及
び遅相軸１８７を点線で示し、これらを重ねた状態を同じ円の中にを示す。図１２（Ｃ）
より、吸収軸１８１と吸収軸１８３はクロスニコル状態を有し、且つ遅相軸１８６と遅相
軸１８７ともクロスニコル状態を有することがわかる。
【０２２３】
また位相差板の特性上、遅相軸と直交方向には進相軸がある。そのため、偏光板との配置
は、遅相軸だけではなく進相軸を用いて決定することができる。本実施の形態では、吸収
軸と遅相軸が４５°ずれるように配置するため、言い換えると、吸収軸と進相軸とが１３
５°ずれるように配置することとなる。
【０２２４】
　本明細書では、吸収軸同士のずれ、吸収軸と遅相軸のずれ、遅相軸同士のずれを述べる
ときは、上記の角度を前提とするが、同様な効果を発現できるのであれば、その角度から
多少ずれていても良い。
【０２２５】
　そして、円偏光板には位相差板を数枚重ね合わせることによって位相差が９０度の波長
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範囲を広げることができる広帯域化された円偏光板があるが、この場合においても第１の
基板１６１の外側に配置する各位相差板の遅相軸と第２の基板１６２の外側に配置する各
位相差板とで同じ位相差板の遅相軸同士は９０度に配置され、かつ対向する偏光板の吸収
軸同士はクロスニコル配置であればよい。
【０２２６】
　このように積層された偏光板同士の吸収軸がパラレルニコルとなるように積層すること
により、吸収軸方向の光漏れを低減することができる。そして対向する偏光板同士をクロ
スニコルとなるように配置することにより、偏光板単層同士のクロスニコルと比べて光漏
れを低減できる。このため表示装置のコントラスト比を高めることができる。
【０２２７】
　さらに本発明は位相差板の種類、ずらす角度を変えることにより、広視野角な表示装置
を提供することできる。
【０２２８】
　なお、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【０２２９】
［実施の形態８］
　本実施の形態では、実施の形態７で述べた液晶表示装置の具体的な構成について説明す
る。
【０２３０】
　なお図９に示す液晶表示装置は、図６と同じものは同じ符号で示し、特に記載のないも
のは図６の説明を援用する。
【０２３１】
　図９には、積層された偏光板を設けた液晶表示装置の断面図を示す。
【０２３２】
　液晶表示装置は、画素部４０５、及び駆動回路部４０８を有する。画素部４０５、及び
駆動回路部４０８において、基板５０１上に、下地膜５０２が設けられている。基板５０
１には、実施の形態７と同様の絶縁基板を適用することができる。また一般的に合成樹脂
からなる基板は、他の基板と比較して耐熱温度が低いことが懸念されるが、耐熱性の高い
基板を用いた作製工程の後、転置することによっても採用することが可能となる。
【０２３３】
　画素部４０５には、下地膜５０２を介してスイッチング素子となるトランジスタが設け
られている。本実施の形態では、トランジスタに薄膜トランジスタ（（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌ
ｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ（ＴＦＴ））を用い、これをスイッチングＴＦＴ５０３とする
。ＴＦＴは、多くの方法で作製することができる。例えば、活性層として、結晶性半導体
膜を適用する。結晶性半導体膜上には、ゲート絶縁膜を介してゲート電極が設けられる。
該ゲート電極を用いて該活性層へ不純物元素を添加することができる。このようにゲート
電極を用いた不純物元素の添加により、不純物元素添加のためのマスクを形成する必要は
ない。ゲート電極は、単層構造、又は積層構造を有することができる。不純物領域は、そ
の濃度を制御することにより高濃度不純物領域及び低濃度不純物領域とすることができる
。このように低濃度不純物領域を有するＴＦＴを、ＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔ　ｄｏｐｅｄ　ｄ
ｒａｉｎ）構造と呼ぶ。また低濃度不純物領域は、ゲート電極と重なるように形成するこ
とができ、このようなＴＦＴを、ＧＯＬＤ（Ｇａｔｅ　Ｏｖｅｒｌａｐｅｄ　ＬＤＤ）構
造と呼ぶ。
【０２３４】
　なおＴＦＴはトップゲート型ＴＦＴであってもボトムゲート型ＴＦＴであってもよく、
必要に応じて作製すればよい。
【０２３５】
　図９においては、ＧＯＬＤ構造を有するスイッチングＴＦＴ５０３を示す。またスイッ
チングＴＦＴ５０３の極性は、不純物領域にリン（Ｐ）等を用いることによりｎ型とする
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。ｐ型とする場合は、ボロン（Ｂ）等を添加すればよい。その後、ゲート電極等を覆う保
護膜を形成する。保護膜に混入された水素元素により、結晶性半導体膜のダングリングボ
ンドを終端することができる。
【０２３６】
　さらに平坦性を高めるため、層間絶縁膜５０５を形成してもよい。層間絶縁膜５０５に
は、有機材料、又は無機材料、若しくはそれらの積層構造を用いることができる。そして
、層間絶縁膜５０５、保護膜、ゲート絶縁膜に開口部を形成し、不純物領域と接続された
配線を形成する。このようにして、スイッチングＴＦＴ５０３を形成することができる。
なお本発明は、スイッチングＴＦＴ５０３の構成に限定されるものではない。
【０２３７】
そして、配線に接続された画素電極５０６を形成する。
【０２３８】
　またスイッチングＴＦＴ５０３と同時に、容量素子５０４を形成することができる。本
実施の形態では、ゲート電極と同時に形成された導電膜、保護膜及び層間絶縁膜５０５、
画素電極５０６の積層体により、容量素子５０４を形成する。
【０２３９】
　また結晶性半導体膜を用いることにより、画素部４０５と駆動回路部４０８を同一基板
上に一体形成することができる。その場合、画素部４０５のトランジスタと、駆動回路部
４０８のトランジスタとは同時に形成される。駆動回路部４０８に用いるトランジスタは
、ＣＭＯＳ回路を構成するため、ＣＭＯＳ回路５５４と呼ぶ。ＣＭＯＳ回路５５４を構成
するＴＦＴは、スイッチングＴＦＴ５０３と同様の構成とすることができる。またＧＯＬ
Ｄ構造に変えて、ＬＤＤ構造を用いることができ、必ずしも同様の構成とする必要はない
。
【０２４０】
　画素電極５０６を覆うように配向膜５０８を形成する。配向膜５０８にはラビング処理
を施す。このラビング処理は液晶のモード、例えばＶＡモードのときには処理を行わない
ときがある。
【０２４１】
　次に対向基板５２０を用意する。対向基板５２０の内側、つまり液晶に接する側には、
カラーフィルタ５２２、及びブラックマトリクス（ＢＭ）５２４を設けることができる。
これらは公知の方法で作製することができるが、所定の材料が滴下される液滴吐出法（代
表的にはインクジェット法）により形成すると、材料の無駄をなくすことができる。カラ
ーフィルタ等は、スイッチングＴＦＴ５０３が配置されない領域に設ける。すなわち、光
の透過領域、つまり開口領域と対向するようにカラーフィルタを設ける。なお、カラーフ
ィルタ等は、液晶表示装置をフルカラー表示とする場合、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色
（Ｂ）を呈する材料から形成すればよく、モノカラー表示とする場合、少なくとも一つの
色を呈する材料から形成すればよい。
【０２４２】
　なお、バックライトにＲＧＢの発光ダイオード（ＬＥＤ）等を配置し、時分割によりカ
ラー表示する継時加法混色法（フィールドシーケンシャル法）を採用するときには、カラ
ーフィルタを設けない場合がある。ブラックマトリクス５２４は、スイッチングＴＦＴ５
０３やＣＭＯＳ回路５５４の配線による外光の反射を低減するためにも設けられている。
そのためスイッチングＴＦＴ５０３やＣＭＯＳ回路５５４と重なるように設ける。なお、
ブラックマトリクス５２４は、容量素子５０４に重なるように形成してもよい。容量素子
５０４を構成する金属膜による反射を防止することができるからである。
【０２４３】
　そして、対向電極５２３、配向膜５２６を設ける。配向膜５２６にはラビング処理を施
す。
【０２４４】
　なおＴＦＴが有する配線、ゲート電極、画素電極５０６、対向電極５２３は、インジウ
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ム錫酸化物（ＩＴＯ）、酸化インジウムに酸化亜鉛（ＺｎＯ）を混合した酸化インジウム
酸化亜鉛（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ（ＩＺＯ））、酸化インジウムに酸化珪
素（ＳｉＯ２）を混合した導電材料、有機インジウム、有機スズ、タングステン（Ｗ）、
モリブデン（Ｍｏ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、バナジウム（Ｖ）、
ニオブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ）、クロム（Ｃｒ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎ
ｉ）、チタン（Ｔｉ）、白金（Ｐｔ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）等の金属又は
その合金、若しくはその金属窒化物から選ぶことができる。
【０２４５】
　このような対向基板５２０を、封止材５２８を用いて、基板５０１に貼り合わせる。封
止材５２８は、ディスペンサ等を用いて、基板５０１上または対向基板５２０上に描画す
ることができる。また基板５０１と、対向基板５２０との間隔を保持するため、画素部４
０５、駆動回路部４０８の一部にスペーサ５２５を設ける。スペーサ５２５は、柱状、又
は球状といった形状を有する。
【０２４６】
　このように貼り合わされた基板５０１及び対向基板５２０間に、液晶５１１を注入する
。液晶を注入する場合、真空中で行うとよい。また液晶５１１は、注入法以外の方法によ
り形成することができる。例えば、液晶５１１を滴下し、その後対向基板５２０を貼り合
わせてもよい。このような滴下法は、注入法を適用しづらい大型基板を扱うときに適用す
るとよい。
【０２４７】
　液晶５１１は、液晶分子を有しており、液晶分子の傾きを画素電極５０６、及び対向電
極５２３により制御する。具体的には、画素電極５０６と、対向電極５２３とに印加され
る電圧により制御する。このような制御は、駆動回路部４０８に設けられた制御回路を用
いる。なお制御回路は、必ずしも基板５０１上に形成される必要はなく、接続端子５１０
を介して接続された回路を用いてもよい。このとき、接続端子５１０と接続するために、
導電性微粒子を有する異方性導電膜を用いることができる。また接続端子５１０の一部に
は、対向電極５２３が導通しており、対向電極５２３の電位をコモンとすることができる
。例えば、バンプ５３７を用いて導通をとることができる。
【０２４８】
　次いで、バックライトユニット５５２の構成について説明する。バックライトユニット
５５２は、光を発する光源５３１として冷陰極管、熱陰極管、発光ダイオード、無機ＥＬ
、有機ＥＬが、光を効率よく導光板５３５に導くためのランプリフレクタ５３２、光が全
反射しながら全面に光を導くための導光板５３５、明度のムラを低減するための拡散板５
３６、導光板５３５の下に漏れた光を再利用するための反射板５３４を有するように構成
されている。
【０２４９】
　バックライトユニット５５２には、光源５３１の輝度を調整するための制御回路が接続
されている。制御回路からの信号供給により、光源５３１の輝度を制御することができる
。
【０２５０】
　また、本実施の形態では、偏光子として図２（Ａ）に示す偏光板を積層した構成を用い
る。もちろん図２（Ｂ）及び図２（Ｃ）に示す積層された偏光子を用いてもよい。図９に
示すように基板５０１とバックライトユニット５５２の間には位相差板５４７及び積層さ
れた偏光板５１６が設けられ、対向基板５２０にも位相差板５４６及び積層された偏光板
５２１が設けられている。積層された偏光板と、位相差フィルムとは貼り合わされた状態
で、基板５０１と５２０のそれぞれに接着することができる。
【０２５１】
　すなわち、基板５０１には、基板側から順に、位相差板５４７と、積層された偏光板５
１６として偏光板５４３及び偏光板５４４を積層したものが設けられている。このとき積
層された偏光板５４３及び５４４は、パラレルニコル状態となるように貼り合わされる。
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【０２５２】
　また、対向基板５２０には、基板側から順に、位相差板５４６と、積層された偏光板５
２１として偏光板５４１及び偏光板５４２を積層したものが設けられている。このとき積
層された偏光板５４１及び５４２は、パラレルニコル状態となるように貼り合わされる。
【０２５３】
　さらに積層された偏光板５１６及び５２１は、互いにクロスニコル状態になるように配
置される。
【０２５４】
　また偏光板５４１～５４４の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光板５４１～５４
４の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０２５５】
　また図９では、１枚の基板に対して偏光板を２枚積層した例を示しているが、３枚以上
積層しても構わない。
【０２５６】
　積層された偏光板を有することにより、コントラスト比を高めることができる。また位
相差板により、反射光の写り込みを抑制でき、かつ広視野角の表示装置を提供することが
できる。
【０２５７】
　なお、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【０２５８】
［実施の形態９］
　本実施の形態では、積層された偏光板を有するが、実施の形態８と異なり、非晶質半導
体膜を有するＴＦＴを用いた液晶表示装置について説明する。
【０２５９】
　図１０には、スイッチング用素子に非晶質半導体膜を用いたトランジスタ（以下、非晶
質ＴＦＴと呼ぶ）液晶表示装置の構成について説明する。画素部４０５には、非晶質ＴＦ
ＴからなるスイッチングＴＦＴ５３３が設けられている。非晶質ＴＦＴは、公知の方法に
より形成することができるが、例えばチャネルエッチ型の場合、下地膜５０２上にゲート
電極を形成し、ゲート電極を覆ってゲート絶縁膜、ｎ型半導体膜、非晶質半導体膜、ソー
ス電極及びドレイン電極を形成する。ソース電極及びドレイン電極を用いて、ｎ型半導体
膜に開口部を形成する。このとき、非晶質半導体膜の一部も除去されるため、チャネルエ
ッチ型と呼ぶ。その後、保護膜５０７を形成して、非晶質ＴＦＴを形成することができる
。また非晶質ＴＦＴは、チャネル保護型もあり、ソース電極及びドレイン電極を用いて、
ｎ型半導体膜に開口部を形成するとき、非晶質半導体膜が除去されないように保護膜を設
ける。その他の構成は、チャネルエッチ型と同様とすることができる。
【０２６０】
　そして、図９と同様に配向膜５０８を形成し、ラビング処理を施す。このラビング処理
は液晶のモードによって、処理を行わないときがある。
【０２６１】
　また図９と同様に対向基板５２０を用意し、封止材５２８により貼り合わせる。これら
の間に、液晶５１１を封入することにより液晶表示装置を形成することができる。
【０２６２】
　また、本実施の形態では、偏光子として図２（Ａ）に示す偏光板を積層した構成を用い
る。もちろん図２（Ｂ）及び図２（Ｃ）に示す積層された偏光子を用いてもよい。図１０
に示すように、図９と同様に、基板５０１とバックライトユニット５５２の間には位相差
板５４７及び積層された偏光板５１６が設けられ、対向基板５２０にも位相差板５４６及
び積層された偏光板５２１が設けられている。積層された偏光板と、位相差フィルムとは
貼り合わされた状態で、基板５０１と５２０のそれぞれに接着することができる。
【０２６３】
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　すなわち、基板５０１には、基板側から順に、位相差板（位相差フィルム、波長板とも
いう）５４７と、積層された偏光板５１６として偏光板５４３及び偏光板５４４を積層し
たものが設けられている。このとき積層された偏光板５４３及び５４４は、パラレルニコ
ル状態となるように貼り合わされる。
【０２６４】
　また、対向基板５２０には、基板側から順に、位相差板５４６と、積層された偏光板５
２１として偏光板５４１及び偏光板５４２を積層したものが設けられている。このとき積
層された偏光板５４１及び５４２は、パラレルニコル状態となるように貼り合わされる。
【０２６５】
　さらに積層された偏光板５１６及び５２１は、互いにクロスニコル状態になるように配
置される。
【０２６６】
　また偏光板５４１～５４４の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光板５４１～５４
４の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０２６７】
　また図１０では、１枚の基板に対して偏光板を２枚積層した例を示しているが、３枚以
上積層しても構わない。
【０２６８】
　積層された偏光板を有することにより、コントラスト比を高めることができる。また位
相差板により、反射光の写り込みを抑制でき、かつ広視野角の表示装置を提供することが
できる。
【０２６９】
　このようにスイッチングＴＦＴ５３３として非晶質ＴＦＴを用いて、液晶表示装置を形
成する場合、動作性能を考慮して、駆動回路部４０８には、シリコンウェハから形成され
るＩＣ４２１をドライバとして実装することができる。例えば、ＩＣ４２１が有する配線
と、スイッチングＴＦＴ５３３に接続される配線とを、導電性微粒子４２２を有する異方
性導電体を用いて、接続することにより、スイッチングＴＦＴ５３３を制御する信号を供
給することができる。なおＩＣの実装方法はこれに限定されず、ワイヤボンディング法に
より実装することもできる。
【０２７０】
　またさらに、接続端子５１０を介して、制御回路と接続することができる。このとき、
接続端子５１０と接続するために、導電性微粒子４２２を有する異方性導電膜を用いるこ
とができる。
【０２７１】
　その他の構成は、図９と同様であるため、説明を省略する。
【０２７２】
　なお、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【０２７３】
［実施の形態１０］
　本実施の形態では、バックライトの構成について説明する。バックライトは光源を有す
るバックライトユニットとして表示装置に設けられ、バックライトユニットは効率よく光
を散乱させるため、光源は反射板により囲まれている。
【０２７４】
　本実施の形態のバックライトは、実施の形態５、実施の形態６、実施の形態８及び実施
の形態９で述べられた、バックライトユニット５５２として用いられる。
【０２７５】
　図１３（Ａ）に示すように、バックライトユニット５５２は、光源として冷陰極管５７
１を用いることができる。また、冷陰極管５７１からの光を効率よく反射させるため、ラ
ンプリフレクタ５３２を設けることができる。冷陰極管５７１は、大型表示装置に用いる
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ことが多い。これは冷陰極管からの輝度の強度のためである。そのため、冷陰極管を有す
るバックライトユニットは、パーソナルコンピュータのディスプレイに用いることができ
る。
【０２７６】
　図１３（Ｂ）に示すように、バックライトユニット５５２は、光源として発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）５７２を用いることができる。例えば、白色に発する発光ダイオード（Ｗ）
５７２を所定の間隔に配置する。また、発光ダイオード（Ｗ）５７２からの光を効率よく
反射させるため、ランプリフレクタ５３２を設けることができる。
【０２７７】
　また図１３（Ｃ）に示すように、バックライトユニット５５２は、光源として各色ＲＧ
Ｂの発光ダイオード（ＬＥＤ）、すなわち赤色に発する発光ダイオード（Ｒ）５７３、緑
色に発する発光ダイオード（Ｇ）５７４、青色に発する発光ダイオード（Ｂ）５７５を用
いることができる。各色ＲＧＢの発光ダイオード（ＬＥＤ）５７３、５７４、５７５を用
いることにより、白色を発する発光ダイオード（Ｗ）５７２のみと比較して、色再現性を
高くすることができる。また、発光ダイオード（Ｒ）５７３、発光ダイオード（Ｇ）５７
４及び発光ダイオード（Ｂ）５７５からの光を効率よく反射させるため、ランプリフレク
タ５３２を設けることができる。
【０２７８】
　またさらに図１３（Ｄ）に示すように、光源として各色ＲＧＢのダイオード（ＬＥＤ）
５７３、５７４、５７５を用いる場合、それらの数や配置を同じとする必要はない。例え
ば、発光強度の低い色（例えば緑）を複数配置してもよい。
【０２７９】
　さらに白色を発する発光ダイオード（Ｗ）５７２と、各色ＲＧＢの発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）５７３、５７４、５７５とを組み合わせて用いてもよい。
【０２８０】
　なおＲＧＢのダイオードを有する場合、フィールドシーケンシャルモードを適用すると
、時間に応じてＲＧＢのダイオードを順次点灯させることによりカラー表示を行うことが
できる。
【０２８１】
　発光ダイオードを用いると、輝度が高いため、大型表示装置に適する。また、ＲＧＢ各
色の色純度が良いため冷陰極管と比べて色再現性に優れており、配置面積を小さくするこ
とができるため、小型表示装置に適応すると、狭額縁化を図ることができる。
【０２８２】
　また、光源を必ずしも図１３（Ａ）～図１３（Ｄ）に示すバックライトユニットとして
配置する必要はない。例えば、大型表示装置にダイオードを有するバックライトを搭載す
る場合、ダイオードは該基板の背面に配置することができる。このときダイオードは、所
定の間隔を維持し、各色のダイオードを順に配置させることができる。ダイオードの配置
により、色再現性を高めることができる。
【０２８３】
　このようなバックライトを用いた表示装置に対し、積層された偏光子を設けることによ
り、コントラスト比の高い映像を提供することができる。特に、ダイオードを有するバッ
クライトは、大型表示装置に適しており、大型表示装置のコントラスト比を高めることに
より、暗所でも質の高い映像を提供することができる。
【０２８４】
　なお、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【０２８５】
［実施の形態１１］
　本実施の形態では、本発明の反射型液晶表示装置の概念について、図１４（Ａ）～図１
４（Ｂ）を用いて説明する。
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【０２８６】
　図１４（Ａ）には、積層された偏光子を設けた液晶表示装置の断面図、図１４（Ｂ）に
は該表示装置の斜視図を示す。
【０２８７】
　図１４（Ａ）に示すように、互いに対向するように配置された第１の基板６０１及び第
２の基板６０２に、液晶素子を有する層６００が挟持されている。
【０２８８】
　第１の基板６０１及び第２の基板６０２として、透光性基板を用いることができる。こ
のような透光性基板には、バリウムホウケイ酸ガラスや、アルミノホウケイ酸ガラスなど
のガラス基板、石英基板等を用いることができる。また透光性基板には、ポリエチレン－
テレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルサルフ
ォン（ＰＥＳ）に代表されるプラスチックや、アクリル等の可撓性を有する合成樹脂から
なる基板を適用することができる。
【０２８９】
　基板６０１の外側、つまり液晶素子を有する層６００と接しない側には、順に位相差板
（「位相差フィルム」、「波長板」ともいう）、積層された偏光子が設けられている。本
実施の形態では、積層された偏光子として、図２（Ａ）に示される偏光板を積層した構造
を用いる。もちろん必要に応じて、図２（Ｂ）または図２（Ｃ）の構成を用いてもよい。
【０２９０】
　第１の基板６０１側には、順に位相差板６２１、第１の偏光板６０３、第２の偏光板６
０４が設けられている。位相差板６２１の遅相軸は６５３で示される。外光は、第２の偏
光板６０４、第１の偏光板６０３、位相差板６２１、基板６０１を通過し、液晶素子を有
する層６００に入射する。そして第２の基板６０２に設けられている反射性材料により反
射されることにより、表示が行われる。
【０２９１】
　偏光板６０３及び６０４は、それぞれ直線偏光板であり、図２（Ａ）の偏光板１１３及
び１１４と同じものであるので、詳細な説明は省略する。
【０２９２】
　また偏光板６０３及び６０４の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光板６０３及び
６０４の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０２９３】
　また図１４（Ａ）～図１４（Ｂ）では、１枚の基板に対して偏光板を２枚積層した例を
示しているが、３枚以上積層しても構わない。
【０２９４】
　位相差板（位相差フィルムともいう）６２１としては、液晶をハイブリット配向させた
フィルム、液晶を捻れ配向させたフィルム、１軸性位相差フィルム、又は２軸性位相差フ
ィルムが挙げられる。このような位相差フィルムは表示装置への反射光の写り込みを抑制
することができる。液晶をハイブリット配向させたフィルムは、トリアセチルセルロース
（ＴＡＣ）フィルムを支持体とし、負の１軸性をもつディスコティック液晶をハイブリッ
ト配向させ光学異方性をもうけた複合フィルムである。
【０２９５】
　１軸性位相差フィルムは、樹脂を一方向に延伸させて形成される。また２軸性位相差フ
ィルムは、樹脂を横方向に１軸延伸させた後、縦方向に弱く１軸延伸させて形成される。
ここで用いられる樹脂にはシクロオレフィンポリマー（ＣＯＥ）やポリカーボネイト（Ｐ
Ｃ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリエーテルサ
ルフォン（ＰＥＳ）、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、ポリエチレンテレフタレ
ート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ
オフェニレンオキサイド（ＰＰＯ）、ポリアリレート（ＰＡＲ）、ポリイミド（ＰＩ）、
ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）等が挙げられる。
【０２９６】
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　なお液晶をハイブリット配向させたフィルムは、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フ
ィルムを支持体としディスコティック液晶をハイブリット配向させて形成させたフィルム
である。ＴＡＣフィルムを支持体としネマティック液晶をハイブリット配向させて形成さ
せたフィルムを用いてもよい。位相差フィルムは、偏光板と貼り合わせた状態で、基板に
貼り付けることができる。
【０２９７】
　次に図１４（Ｂ）に示す斜視図をみると、第１の直線偏光板６０３の吸収軸６５１と、
第２の直線偏光板６０４の吸収軸６５２とは平行となるように積層されている。この平行
状態を、パラレルニコルと呼ぶ。
【０２９８】
　このように積層された偏光板は、パラレルニコルとなるように配置される。
【０２９９】
　なお、偏光板の特性上、吸収軸と直交方向には透過軸がある。そのため、透過軸同士が
平行となる場合もパラレルニコルと呼ぶことができる。
【０３００】
　このように積層された偏光板同士の吸収軸がパラレルニコルとなるように積層すること
により、黒輝度を高めることができ、このため表示装置のコントラスト比を高めることが
できる。
【０３０１】
　さらに本発明は位相差フィルムを有するため、反射光の写り込みを抑制できる。
【０３０２】
　なお、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【０３０３】
［実施の形態１２］
　本実施の形態では、実施の形態１１で述べた反射型液晶表示装置の具体的な構成につい
て説明する。
【０３０４】
　図１５には、積層された偏光子を設けた反射型液晶表示装置の断面図を示す。
【０３０５】
　本実施の形態の反射型液晶表示装置は、画素部４０５、及び駆動回路部４０８を有する
。画素部４０５、及び駆動回路部４０８において、基板７０１上に、下地膜７０２が設け
られている。基板７０１には、実施の形態１１と同様の基板を適用することができる。ま
た一般的に合成樹脂からなる基板は、他の基板と比較して耐熱温度が低いことが懸念され
るが、耐熱性の高い基板を用いた作製工程の後、転置することによっても採用することが
可能となる。
【０３０６】
　画素部４０５には、下地膜７０２を介してスイッチング素子となるトランジスタが設け
られている。本実施の形態では、該トランジスタに薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌ
ｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ（ＴＦＴ））を用い、これをスイッチングＴＦＴ７０３と呼ぶ
。
【０３０７】
　スイッチングＴＦＴ７０３や駆動回路部４０８に用いるＴＦＴは、多くの方法で作製す
ることができる。例えば、活性層として、結晶性半導体膜を適用する。結晶性半導体膜上
には、ゲート絶縁膜を介してゲート電極が設けられる。ゲート電極を用いて活性層となる
結晶性半導体膜へ不純物元素を添加して不純物領域を形成することができる。このように
ゲート電極を用いた不純物元素の添加により、不純物元素添加のためのマスクを形成する
必要はない。またゲート電極は、単層構造、又は積層構造を有することができる。
【０３０８】
　なおＴＦＴはトップゲート型ＴＦＴであってもボトムゲート型ＴＦＴであってもよく、
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必要に応じて作製すればよい。
【０３０９】
　不純物領域は、その濃度を制御することにより高濃度不純物領域及び低濃度不純物領域
とすることができる。このように低濃度不純物領域を有するＴＦＴを、ＬＤＤ（Ｌｉｇｈ
ｔ　ｄｏｐｅｄ　ｄｒａｉｎ）構造と呼ぶ。また低濃度不純物領域は、ゲート電極と重な
るように形成することができ、このようなＴＦＴを、本明細書ではＧＯＬＤ（Ｇａｔｅ　
Ｏｖｅｒｌａｐｅｄ　ＬＤＤ）構造と呼ぶ。
【０３１０】
　図１５においては、ＧＯＬＤ構造を有するスイッチングＴＦＴ７０３を示す。またスイ
ッチングＴＦＴ７０３の極性は、不純物領域にリン（Ｐ）等を用いることによりｎ型とす
る。ｐ型とする場合は、ボロン（Ｂ）等を添加すればよい。
【０３１１】
　その後、ゲート電極等を覆う保護膜を形成する。保護膜に混入された水素元素により、
結晶性半導体膜のダングリングボンドを終端することができる。
【０３１２】
　さらに平坦性を高めるため、層間絶縁膜７０５を形成してもよい。層間絶縁膜７０５に
は、有機材料、又は無機材料、若しくはそれらの積層構造を用いることができる。
【０３１３】
　そして、層間絶縁膜７０５、保護膜、ゲート絶縁膜に開口部を形成し、不純物領域と接
続された配線を形成する。このようにして、スイッチングＴＦＴ７０３を形成することが
できる。なお本発明は、スイッチングＴＦＴ７０３の構成に限定されるものではない。
【０３１４】
　そして、配線に接続された画素電極７０６を形成する。
【０３１５】
　またスイッチングＴＦＴ７０３と同時に、容量素子７０４を形成することができる。本
実施の形態では、ゲート電極と同時に形成された導電膜、保護膜及び層間絶縁膜７０５、
画素電極７０６の積層体により、容量素子７０４を形成する。
【０３１６】
　また結晶性半導体膜を用いることにより、画素部と駆動回路部を同一基板上に一体形成
することができる。その場合、画素部の薄膜トランジスタと、駆動回路部４０８の薄膜ト
ランジスタとは同時に形成される。
【０３１７】
　駆動回路部４０８に用いる薄膜トランジスタは、ＣＭＯＳ回路を構成するため、ＣＭＯ
Ｓ回路７５４と呼ぶ。ＣＭＯＳ回路７５４を構成するＴＦＴは、スイッチングＴＦＴ７０
３と同様の構成とすることができる。またＧＯＬＤ構造に変えて、ＬＤＤ構造を用いるこ
とができ、必ずしも同様の構成とする必要はない。
【０３１８】
　画素電極７０６を覆うように配向膜７０８を形成する。配向膜７０８にはラビング処理
を施す。このラビング処理は液晶のモード、例えばＶＡモードのときには処理を行わない
ときがある。
【０３１９】
　次に対向基板７２０を用意する。対向基板７２０の内側、つまり液晶に接する側には、
カラーフィルタ７２２、及びブラックマトリクス（ＢＭ）７２４を設けることができる。
カラーフィルタ７２２及びブラックマトリクス７２４は公知の方法で作製することができ
るが、所定の材料が滴下される液滴吐出法（代表的にはインクジェット法）により形成す
ると、材料の無駄をなくすことができる。
【０３２０】
　カラーフィルタ７２２は、スイッチングＴＦＴ７０３が配置されない領域に設ける。す
なわち、光の透過領域、つまり開口領域と対向するようにカラーフィルタ７２２を設ける
。なお、カラーフィルタ７２２は、液晶表示装置をフルカラー表示とする場合、赤色（Ｒ
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）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）を呈する材料から形成すればよく、モノカラー表示とする場
合、少なくとも一つの色を呈する材料から形成すればよい。
【０３２１】
　なお、時分割によりカラー表示する継時加法混色法（フィールドシーケンシャル法）を
採用するときには、カラーフィルタを設けない場合がある。
【０３２２】
　ブラックマトリクス７２４は、スイッチングＴＦＴ７０３やＣＭＯＳ回路７５４の配線
による外光の反射を低減するためにも設けられている。そのためスイッチングＴＦＴ７０
３やＣＭＯＳ回路７５４と重なるように設ける。なお、ブラックマトリクス７２４は、容
量素子７０４に重なるように形成してもよい。容量素子７０４を構成する金属膜による反
射を防止することができるからである。
【０３２３】
　そして、対向電極７２３、配向膜７２６を設ける。配向膜７２６にはラビング処理を施
す。
【０３２４】
　なお画素電極７０６は、反射性導電材料で形成する。このような反射性導電材料として
、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ
）、バナジウム（Ｖ）、ニオブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ）、クロム（Ｃｒ）、コバルト
（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）、白金（Ｐｔ）、アルミニウム（Ａｌ）、
銅（Ｃｕ）等の金属又はその合金、若しくはその金属窒化物から選ぶことができる。反射
電極である画素電極７０６により、外光はスイッチングＴＦＴ７０３やＣＭＯＳ回路７５
４の上方であり対向基板７２０側に反射される。
【０３２５】
　またＴＦＴが有する配線やゲート電極は、画素電極７０６と同様の材料を用いて形成す
ればよい。
【０３２６】
　また対向電極７２３は、透光性導電材料により形成する。このような透光性導電材料と
して、インジウム錫酸化物（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ（ＩＴＯ））、酸化イン
ジウムに酸化亜鉛（ＺｎＯ）を混合した導電材料、酸化インジウムに酸化珪素（ＳｉＯ２

）を混合した導電材料、有機インジウム、有機スズ等を選ぶことができる。
【０３２７】
　このような対向基板７２０を、封止材７２８を用いて、基板７０１に貼り合わせる。封
止材７２８は、ディスペンサ等を用いて、基板７０１上または対向基板７２０上に形成す
ることができる。また基板７０１と、対向基板７２０との間隔を保持するため、画素部４
０５、駆動回路部４０８の一部にスペーサ７２５を設ける。スペーサ７２５は、柱状、又
は球状といった形状を有する。
【０３２８】
　このように貼り合わされた基板７０１及び対向基板７２０間に、液晶７１１を注入する
。液晶を注入する場合、真空中で行うとよい。また液晶７１１は、注入法以外の方法によ
り形成することができる。例えば、液晶７１１を滴下し、その後対向基板７２０を貼り合
わせてもよい。このような滴下法は、注入法を適用しづらい大型基板を扱うときに適用す
るとよい。
【０３２９】
　液晶７１１は、液晶分子を有しており、液晶分子の傾きを画素電極７０６、及び対向電
極７２３により制御する。具体的には、画素電極７０６と、対向電極７２３とに印加され
る電圧により制御する。このような制御は、駆動回路部４０８に設けられた制御回路を用
いる。なお制御回路は、必ずしも基板７０１上に形成される必要はなく、接続端子７１０
を介して接続された回路を用いてもよい。このとき、接続端子７１０と接続するために、
導電性微粒子を有する異方性導電膜を用いることができる。また接続端子７１０の一部に
、対向電極７２３が導通させ、対向電極７２３の電位をコモン電位としてもよい。
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【０３３０】
　また、本実施の形態では、偏光子として図２（Ａ）に示す偏光板を積層した構成を用い
る。もちろん図２（Ｂ）及び図２（Ｃ）に示す積層された偏光子を用いてもよい。
【０３３１】
　対向基板７２０には、基板側から順に、位相差板７４１、積層された偏光板である偏光
板７４２及び偏光板７４３が設けられている。積層された偏光板と、位相差板７４１とは
貼り合わされた状態で、対向基板７２０に接着することができる。このとき積層された偏
光板７４２及び７４３は、パラレルニコル状態となるように貼り合わされる。
【０３３２】
　また偏光板７４２及び７４３の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光板７４２及び
７４３の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０３３３】
　また図１５では、１枚の基板に対して偏光板を２枚積層した例を示しているが、３枚以
上積層しても構わない。
【０３３４】
　積層された偏光板を有することにより、コントラスト比を高めることができる。また位
相差フィルムにより、表示装置への反射光の写り込みを抑制できる。
【０３３５】
　なお本実施の形態では、必要であれば実施の形態１１と組み合わせることが可能である
。
【０３３６】
　また、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【０３３７】
［実施の形態１３］
　本実施の形態では、積層された偏光板を有するが、実施の形態１２と異なり、非晶質半
導体膜を有するＴＦＴを用いた液晶表示装置について説明する。
【０３３８】
　図１６には、スイッチング用素子に非晶質半導体膜を用いたトランジスタ（以下、非晶
質ＴＦＴと呼ぶ）を有する反射型液晶表示装置の構成について説明する。
【０３３９】
　画素部４０５には、非晶質ＴＦＴからなるスイッチングＴＦＴ７３３が設けられている
。非晶質ＴＦＴは、公知の方法により形成することができるが、例えばチャネルエッチ型
の場合、下地膜７０２上にゲート電極を形成し、ゲート電極を覆ってゲート絶縁膜、非晶
質半導体膜、ｎ型半導体膜、ソース電極及びドレイン電極を形成する。ソース電極及びド
レイン電極を用いて、ｎ型半導体膜に開口部を形成する。このとき、非晶質半導体膜の一
部も除去されるため、チャネルエッチ型と呼ぶ。その後、保護膜７０７を形成して、非晶
質ＴＦＴを形成することができる。また非晶質ＴＦＴは、チャネル保護型もあり、ソース
電極及びドレイン電極を用いて、ｎ型半導体膜に開口部を形成するとき、非晶質半導体膜
が除去されないように保護膜を設ける。その他の構成は、チャネルエッチ型と同様とする
ことができる。
【０３４０】
　そして、図１５と同様に配向膜７０８を形成し、ラビング処理を施す。このラビング処
理は液晶のモードによって、処理を行わないときがある。
【０３４１】
　また図１５と同様に対向基板７２０を用意し、封止材７２８により貼り合わせる。これ
らの間に、液晶７１１を封入することにより反射型液晶表示装置を形成することができる
。
【０３４２】
　対向基板７２０側には、基板側から順に、位相差板７１６、積層された偏光板である偏
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光板７１７及び偏光板７１８が設けられている。積層された偏光板７１７及び７１８と、
位相差板７１６とは貼り合わされた状態で、対向基板７２０に接着することができる。こ
のとき積層された偏光板７１７及び７１８は、パレレルニコル状態となるように貼り合わ
される。
【０３４３】
　また偏光板７４２及び７４３の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光板７４２及び
７４３の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０３４４】
　また図１６では、１枚の基板に対して偏光板を２枚積層した例を示しているが、３枚以
上積層しても構わない。
【０３４５】
　積層された偏光板を有することにより、コントラスト比を高めることができる。また位
相差板により、表示装置反射光の写り込みを抑制できる。
【０３４６】
　このようにスイッチングＴＦＴ７３３として非晶質ＴＦＴを用いて、液晶表示装置を形
成する場合、動作性能を考慮して、駆動回路部４０８には、シリコンウェハから形成され
るＩＣ４２１をドライバとして実装することができる。例えば、ＩＣ４２１が有する配線
と、スイッチングＴＦＴ７３３に接続される配線とを、導電性微粒子４２２を有する異方
性導電体を用いて、接続することにより、スイッチングＴＦＴ７３３を制御する信号を供
給することができる。なおＩＣの実装方法はこれに限定されず、ワイヤボンディング法に
より実装することもできる。
【０３４７】
　またさらに、接続端子７１０を介して、制御回路と接続することができる。このとき、
接続端子７１０と接続するために、導電性微粒子４２２を有する異方性導電膜を用いるこ
とができる。
【０３４８】
　その他の構成は、図１５と同様であるため、説明を省略する。
【０３４９】
　なお本実施の形態では、必要であれば実施の形態１１～実施の形態１２と組み合わせる
ことが可能である。
【０３５０】
　また、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例とも自由
に組み合わせて実施することが可能である。
【０３５１】
［実施の形態１４］
　本実施の形態では、実施の形態１１～実施の形態１３とは別の構成を有する反射型液晶
表示装置を、図１７（Ａ）～図１７（Ｂ）、図１８、図１９を用いて説明する。
【０３５２】
　ただし、図１４（Ａ）～図１４（Ｂ）、図１５及び図１６と同じ符号のものは同じもの
を示しており、異なるものについてのみ説明する。
【０３５３】
　図１７（Ａ）及び図１７（Ｂ）の反射型液晶表示装置には、互いに対向するように配置
された第１の基板８０１及び第２の基板８０２に、液晶素子を有する層８００が挟持され
ている。
【０３５４】
　基板８０１の外側、つまり液晶素子を有する層８００と接しない側には、順に位相差板
及び積層された偏光板が設けられている。第１の基板８０１側には、順に位相差板８２１
、第１の偏光板８０３、第２の偏光板８０４が設けられている。第１の偏光板８０３の吸
収軸８５１と、第２の偏光板８０４の吸収軸８５２とは平行となるように積層されている
。位相差板８２１の遅相軸は８５３で示される。外光は、第２の偏光板８０４、第２の偏
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光板８０３、位相差板８２１、基板８０１を通過し、液晶素子を有する層８００に入射す
る。そして第２の基板８０２に設けられている反射性材料により反射されることにより、
表示が行われる。
【０３５５】
　本実施の形態の反射型液晶表示装置の具体的な構成を図１８及び図１９に示す。なお、
図１８においては図１５、図１９においては図１６についての説明を援用し、同じものは
同じ符号で示すものである。
【０３５６】
　図１８はスイッチング素子として結晶性半導体膜を有するＴＦＴを用いた反射型液層表
示装置、図１９はスイッチング素子として非晶質半導体膜を有するＴＦＴを用いた反射型
液層表示装置を表す。
【０３５７】
　図１８において、スイッチングＴＦＴ７０３に接続された画素電極８１１は、透光性導
電材料で形成されている。このような透光性導電材料としては、実施の形態１２の対向電
極７２３と同様の材料を用いることができる。
【０３５８】
　また対向電極８１２は、反射性導電材料で形成する。このような反射性導電材料として
、実施の形態２の画素電極７０６と同様の材料を用いることができる。
【０３５９】
　またカラーフィルタ７２２及びブラックマトリクス７２４は、基板７０１のＴＦＴが形
成される表面と反対の表面に設けられる。さらに、位相差板８２５、第１の偏光板８２６
及び第２の偏光板８２７が積層される。
【０３６０】
　図１９において、スイッチングＴＦＴ７３３に接続された画素電極８３１は、透光性導
電材料で形成されている。このような透光性導電材料としては、実施の形態１２の対向電
極７２３と同様の材料を用いることができる。
【０３６１】
　また対向電極８３２は、反射性導電材料で形成する。このような反射性導電材料として
、実施の形態１２の画素電極７０６と同様の材料を用いることができる。
【０３６２】
　またカラーフィルタ７２２及びブラックマトリクス７２４は、基板７０１のＴＦＴが形
成される表面と反対の表面に設けられる。さらに、位相差板８４１、第１の偏光板８４２
及び第２の偏光板８４３が積層される。
【０３６３】
　また偏光板８４２及び８４３の消衰係数は同じであるとよい。偏光板８４２及び８４３
の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０３６４】
　また図１７（Ａ）～図１７（Ｂ）、図１８及び図１９では、１枚の基板に対して偏光板
を２枚積層した例を示しているが、３枚以上積層しても構わない。
【０３６５】
　なお本実施の形態では、積層された偏光子として積層された偏光板を用いる構成（図２
（Ａ）参照）としたが、図２（Ｂ）～図２（Ｃ）に示す構成を用いてもよい。
【０３６６】
　なお本実施の形態では、必要であれば実施の形態１１～実施の形態１３と組み合わせる
ことが可能である。
【０３６７】
　また、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【０３６８】
［実施の形態１５］
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　本実施の形態では、実施の形態４～実施の形態１４の液晶表示装置が有する各回路等の
動作について説明する。
【０３６９】
　図２０（Ａ）～図２０（Ｃ）及び図２１には、液晶表示装置の画素部４０５及び駆動回
路部４０８のシステムブロック図を示す。
【０３７０】
　画素部４０５は、複数の画素を有し、各画素となる信号線４１２と、走査線４１０との
交差領域には、スイッチング素子が設けられている。スイッチング素子により液晶分子の
傾きを制御するための電圧の印加を制御することができる。このように各交差領域にスイ
ッチング素子が設けられた構造をアクティブ型と呼ぶ。本発明の画素部は、このようなア
クティブ型に限定されず、パッシブ型の構成を有してもよい。パッシブ型は、各画素にス
イッチング素子がないため、工程が簡便である。
【０３７１】
　駆動回路部４０８は、制御回路４０２、信号線駆動回路４０３、走査線駆動回路４０４
を有する。制御回路４０２は、画素部４０５の表示内容に応じて、階調制御を行う機能を
有する。そのため、制御回路４０２は、生成された信号を信号線駆動回路４０３、及び走
査線駆動回路４０４に入力する。そして、走査線駆動回路４０４に基づき、走査線４１０
を介してスイッチング素子が選択されると、選択された交差領域の画素電極に電圧が印加
される。この電圧の値は、信号線駆動回路４０３から信号線を介して入力される信号に基
づき決定される。
【０３７２】
　さらに、図６、図７、図９、図１０に示す透過型液晶表示装置について、図２０（Ａ）
に示す制御回路４０２では、照明手段４０６へ供給する電力を制御する信号が生成され、
該信号は、照明手段４０６の電源４０７に入力される。照明手段には、図１３に示すバッ
クライトユニットを用いることができる。なお照明手段はバックライト以外にフロントラ
イトもある。フロントライトとは、画素部の前面側に取りつけ、全体を照らす発光体およ
び導光体で構成された板状のライトユニットである。このような照明手段により、低消費
電力で、均等に画素部を照らすことができる。
【０３７３】
　一方、図１５、図１６、図１８、図１９に示す反射型液晶表示装置では、照明手段は必
要ないので、図２１に示す構成を用いればよい。
【０３７４】
　図２０（Ｂ）に示すように走査線駆動回路４０４は、シフトレジスタ４４１、レベルシ
フタ４４２、バッファ４４３として機能する回路を有する。シフトレジスタ４４１にはゲ
ートスタートパルス（ＧＳＰ）、ゲートクロック信号（ＧＣＫ）等の信号が入力される。
なお、本発明の走査線駆動回路は、図２０（Ｂ）に示す構成に限定されない。
【０３７５】
　また図２０（Ｃ）に示すように信号線駆動回路４０３は、シフトレジスタ４３１、第１
のラッチ４３２、第２のラッチ４３３、レベルシフタ４３４、バッファ４３５として機能
する回路を有する。バッファ４３５として機能する回路とは、弱い信号を増幅させる機能
を有する回路であり、オペアンプ等を有する。レベルシフタ４３４には、スタートパルス
（ＳＳＰ）等の信号が、第１のラッチ４３２には映像信号４０１に基づいて生成されたビ
デオ信号等のデータ（ＤＡＴＡ）が入力される。第２のラッチ４３３にはラッチ（ＬＡＴ
）信号を一時保持することができ、一斉に画素部４０５へ入力させる。これを線順次駆動
と呼ぶ。そのため、線順次駆動ではなく、点順次駆動を行う画素であれば、第２のラッチ
は不要とすることができる。このように、本発明の信号線駆動回路は図２０（Ｃ）に示す
構成に限定されない。
【０３７６】
　このような信号線駆動回路４０３、走査線駆動回路４０４、画素部４０５は、同一基板
状に設けられた半導体素子によって形成することができる。半導体素子は、ガラス基板に
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設けられた薄膜トランジスタを用いて形成することができる。この場合、半導体素子には
結晶性半導体膜を適用するとよい。結晶性半導体膜は、電気特性、特に移動度が高いため
、駆動回路部が有する回路を構成することができる。また、信号線駆動回路４０３や走査
線駆動回路４０４は、ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）チップを用いて、
基板上に実装することもできる。この場合、画素部の半導体素子には非晶質半導体膜を適
用することができる（上記実施の形態参照）。
【０３７７】
　このような液晶表示装置において、積層された偏光子を設けることにより、コントラス
ト比を高めることができる。すなわち、積層された偏光子により、制御回路により制御さ
れる照明手段からの光及び反射光のコントラスト比を高めることができる。
【０３７８】
　また、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【０３７９】
［実施の形態１６］
　本実施の形態では、本発明の発光素子を有する表示装置の概念について説明する。
【０３８０】
　本発明の構成においては、発光素子としてエレクトロルミネッセンスを利用した素子（
エレクトロルミネッセンス素子）、プラズマを利用した素子や電界放出を利用した素子が
ある。エレクトロルミネッセンス素子は適用する材料により、有機ＥＬ素子、又は無機Ｅ
Ｌ素子と区別されうる。このような発光素子を有する表示装置を発光装置とも記す。本実
施の形態では、発光素子としてエレクトロルミネッセンス素子を用いてる。
【０３８１】
　図２２に示すように、互いに対向するように配置された第１の基板１１０１及び第２の
基板１１０２に、エレクトロルミネッセンス素子を有する層１１００が挟持されている。
なお、図２２（Ａ）は、本実施の形態の表示装置の断面図であり、図２２（Ｂ）は本実施
の形態の表示装置の斜視図である。
【０３８２】
　図２２（Ｂ）において、エレクトロルミネッセンス素子からの光は、第１の基板１１０
１側及び第２の基板１１０２側（点線矢印方向）に発光した光を放射することが可能であ
る。第１の基板１１０１及び第２の基板１１０２として透光性基板を用いる。透光性基板
には、例えばバリウムホウケイ酸ガラスや、アルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板
、石英基板等を用いることができる。また、ポリエチレン－テレフタレート（ＰＥＴ）、
ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）に代表される
プラスチックや、アクリル等の可撓性を有する合成樹脂からなる基板を適用することがで
きる。
【０３８３】
　第１の基板１１０１及び第２の基板１１０２のそれぞれの外側、つまりエレクトロルミ
ネッセンス素子を有する層１１００と接しない側には、積層された偏光子が設けられてい
る。エレクトロルミネッセンス素子より射出される光は、偏光子により直線偏光にされる
。すなわち、積層された偏光子は、積層された直線偏光子と記すことができる。積層され
た偏光子は、２つ以上の偏光子が積層された状態を指す。本実施の形態においては２つの
偏光子が積層された表示装置について例示し、積層される２つの偏光子については図２２
（Ａ）に示すように接して積層されているものとする。
【０３８４】
　この偏光子の積層の構成は、実施の形態２を援用することができる。本実施の形態では
、積層された偏光子として、図２（Ａ）の構成を用いるが、図２（Ｂ）または図２（Ｃ）
の構成を用いても構わない。
【０３８５】
　また図２２（Ａ）～図２２（Ｂ）では偏光子を２つ積層した例を示しているが、３つ以



(40) JP 5386063 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

上積層しても構わない。
【０３８６】
　第１の基板１１０１の外側には、積層された偏光板１１３１として、順に第１の偏光板
１１１１、第２の偏光板１１１２が設けられている。第１の偏光板１１１１の吸収軸１１
５１と、第２の偏光板１１１２の吸収軸１１５２とは平行になるように配置される。すな
わち第１の偏光板１１１１と、第２の偏光板１１１２、つまり積層された偏光板１１３１
はパラレルニコルとなるように配置される。
【０３８７】
　また第２の基板１１０２の外側には、積層された偏光板１１３２として、順に第３の偏
光板１１２１、第４の偏光板１１２２が設けられている。第３の偏光板１１２１の吸収軸
１１５３と、第４の偏光板１１２２の吸収軸１１５４とは平行になるように配置される。
すなわち第３の偏光板１１２１と、第４の偏光板１１２２、つまり積層された偏光板１１
３２はパラレルニコルとなるように配置される。
【０３８８】
　そして、第１の基板１１０１に設けられた、積層された偏光板１１３１の吸収軸１１５
１（及び１１５２）と、第２の基板１１０２に設けられた、積層された偏光板１１３２の
吸収軸１１５３（及び１１５４）とは直交することを特徴とする。すなわち、積層された
偏光板１１３１と積層された偏光板１１３２、つまり対向する積層された偏光板はクロス
ニコルをなすように配置する。
【０３８９】
　これら偏光板１１１１、１１１２、１１２１、１１２２は、公知の材料から形成するこ
とができ、例えば基板側から接着面、ＴＡＣ（トリアセチルセルロース）、ＰＶＡ（ポリ
ビニルアルコール）と二色性色素の混合層、ＴＡＣが順に積層された構成を用いることが
できる。二色性色素は、ヨウ素と二色性有機染料がある。また偏光板とは、その形状から
偏光フィルムと呼ぶこともある。
【０３９０】
　なお、偏光板の特性上、吸収軸と直交方向には透過軸がある。そのため、透過軸同士が
平行となる場合もパラレルニコルと呼ぶことができる。
【０３９１】
　このように積層された偏光板同士の透過軸がパラレルニコルとなるように積層すること
により、吸収軸方向の光漏れを低減することができる。そして、対向する偏光板同士をク
ロスニコルとなるように配置する。このような積層された偏光板を有することにより、単
に偏光板単層同士がクロスニコルとなるように配置された構成と比べて光漏れを低減でき
る。このため表示装置のコントラスト比を高めることができる。
【０３９２】
　また偏光板１１１１、１１１２、１１２１、１１２２の消衰係数が同じであるとよい。
【０３９３】
　なお、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【０３９４】
［実施の形態１７］
　本実施の形態では、図２３を用いて、本発明の表示装置の断面図を例示する。
【０３９５】
　絶縁表面を有する基板（以下、絶縁基板と記す）１２０１上に絶縁層を介して薄膜トラ
ンジスタが形成される。薄膜トランジスタ（（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏ
ｒ）ＴＦＴとも記す）は、所定の形状に加工された半導体層、半導体層を覆うゲート絶縁
層、ゲート絶縁層を介して半導体層上に設けられたゲート電極、半導体膜中の不純物層に
接続されるソース電極、又はドレイン電極を有する。
【０３９６】
　半導体層に用いられる材料は珪素を有する半導体材料であり、結晶状態は非晶質状態、



(41) JP 5386063 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

微結晶状態、結晶状態のいずれであってもよい。ゲート絶縁膜を代表とする絶縁層は、好
ましくは無機材料を用いるとよく、窒化珪素、又は酸化珪素を用いることができる。ゲー
ト電極、ソース電極、又はドレイン電極は導電性材料から形成すればよく、タングステン
、タンタル、アルミニウム、チタン、銀、金、モリブデン、銅等を有する。
【０３９７】
　本実施の形態の表示装置は、画素部１２１５、駆動回路部１２１８に大きく分けること
ができ、画素部１２１５に設けられた薄膜トランジスタ１２０３はスイッチング素子とし
て、駆動回路部１２１８に設けられた薄膜トランジスタ１２０４はＣＭＯＳ回路として用
いられる。薄膜トランジスタ１２０４をＣＭＯＳ回路として用いるためには、Ｐチャネル
型ＴＦＴとＮチャネル型ＴＦＴとから構成される。駆動回路部１２１８に設けられたＣＭ
ＯＳ回路により、薄膜トランジスタ１２０３を制御することができる。
【０３９８】
　なお図２３では薄膜トランジスタとしてトップゲート型ＴＦＴを示しているが、ボトム
ゲート型ＴＦＴを用いてもよい。
【０３９９】
　薄膜トランジスタ１２０３及び１２０４を覆うように、積層構造、又は単層構造からな
る絶縁層１２０５が形成される。絶縁層１２０５は、無機材料又は有機材料から形成する
ことができる。
【０４００】
　無機材料として、窒化珪素、酸化珪素を用いることができる。有機材料として、ポリイ
ミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、レジスト又はベンゾシクロブテン、シ
ロキサン、ポリシラザン等を用いることができる。シロキサンとは、シリコン（Ｓｉ）と
酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成され、置換基として、少なくとも水素を含む有機基
（例えばアルキル基、芳香族炭化水素）が用いられる。置換基として、フルオロ基を用い
てもよい。または置換基として、少なくとも水素を含む有機基と、フルオロ基とを用いて
もよい。ポリシラザンとは、珪素（Ｓｉ）と窒素（Ｎ）の結合を有するポリマー材料を含
む液体材料を出発原料として形成される。無機材料を用いて形成すると、下方の凹凸に沿
うような表面状態となり、有機材料を用いて形成すると、表面は平坦化される。例えば、
絶縁層１２０５において平坦性が要求される場合、有機材料を用いて形成するとよい。な
お、無機材料であっても厚膜化することによって、平坦性を備えることができる。
【０４０１】
　ソース電極又はドレイン電極は、絶縁層１２０５等に設けられた開口部に導電層を形成
して作製される。このとき、絶縁層１２０５上の配線として機能するような導電層を形成
することができる。またゲート電極の導電層と、絶縁層１２０５と、ソース電極又はドレ
イン電極の導電層によって、容量素子１２１４を形成することができる。
【０４０２】
　そして、ソース電極又はドレイン電極のいずれか一と接続される第１の電極１２０６を
形成する。第１の電極１２０６は透光性を有する材料を用いて形成する。透光性を有する
材料とは、酸化インジウムスズ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ（ＩＴＯ））、酸化
亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム亜鉛（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ（ＩＺＯ）
）、ガリウムを添加した酸化亜鉛（ＧＺＯ）等が挙げられる。またＬｉやＣｓ等のアルカ
リ金属、およびＭｇ、Ｃａ、Ｓｒ等のアルカリ土類金属、これらを含む合金（Ｍｇ：Ａｇ
、Ａｌ：Ｌｉ、Ｍｇ：Ｉｎなど）、およびこれらの化合物（弗化カルシウム、窒化カルシ
ウム）の他、ＹｂやＥｒ等の希土類金属等の非透光性材料であっても、非常に薄い膜厚と
することにより、透光性を有することができるため、非透光性材料を第１の電極１２０６
に用いてもよい。
【０４０３】
　第１の電極１２０６の端部を覆うように、絶縁層１２１０を形成する。絶縁層１２１０
は絶縁層１２０５と同様に形成することができる。第１の電極１２０６の端部を覆うため
、絶縁層１２１０に対して開口部を設ける。開口部の端面は、テーパ形状を有するとよく
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、その後形成される層の段切れを防止することができる。例えば、絶縁層１２１０に非感
光性樹脂、又は感光性樹脂を用いる場合、露光条件により、開口部の側面にテーパを設け
ることができる。
【０４０４】
　その後、絶縁層１２１０の開口部に電界発光層１２０７を形成する。電界発光層は、各
機能を有する層、具体的には正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層
を有する。また各層の境界は必ずしも明確となっておらず、その一部が混在している場合
もある。
【０４０５】
　具体的な発光層を形成する材料を例示すると、赤色系の発光を得たいときには、発光層
に、４－ジシアノメチレン－２－イソプロピル－６－［２－（１，１，７，７－テトラメ
チルジュロリジン－９－イル）エテニル］－４Ｈ－ピラン（略称：ＤＣＪＴＩ）、４－ジ
シアノメチレン－２－メチル－６－［２－（１，１，７，７－テトラメチルジュロリジン
－９－イル）エテニル］－４Ｈ－ピラン（略称：ＤＣＪＴ）、４－ジシアノメチレン－２
－ｔｅｒｔ－ブチル－６－［２－（１，１，７，７－テトラメチルジュロリジン－９－イ
ル）エテニル］－４Ｈ－ピラン（略称：ＤＣＪＴＢ）やペリフランテン、２，５－ジシア
ノ－１，４－ビス［２－（１０－メトキシ－１，１，７，７－テトラメチルジュロリジン
－９－イル）エテニル］ベンゼン、ビス［２，３－ビス（４－フルオロフェニル）キノキ
サリナイト］イリジウム（アセチルアセトナート）（略称：Ｉｒ［Ｆｄｐｑ］２ａｃａｃ
）等を用いることができる。但しこれらの材料に限定されず、６００ｎｍから７００ｎｍ
に発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができる。
【０４０６】
　緑色系の発光を得たいときは、発光層に、Ｎ，Ｎ’－ジメチルキナクリドン（略称：Ｄ
ＭＱｄ）、クマリン６やクマリン５４５Ｔ、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム（
略称：Ａｌｑ３）等を用いることができる。但しこれらの材料に限定されず、５００ｎｍ
から６００ｎｍに発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができ
る。
【０４０７】
　また青色系の発光を得たいときは、発光層に、９，１０－ビス（２－ナフチル）－ｔｅ
ｒｔ－ブチルアントラセン（略称：ｔ－ＢｕＤＮＡ）、９，９’－ビアントリル、９，１
０－ジフェニルアントラセン（略称：ＤＰＡ）、９，１０－ビス（２－ナフチル）アント
ラセン（略称：ＤＮＡ）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）－４－フェニルフェノ
ラト－ガリウム（略称：ＢＧａｑ）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）－４－フェ
ニルフェノラト－アルミニウム（略称：ＢＡｌｑ）等を用いることができる。但しこれら
の材料に限定されず、４００ｎｍから５００ｎｍに発光スペクトルのピークを有する発光
を呈する物質を用いることができる。
【０４０８】
　また白色系の発光を得たいときは、ＴＰＤ（芳香族ジアミン）、３－（４－ｔｅｒｔ－
ブチルフェニル）－４－フェニル－５－（４－ビフェニリル）－１，２，４－トリアゾー
ル（略称：ＴＡＺ）、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム（略称：Ａｌｑ３）、赤
色発光色素であるナイルレッドをドープしたＡｌｑ３、Ａｌｑ３を蒸着法等により積層し
た構成を用いることができる。
【０４０９】
　その後、第２の電極１２０８を形成する。第２の電極１２０８は、第１の電極１２０６
と同様に形成することができる。第１の電極１２０６、電界発光層１２０７、第２の電極
１２０８を有する発光素子１２０９を形成することができる。
【０４１０】
　このとき、第１の電極１２０６、及び第２の電極１２０８が透光性を有するため、電界
発光層１２０７から光を両方向へ発光させることができる。このような両方向へ発光させ
ることができる表示装置を両面発光型の表示装置と呼ぶことができる。
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【０４１１】
　その後、封止材１２２８により、絶縁基板１２０１と、対向基板１２２０とを貼り合わ
せる。本実施の形態では、封止材１２２８は駆動回路部１２１８の一部上に設けられてい
るため、狭額縁化を図ることができる。勿論、封止材１２２８の配置はこれに限定される
ものではなく、駆動回路部１２１８の外側に設けてもよい。
【０４１２】
　貼り合わせたことにより形成される空間には、窒素等の不活性気体を封入する、あるい
は、透光性を有し、吸湿性の高い樹脂材料で充填する。その結果、発光素子１２０９の劣
化の一要因となる水分や酸素の侵入を防止することができる。また、絶縁基板１２０１と
、対向基板１２２０との間隔を保持するため、スペーサを設けてもよく、スペーサに吸湿
性を持たせてもよい。スペーサは、球状又は柱状の形状を有する。
【０４１３】
　また対向基板１２２０には、カラーフィルタやブラックマトリクスを設けることができ
る。カラーフィルタにより、単色発光層、例えば白色発光層を用いる場合であっても、フ
ルカラー表示が可能となる。また各ＲＧＢの発光層を用いる場合であっても、カラーフィ
ルタを設けることにより、射出される光の波長を制御することができ、綺麗な表示を提供
することができる。またブラックマトリクスにより、配線等による外光の反射を低減する
ことができる。
【０４１４】
　その後、絶縁基板１２０１の外側に、積層された偏光板１２１９として順に第１の偏光
板１２１６及び第２の偏光板１２１７、並びに、対向基板１２２０の外側に、積層された
偏光板１２２９として順に第３の偏光板１２２６及び第４の偏光板１２２７を設ける。す
なわち、絶縁基板１２０１及び対向基板１２２０のそれぞれ外側に、積層された偏光板１
２１９及び１２２９を設ける。
【０４１５】
　このとき偏光板１２１６及び１２１７は、パラレルニコル状態となるように貼り合わさ
れる。また偏光板１２２６及び１２２７についても、パラレルニコル状態となるように貼
り合わされる。
【０４１６】
　さらに積層された偏光板１２１９及び１２２９は、互いにクロスニコル状態になるよう
に配置される。
【０４１７】
　その結果、黒色表示を暗くすることができ、コントラスト比を高めることができる。
【０４１８】
　本実施の形態では、偏光子として図２（Ａ）に示す偏光板を積層した構成を用いるが、
もちろん図２（Ｂ）及び図２（Ｃ）に示す積層された偏光子を用いてもよい。
【０４１９】
　また偏光板１２１６、１２１７、１２２６、１２２７の消衰係数は同じであるとよい。
偏光板１２１６、１２１７、１２２６、１２２７の消衰係数の波長分布は同じであっても
よい。
【０４２０】
　また図２３では、１枚の基板に対して偏光板を２枚積層した例を示しているが、３枚以
上積層しても構わない。
【０４２１】
　本実施の形態では、駆動回路部も絶縁基板１２０１上に一体形成する形態を示したが、
駆動回路部はシリコンウェハから形成されたＩＣ回路を用いてもよい。その場合、ＩＣ回
路からの映像信号等は、接続端子等を介して、スイッチング用の薄膜トランジスタ１２０
３に入力することができる。
【０４２２】
　なお本実施の形態では、アクティブ型の表示装置を用いて説明したが、パッシブ型の表



(44) JP 5386063 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

示装置であっても、積層された偏光板を設けることができる。その結果、コントラスト比
を高めることができる。
【０４２３】
　なお、本実施の形態は、本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に組み合わせて
実施することが可能である。
【０４２４】
［実施の形態１８］
　本実施の形態では、本発明の表示装置の概念について説明する。本実施の形態では、発
光素子としてエレクトロルミネッセンス素子を用いて説明する。
【０４２５】
　図２４（Ａ）～図２４（Ｂ）に示すように、互いに対向するように配置された第１の基
板１３０１及び第２の基板１３０２に、エレクトロルミネッセンス素子を有する層１３０
０が挟持されている。エレクトロルミネッセンス素子からの光は、第１の基板１３０１側
及び第２の基板１３０２側（点線矢印方向）に発光した光を放射することが可能である。
【０４２６】
　第１の基板１３０１及び第２の基板１３０２として透光性基板を用いる。透光性基板と
しては、例えばバリウムホウケイ酸ガラスや、アルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基
板、石英基板、ステンレス基板等を用いることができる。また、ポリエチレン－テレフタ
レート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルサルフォン（Ｐ
ＥＳ）に代表されるプラスチックや、アクリル等の可撓性を有する合成樹脂からなる基板
を適用することができる。
【０４２７】
　第１の基板１３０１及び第２の基板１３０２の外側、つまりエレクトロルミネッセンス
素子を有する層１３００と接しない側には、位相差板及び積層された偏光子が設けられて
いる。なお本実施の形態では、積層された偏光子として、図２（Ａ）に示される１つの偏
光膜を有する偏光板を積層する構成を用いる。もちろん図２（Ｂ）や図２（Ｃ）に示され
る構成を用いてもよいのは言うまでもない。光は、位相差板により円偏光され、偏光板に
より直線偏光される。すなわち、積層された偏光子は、積層された直線偏光子と記すこと
ができる。積層された偏光子は、２つ以上の偏光子が積層された状態を指す。
【０４２８】
　第１の基板１３０１の外側には、順に第１の位相差板１３１３、積層された偏光板１３
１５である第１の偏光板１３１１、第２の偏光板１３１２が設けられている。本実施の形
態では、位相差板１３１３及び後述する位相差板１３２３としては１／４波長板を用いる
。
【０４２９】
このように位相差板、積層された偏光板とを合わせて、積層された偏光板（直線偏光板）
を有する円偏光板とも記す。第１の偏光板１３１１の吸収軸１３３５と、第２の偏光板１
３１２の吸収軸１３３６とは平行になるように配置される。すなわち第１の偏光板１３１
１と、第２の偏光板１３１２、つまり積層された偏光板１３１５はパラレルニコルとなる
ように配置される。
【０４３０】
　また位相差板１３１３の遅相軸１３３１は、第１の偏光板１３１１の吸収軸１３３５及
び第２の偏光板１３１２の吸収軸１３３６と４５°ずれるように配置される。
【０４３１】
　図２５（Ａ）には、吸収軸１３３５（及び１３３６）と遅相軸１３３１のずれ角を示す
。遅相軸１３３１が１３５°をなし、吸収軸１３３５（及び１３３６）は９０°をなし、
これらは４５°ずれた状態となる。
【０４３２】
　また第２の基板１３０２の外側には、順に第２の位相差板１３２３、積層された偏光板
１３２５として第３の偏光板１３２１、第４の偏光板１３２２が設けられている。このよ
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うに位相差板と積層された偏光板とを、積層された偏光板を有する円偏光板とも記す。第
３の偏光板１３２１の吸収軸１３３７と、第４の偏光板１３２２の吸収軸１３３８とは平
行になるように配置される。すなわち第３の偏光板１３２１と、第４の偏光板１３２２、
つまり積層された偏光板１３２５はパラレルニコルとなるように配置される。
【０４３３】
　また位相差板１３２３の遅相軸１３３２は、第３の偏光板１３２１の吸収軸１３３７及
び第４の偏光板１３２２の吸収軸１３３８と４５°ずれるように配置される。
【０４３４】
　図２５（Ｂ）には、吸収軸１３３７（及び１３３８）と遅相軸１３３２のずれ角を示す
。遅相軸１３３２が４５°をなし、吸収軸１３３７（及び１３３８）は０°をなし、これ
らは４５°ずれた状態となる。すなわち第１の直線偏光板１３１１の吸収軸１３３５（及
び第２の直線偏光板１３１２の吸収軸１３３６）に対し、第１の位相差板１３１３の遅相
軸１３３１が４５°ずれるように配置され、第３の直線偏光板１３２１の吸収軸１３３７
（及び第４の直線偏光板１３２２の吸収軸１３３８）に対し、第２の位相差板１３２３の
遅相軸１３３２が４５°ずれるように配置される。
【０４３５】
　そして、第１の基板１３０１に設けられた、積層された偏光板１３１５の吸収軸１３３
５（及び１３３６）と、第２の基板１３０２に設けられた、積層された偏光板１３２５の
吸収軸１３３７（及び１３３８）とは直交することを特徴とする。すなわち、積層された
偏光板１３１５と、積層された偏光板１３２５、つまり対向する偏光板はクロスニコルを
なすように配置する。
【０４３６】
　また図２５（Ｃ）には、吸収軸１３３５及び遅相軸１３３１を実線で示し、吸収軸１３
３７及び遅相軸１３３２を点線で示し、これらを重ねて同じ円で示した状態を示す。図２
５（Ｃ）より、吸収軸１３３５と吸収軸１３３７はクロスニコル状態を有し、且つ遅相軸
１３３１と遅相軸１３３２ともクロスニコル状態を有することがわかる。
【０４３７】
　本明細書では、吸収軸同士のずれ、吸収軸と遅相軸のずれ、遅相軸同士のずれをについ
て述べるときは、上記の角度を前提とするが、同様な効果を発現できるのであれば、その
角度から多少ずれていても良い。
【０４３８】
　これら偏光板１３１１、１３１２、１３２１、１３２２は、公知の材料から形成するこ
とができ、例えば基板側から接着面、ＴＡＣ（トリアセチルセルロース）、ＰＶＡ（ポリ
ビニルアルコール）と二色性色素の混合層、ＴＡＣが順に積層された構成を用いることが
できる。二色性色素は、ヨウ素と二色性有機染料がある。また偏光板とは、その形状から
偏光フィルムと呼ぶこともある。
【０４３９】
なお、偏光板の特性上、吸収軸と直交方向には透過軸がある。そのため、透過軸同士が平
行となる場合もパラレルニコルと呼ぶことができる。
【０４４０】
　また偏光板１３１１、１３１２、１３２１、１３２２の消衰係数は同じであるとよい。
さらに偏光板１３１１、１３１２、１３２１、１３２２の消衰係数の波長分布は同じであ
ってもよい。
【０４４１】
　また図２４では、１枚の基板に対して偏光板を２枚積層した例を示しているが、３枚以
上積層しても構わない。
【０４４２】
　また位相差板の特性上、遅相軸と直交方向には進相軸がある。そのため、偏光板との配
置は、遅相軸だけではなく進相軸を用いて決定することができる。本実施の形態では、吸
収軸と遅相軸が４５°ずれるように配置するため、言い換えると、吸収軸と進相軸とが１
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３５°ずれるように配置することとなる。
【０４４３】
　そして、円偏光板には位相差板を数枚重ね合わせることによって位相差が９０度の波長
範囲を広げることができる広帯域化された円偏光板があるが、この場合においても第１の
基板１３０１の外側に配置する各位相差板の遅相軸と第２の基板１３０２の外側に配置す
る各位相差板とで同じ位相差板の遅相軸同士は９０度に配置され、かつ対向する偏光板の
吸収軸同士はクロスニコル配置であればよい。
【０４４４】
　本明細書では、パラレルニコル、クロスニコルを用いるときは、上記の角度を前提とす
るが、同様な効果を発現できるのであれば、その角度から多少ずれていても良い。
【０４４５】
　このように積層された偏光板同士の吸収軸がパラレルニコルとなるように積層すること
により、吸収軸方向の光漏れを低減することができる。そして、対向する偏光板同士をク
ロスニコルとなるように配置する。このような偏光板を有する円偏光板を設けることによ
り、偏光板単層同士がクロスニコルとなるように配置された円偏光板と比べて光漏れを低
減できる。このため表示装置のコントラスト比を高めることができる。
【０４４６】
［実施の形態１９］
　本実施の形態では、図２６を用いて、本発明の表示装置の断面図を例示する。
【０４４７】
　なお図２６に示す表示装置は、図２３と同じものは同じ符号で示し、特に記載のないも
のは図２３の説明を援用する。
【０４４８】
　絶縁表面を有する基板（以下、絶縁基板と記す）１２０１上に絶縁層を介して薄膜トラ
ンジスタが形成される。薄膜トランジスタ（（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏ
ｒ）ＴＦＴとも記す）は、所定の形状に加工された半導体層、半導体層を覆うゲート絶縁
層、ゲート絶縁層を介して半導体層上に設けられたゲート電極、半導体膜中の不純物層に
接続されるソース電極、又はドレイン電極を有する。半導体層に用いられる材料は珪素を
有する半導体材料であり、結晶状態は非晶質状態、微結晶状態、結晶状態のいずれであっ
てもよい。ゲート絶縁膜を代表とする絶縁層は、好ましくは無機材料を用いるとよく、窒
化珪素、又は酸化珪素を用いることができる。ゲート電極、ソース電極、又はドレイン電
極は導電性材料から形成すればよく、タングステン、タンタル、アルミニウム、チタン、
銀、金、モリブデン、銅等を有する。
【０４４９】
　表示装置は、画素部１２１５、駆動回路部１２１８に大きく分けることができ、画素部
１２１５に設けられた薄膜トランジスタ１２０３はスイッチング素子として、駆動回路部
に設けられた薄膜トランジスタ１２０４はＣＭＯＳ回路として用いられる。ＣＭＯＳ回路
として用いるためには、Ｐチャネル型ＴＦＴとＮチャネル型ＴＦＴとから構成される。駆
動回路部１２１８に設けられたＣＭＯＳ回路により、薄膜トランジスタ１２０３を制御す
ることができる。
【０４５０】
　なお図２６では薄膜トランジスタとしてトップゲート型ＴＦＴを示しているが、ボトム
ゲート型ＴＦＴを用いてもよい。
【０４５１】
　薄膜トランジスタ１２０３及び１２０４を覆うように、積層構造、又は単層構造からな
る絶縁層１２０５が形成される。絶縁層１２０５は、無機材料又は有機材料から形成する
ことができる。無機材料として、窒化珪素、酸化珪素を用いることができる。有機材料と
して、ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、レジスト又はベンゾシク
ロブテン、シロキサン、ポリシラザンを用いることができる。シロキサンとは、シリコン
（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成され、置換基として、少なくとも水素を
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含む有機基（例えばアルキル基、芳香族炭化水素）が用いられる。置換基として、フルオ
ロ基を用いてもよい。または置換基として、少なくとも水素を含む有機基と、フルオロ基
とを用いてもよい。ポリシラザンとは、珪素（Ｓｉ）と窒素（Ｎ）の結合を有するポリマ
ー材料を含む液体材料を出発原料として形成される。無機材料を用いて形成すると、下方
の凹凸に沿うような表面状態となり、有機材料を用いて形成すると、表面は平坦化される
。例えば、絶縁層１２０５において平坦性が要求される場合、有機材料を用いて形成する
とよい。なお、無機材料であっても厚膜化することによって、平坦性を備えることができ
る。
【０４５２】
　ソース電極又はドレイン電極は、絶縁層１２０５等に設けられた開口部に導電層を形成
して作製される。このとき、絶縁層１２０５上の配線として機能するような導電層を形成
することができる。またゲート電極の導電層と、絶縁層１２０５と、ソース電極又はドレ
イン電極の導電層によって、容量素子１２１４を形成することができる。
【０４５３】
　そして、ソース電極又はドレイン電極のいずれか一と接続される第１の電極１２０６を
形成する。第１の電極１２０６は透光性を有する材料を用いて形成する。透光性を有する
材料とは、酸化インジウムスズ（（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ（ＩＴＯ））、酸
化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム亜鉛（Ｉｎｄｉｕｍｕ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ（ＩＺ
Ｏ））、ガリウムを添加した酸化亜鉛（ＧＺＯ）等が挙げられる。またＬｉやＣｓ等のア
ルカリ金属、およびＭｇ、Ｃａ、Ｓｒ等のアルカリ土類金属、これらを含む合金（Ｍｇ：
Ａｇ、Ａｌ：Ｌｉ、Ｍｇ：Ｉｎなど）、およびこれらの化合物（ＣａＦ２、窒化カルシウ
ム）の他、ＹｂやＥｒ等の希土類金属等の非透光性材料であっても、非常に薄い膜厚とす
ることにより、透光性を有することができるため、非透光性材料を第１の電極１２０６に
用いてもよい。
【０４５４】
　第１の電極１２０６の端部を覆うように、絶縁層１２１０を形成する。絶縁層１２１０
は絶縁層１２０５と同様に形成することができる。第１の電極１２０６の端部を覆うため
、絶縁層１２１０に対して開口部を設ける。開口部の端面は、テーパ形状を有するとよく
、その後形成される層の段切れを防止することができる。例えば、絶縁層１２１０に非感
光性樹脂、又は感光性樹脂を用いる場合、露光条件により、開口部の側面にテーパを設け
ることができる。
【０４５５】
　その後、絶縁層１２１０の開口部に電界発光層１２０７を形成する。電界発光層１２０
７は、各機能を有する層、具体的には正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電
子注入層を有する。また各層の境界は必ずしも明確となっておらず、その一部が混在して
いる場合もある。
【０４５６】
　具体的な発光層を形成する材料を例示すると、赤色系の発光を得たいときには、発光層
に、４－ジシアノメチレン－２－イソプロピル－６－［２－（１，１，７，７－テトラメ
チルジュロリジン－９－イル）エテニル］－４Ｈ－ピラン（略称：ＤＣＪＴＩ）、４－ジ
シアノメチレン－２－メチル－６－［２－（１，１，７，７－テトラメチルジュロリジン
－９－イル）エテニル］－４Ｈ－ピラン（略称：ＤＣＪＴ）、４－ジシアノメチレン－２
－ｔｅｒｔ－ブチル－６－［２－（１，１，７，７－テトラメチルジュロリジン－９－イ
ル）エテニル］－４Ｈ－ピラン（略称：ＤＣＪＴＢ）やペリフランテン、２，５－ジシア
ノ－１，４－ビス［２－（１０－メトキシ－１，１，７，７－テトラメチルジュロリジン
－９－イル）エテニル］ベンゼン、ビス［２，３－ビス（４－フルオロフェニル）キノキ
サリナイト］イリジウム（アセチルアセトナート）（略称：Ｉｒ［Ｆｄｐｑ］２ａｃａｃ
）等を用いることができる。但しこれらの材料に限定されず、６００ｎｍから７００ｎｍ
に発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができる。
【０４５７】
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　緑色系の発光を得たいときは、発光層に、Ｎ，Ｎ’－ジメチルキナクリドン（略称：Ｄ
ＭＱｄ）、クマリン６やクマリン５４５Ｔ、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム（
略称：Ａｌｑ３）等を用いることができる。但しこれらの材料に限定されず、５００ｎｍ
から６００ｎｍに発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができ
る。
【０４５８】
　また青色系の発光を得たいときは、発光層に、９，１０－ビス（２－ナフチル）－ｔｅ
ｒｔ－ブチルアントラセン（略称：ｔ－ＢｕＤＮＡ）、９，９’－ビアントリル、９，１
０－ジフェニルアントラセン（略称：ＤＰＡ）、９，１０－ビス（２－ナフチル）アント
ラセン（略称：ＤＮＡ）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）－４－フェニルフェノ
ラト－ガリウム（略称：ＢＧａｑ）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）－４－フェ
ニルフェノラト－アルミニウム（略称：ＢＡｌｑ）等を用いることができる。但しこれら
の材料に限定されず、４００ｎｍから５００ｎｍに発光スペクトルのピークを有する発光
を呈する物質を用いることができる。
【０４５９】
　また白色系の発光を得たいときは、ＴＰＤ（芳香族ジアミン）、３－（４－ｔｅｒｔ－
ブチルフェニル）－４－フェニル－５－（４－ビフェニリル）－１，２，４－トリアゾー
ル（略称：ＴＡＺ）、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム（略称：Ａｌｑ３）、赤
色発光色素であるナイルレッドをドープしたＡｌｑ３、Ａｌｑ３を蒸着法等により積層し
た構成を用いることができる。
【０４６０】
　その後、第２の電極１２０８を形成する。第２の電極１２０８は、第１の電極１２０６
と同様に形成することができる。第１の電極１２０６、電界発光層１２０７、第２の電極
１２０８を有する発光素子１２０９を形成することができる。
【０４６１】
このとき、第１の電極１２０６及び第２の電極１２０８が透光性を有するため、電界発光
層１２０７から光を両方向へ発光させることができる。このような両方向へ発光させるこ
とができる表示装置を両面射出型の表示装置と呼ぶことができる。
【０４６２】
　その後、封止材１２２８により、絶縁基板１２０１と対向基板１２２０とを貼り合わせ
る。本実施の形態では、封止材１２２８は駆動回路部１２１８の一部上に設けられている
ため、狭額縁化を図ることができる。勿論、封止材１２２８の配置はこれに限定されるも
のではなく、駆動回路部１２１８の外側に設けてもよい。
【０４６３】
　貼り合わせたことにより形成される空間には、窒素等の不活性気体を封入する、あるい
は、透光性を有し、吸湿性の高い樹脂材料で充填する。その結果、発光素子１２０９の劣
化の一要因となる水分や酸素の侵入を防止することができる。また、絶縁基板１２０１と
対向基板１２２０との間隔を保持するため、スペーサを設けてもよく、スペーサに吸湿性
を持たせてもよい。スペーサは、球状又は柱状の形状を有する。
【０４６４】
　また対向基板１２２０には、カラーフィルタやブラックマトリクスを設けることができ
る。カラーフィルタにより、単色発光層、例えば白色発光層を用いる場合であっても、フ
ルカラー表示が可能となる。また各ＲＧＢの発光層を用いる場合であっても、カラーフィ
ルタを設けることにより、放射される光の波長を制御することができ、綺麗な表示を提供
することができる。またブラックマトリクスにより、配線等による外光の反射を低減する
ことができる。
【０４６５】
　その後、絶縁基板１２０１の外側に、第１の位相差板１２３５、積層された偏光板１２
１９として順に第１の偏光板１２１６、第２の偏光板１２１７、並びに、対向基板１２２
０の外側に、第２の位相差板１２２５、積層された偏光板１２２９として順に第３の偏光
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板１２２６、第４の偏光板１２２７を設ける。すなわち、絶縁基板１２０１及び対向基板
１２２０のそれぞれ外側に、積層された偏光板を有する円偏光板を設ける。
【０４６６】
　このとき偏光板１２１６及び１２１７は、パラレルニコル状態となるように貼り合わさ
れる。また偏光板１２２６及び１２２７についても、パラレルニコル状態となるように貼
り合わされる。
【０４６７】
　さらに積層された偏光板１２１９及び１２２９は、互いにクロスニコル状態になるよう
に配置される。
【０４６８】
　その結果、黒色表示を暗くすることができ、コントラスト比を高めることができる。
【０４６９】
　また位相差板１２３５及び１２２５を設けることにより、表示装置への反射光の写り込
みを抑制できる。
【０４７０】
　本実施の形態では、偏光子として図２（Ａ）に示す偏光板を積層した構成を用いるが、
もちろん図２（Ｂ）及び図２（Ｃ）に示す積層された偏光子を用いてもよい。
【０４７１】
　また偏光板１２１６、１２１７、１２２６、１２２７の消衰係数は同じであるとよい。
さらに偏光板１２１６、１２１７、１２２６、１２２７の消衰係数の波長分布は同じであ
ってもよい。
【０４７２】
　また図２３では、１枚の基板に対して偏光板を２枚積層した例を示しているが、３枚以
上積層しても構わない。
【０４７３】
　本実施の形態では、駆動回路部も絶縁基板１２０１上に一体形成する形態を示したが、
駆動回路部はシリコンウェハから形成されたＩＣ回路を用いてもよい。その場合、ＩＣ回
路からの映像信号等は、接続端子等を介して、スイッチング用ＴＦＴ１２０３に入力する
ことができる。
【０４７４】
　なお本実施の形態では、アクティブ型の表示装置を用いて説明したが、パッシブ型の表
示装置であっても、積層された偏光板を有する円偏光板を設けることができる。その結果
、コントラスト比を高めることができる。
【０４７５】
　本実施の形態は、必要であれば、上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる
。
【０４７６】
［実施の形態２０］
　本実施の形態では、本発明の表示装置の概念について説明する。本実施の形態では、発
光素子としてエレクトロルミネッセンス素子を用いて説明する。
【０４７７】
　図２７（Ａ）及び図２７（Ｂ）に発光素子からの光が基板の上方に放射される表示装置
を示す。図２７（Ａ）及び図２７（Ｂ）にに示されるように、互いに対向するように配置
された第１の基板１４０１及び第２の基板１４０２に、発光素子としてエレクトロルミネ
ッセンス素子を有する層１４００が挟持されている。エレクトロルミネッセンス素子から
の光は、第１の基板１４０１側（点線矢印方向）に発光した光を放射することが可能であ
る。
【０４７８】
　第１の基板１４０１として、透光性基板が用いられ、このような透光性基板には、例え
ばバリウムホウケイ酸ガラスや、アルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板、石英基板
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等を用いることができる。また、ポリエチレン－テレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレ
ンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）に代表されるプラスチッ
クや、アクリル等の可撓性を有する合成樹脂からなる基板を適用することができる。
【０４７９】
　また第２の基板１４０２は透光性基板を用いてもよいが、エレクトロルミネッセンス素
子を有する層１４００からの光は放射されない。これは、後述するようにエレクトロルミ
ネッセンス素子を有する層１４００に形成される電極を反射性を有する導電膜を用いて形
成するか、もしくは第２の基板１４０２の全面に反射性を有する材料を形成することによ
り、エレクトロルミネッセンス素子を有する層１４００からの光を、第２の基板１４０２
で反射させて、第１の基板１４０１側に射出させればよい。
【０４８０】
　第１の基板１４０１の光が放射される面の外側には、位相差板（波長板ともいう）、積
層された偏光子が設けられている。積層された偏光子は、積層された直線偏光子と記すこ
とができる。積層された偏光子は、２つ以上の偏光子が積層された状態を指す。なお本実
施の形態では、積層された偏光子として、図２（Ａ）に示される１つの偏光膜を有する偏
光板を積層する構成を用いる。もちろん図２（Ｂ）や図２（Ｃ）に示される構成を用いて
もよいのは言うまでもない。
【０４８１】
　また図２７（Ａ）及び図２７（Ｂ）では、偏光板は２枚設けた例しか示していないが、
３枚以上設けてもよい。
【０４８２】
　このように位相差板、及び、（本実施の形態では１／４波長板）積層された偏光板とを
合わせて、積層された偏光板（直線偏光板）を有する円偏光板とも記す。
【０４８３】
　第１の偏光板１４０３の吸収軸１４５１と、第２の偏光板１４０４の吸収軸１４５２と
は平行になるように配置される。すなわち第１の偏光板１４０３と、第２の偏光板１４０
４、つまり積層された偏光板はパラレルニコルとなるように配置される。また位相差板１
４２１の遅相軸１４５３は、第１の偏光板１４０３の吸収軸１４５１及び第２の偏光板１
４０４の吸収軸１４５２と４５°ずれるように配置される。
【０４８４】
　図２８には、吸収軸１４５１、遅相軸１４５３のずれ角を示す。遅相軸１４５３が４５
°をなし、吸収軸１４５１は０°をなし、これらは４５°ずれた状態となる。なお吸収軸
１４５２は吸収軸１４５１と同じ方向なので省略する。すなわち第１の直線偏光板１４０
３の吸収軸１４５１に対し、位相差板１４２１の遅相軸１４５３が４５°ずれるように配
置される。
【０４８５】
　本明細書では、パラレルニコル、吸収軸と遅相軸のずれ、について述べるときは、上記
の角度を前提とするが、同様な効果を発現できるのであれば、その角度から多少ずれてい
ても良い。
【０４８６】
　これら偏光板１４０３及び１４０４は、公知の材料から形成することができ、例えば基
板側から接着面、ＴＡＣ（トリアセチルセルロース）、ＰＶＡ（ポリビニルアルコール）
と二色性色素の混合層、ＴＡＣが順に積層された構成を用いることができる。二色性色素
は、ヨウ素と二色性有機染料がある。また偏光板とは、その形状から偏光フィルムと呼ぶ
こともある。
【０４８７】
　なお、偏光板の特性上、吸収軸と直交方向には透過軸がある。そのため、透過軸同士が
平行となる場合もパラレルニコルと呼ぶことができる。
【０４８８】
　また偏光板１４０３及び１４０４の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光板１４０
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３及び１４０４の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０４８９】
　また図２７では、１枚の基板に対して偏光板を２枚積層した例を示しているが、３枚以
上積層しても構わない。
【０４９０】
　また位相差板の特性上、遅相軸と直交方向には進相軸がある。そのため、偏光板との配
置は、遅相軸だけではなく進相軸を用いて決定することができる。本実施の形態では、透
過軸と遅相軸が４５°ずれるように配置するため、言い換えると、透過軸と進相軸とが１
３５°ずれるように配置することとなる。
【０４９１】
　このように積層された偏光板同士の透過軸がパラレルニコルとなるように積層すること
により、偏光板が単数のときと比べて、外光からの反射光を低減することができる。この
ため黒表示を暗くでき、表示装置のコントラスト比を高めることができる。
【０４９２】
［実施の形態２１］
　本実施の形態では、図２９を用いて、本発明の表示装置の断面図を示す。
【０４９３】
　なお図２９に示す表示装置は、図２６と同じものは同じ符号で示し、特に記載のないも
のは図２６の説明を援用する。
【０４９４】
　絶縁表面を有する基板（以下、絶縁基板ともいう）１２０１上に絶縁層を介して薄膜ト
ランジスタが形成される。薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏ
ｒ（ＴＦＴとも記す））は、所定の形状に加工された半導体層、半導体層を覆うゲート絶
縁層、ゲート絶縁層を介して半導体層上に設けられたゲート電極、半導体膜中の不純物層
に接続されるソース電極、又はドレイン電極を有する。
【０４９５】
　半導体層に用いられる材料は珪素を有する半導体材料であり、結晶状態は非晶質状態、
微結晶状態、結晶状態のいずれであってもよい。
【０４９６】
　ゲート絶縁膜を代表とする絶縁層は、好ましくは無機材料を用いるとよく、窒化珪素、
又は酸化珪素を用いることができる。ゲート電極、ソース電極、又はドレイン電極は導電
性材料から形成すればよく、タングステン、タンタル、アルミニウム、チタン、銀、金、
モリブデン、銅等を有する。
【０４９７】
　表示装置は、画素部１２１５、駆動回路部１２１８に大きく分けることができ、画素部
１２１５に設けられた薄膜トランジスタ１２０３は発光素子のスイッチング素子として、
駆動回路部１２１８に設けられた薄膜トランジスタ１２０４はＣＭＯＳ回路として用いら
れる。ＣＭＯＳ回路として用いるためには、Ｐチャネル型ＴＦＴとＮチャネル型ＴＦＴと
から構成される。駆動回路部１２１８に設けられたＣＭＯＳ回路により、画素部１２１５
の薄膜トランジスタ１２０３を制御することができる。
【０４９８】
　なお図２９において、薄膜トランジスタ１２０３及び１２０４はトップゲート型ＴＦＴ
を示しているが、ボトムゲート型ＴＦＴを用いても構わない。
【０４９９】
　画素部１２１５及び駆動回路部１２１８の薄膜トランジスタを覆うように、積層構造、
又は単層構造からなる絶縁層１２０５が形成される。絶縁層１２０５は、無機材料又は有
機材料から形成することができる。無機材料として、窒化珪素、酸化珪素を用いることが
できる。有機材料として、ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、レジ
スト又はベンゾシクロブテン、シロキサン、ポリシラザンを用いることができる。
【０５００】
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　シロキサンとは、シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成され、置換
基として、少なくとも水素を含む有機基（例えばアルキル基、芳香族炭化水素）が用いら
れる。置換基として、フルオロ基を用いてもよい。または置換基として、少なくとも水素
を含む有機基と、フルオロ基とを用いてもよい。ポリシラザンとは、珪素（Ｓｉ）と窒素
（Ｎ）の結合を有するポリマー材料を含む液体材料を出発原料として形成される。
【０５０１】
　無機材料を用いて絶縁層１２０５を形成すると、下方の凹凸に沿うような表面状態とな
り、有機材料を用いて形成すると、表面は平坦化される。例えば、絶縁層１２０５におい
て平坦性が要求される場合、有機材料を用いて形成するとよい。なお、無機材料であって
も厚膜化することによって、平坦性を備えることができる。
【０５０２】
　ソース電極又はドレイン電極は、絶縁層１２０５等に設けられた開口部に導電層を形成
して作製される。このとき、絶縁層１２０５上の配線として機能するような導電層を形成
することができる。またゲート電極の導電層と、絶縁層１２０５と、ソース電極又はドレ
イン電極の導電層によって、容量素子１２１４を形成することができる。
【０５０３】
　そして、ソース電極又はドレイン電極のいずれかと接続される第１の電極１２４１を形
成する。第１の電極１２４１は、反射性を有する導電膜を用いて形成する。このような反
射性を有する導電膜としては、白金（Ｐｔ）や金（Ａｕ）といった仕事関数の高い導電膜
を用いる。また、これらの金属は、高価であるため、アルミニウム膜やタングステン膜と
いった適当な導電膜上に積層し、少なくとも最表面に白金もしくは金が露出するような画
素電極としても良い。
【０５０４】
　第１の電極１２４１の端部を覆うように、絶縁層１２１０を形成する。絶縁層１２１０
は絶縁層１２０５と同様に形成することができる。第１の電極１２０６の端部を覆うため
、絶縁層１２１０に対して開口部を設ける。開口部の端面は、テーパ形状を有するとよく
、その後形成される層の段切れを防止することができる。例えば、絶縁層１２１０に非感
光性樹脂、又は感光性樹脂を用いる場合、露光条件により、開口部の側面にテーパを設け
ることができる。
【０５０５】
　その後、絶縁層１２１０の開口部に電界発光層１２０７を形成する。電界発光層１２０
７は、各機能を有する層、具体的には正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電
子注入層を有する。また各層の境界は必ずしも明確となっておらず、その一部が混在して
いる場合もある。
【０５０６】
　具体的な発光層を形成する材料を例示すると、赤色系の発光を得たいときには、発光層
に、４－ジシアノメチレン－２－イソプロピル－６－［２－（１，１，７，７－テトラメ
チルジュロリジン－９－イル）エテニル］－４Ｈ－ピラン（略称：ＤＣＪＴＩ）、４－ジ
シアノメチレン－２－メチル－６－［２－（１，１，７，７－テトラメチルジュロリジン
－９－イル）エテニル］－４Ｈ－ピラン（略称：ＤＣＪＴ）、４－ジシアノメチレン－２
－ｔｅｒｔ－ブチル－６－［２－（１，１，７，７－テトラメチルジュロリジン－９－イ
ル）エテニル］－４Ｈ－ピラン（略称：ＤＣＪＴＢ）やペリフランテン、２，５－ジシア
ノ－１，４－ビス［２－（１０－メトキシ－１，１，７，７－テトラメチルジュロリジン
－９－イル）エテニル］ベンゼン、ビス［２，３－ビス（４－フルオロフェニル）キノキ
サリナイト］イリジウム（アセチルアセトナート）（略称：Ｉｒ［Ｆｄｐｑ］２ａｃａｃ
）等を用いることができる。但しこれらの材料に限定されず、６００ｎｍから７００ｎｍ
に発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができる。
【０５０７】
　緑色系の発光を得たいときは、発光層に、Ｎ，Ｎ’－ジメチルキナクリドン（略称：Ｄ
ＭＱｄ）、クマリン６やクマリン５４５Ｔ、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム（
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略称：Ａｌｑ３）等を用いることができる。但しこれらの材料に限定されず、５００ｎｍ
から６００ｎｍに発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができ
る。
【０５０８】
　また青色系の発光を得たいときは、発光層に、９，１０－ビス（２－ナフチル）－ｔｅ
ｒｔ－ブチルアントラセン（略称：ｔ－ＢｕＤＮＡ）、９，９’－ビアントリル、９，１
０－ジフェニルアントラセン（略称：ＤＰＡ）、９，１０－ビス（２－ナフチル）アント
ラセン（略称：ＤＮＡ）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）－４－フェニルフェノ
ラト－ガリウム（略称：ＢＧａｑ）、ビス（２－メチル－８－キノリノラト）－４－フェ
ニルフェノラト－アルミニウム（略称：ＢＡｌｑ）等を用いることができる。但しこれら
の材料に限定されず、４００ｎｍから５００ｎｍに発光スペクトルのピークを有する発光
を呈する物質を用いることができる。
【０５０９】
　また白色系の発光を得たいときは、ＴＰＤ（芳香族ジアミン）、３－（４－ｔｅｒｔ－
ブチルフェニル）－４－フェニル－５－（４－ビフェニリル）－１，２，４－トリアゾー
ル（略称：ＴＡＺ）、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム（略称：Ａｌｑ３）、赤
色発光色素であるナイルレッドをドープしたＡｌｑ３、Ａｌｑ３を蒸着法等により積層し
た構成を用いることができる。
【０５１０】
　その後、第２の電極１２４２を形成する。第２の電極１２４２は、膜厚の薄い（好まし
くは１０～５０ｎｍ）仕事関数の小さい導電膜に、透光性を有する導電膜を積層して形成
する。仕事関数の小さい導電膜は、周期表の１族もしくは２族に属する元素を含む材料（
例えば、Ａｌ、Ｍｇ、Ａｇ、Ｌｉ、Ｃａ、又はこれらの合金ＭｇＡｇ、ＭｇＡｇＡｌ、Ｍ
ｇＩｎ、ＬｉＡｌ、ＬｉＦＡｌ、ＣａＦ２、又はＣａ３Ｎ２など）を用いる。透光性を有
する導電膜として、酸化インジウムスズ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ（ＩＴＯ）
）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム亜鉛、ガリウムを添加した酸化亜鉛（ＧＺＯ）
等が挙げられる。
【０５１１】
　またＬｉやＣｓ等のアルカリ金属、およびＭｇ、Ｃａ、Ｓｒ等のアルカリ土類金属、こ
れらを含む合金（Ｍｇ：Ａｇ、Ａｌ：Ｌｉ、Ｍｇ：Ｉｎなど）、およびこれらの化合物（
ＣａＦ２、窒化カルシウム）の他、ＹｂやＥｒ等の希土類金属等の非透光性材料であって
も、非常に薄い膜厚とすることにより、透光性を有することができるため、非透光性材料
を第２の電極１２４２に用いてもよい。
【０５１２】
　以上のようにして一対の電極である、第１の電極１２４１及び第２の電極１２４２、電
極間に設けられた電界発光層１２０７を有する発光素子１２０９を形成することができる
。
【０５１３】
　このとき、第２の電極１２４２が透光性を有するため、電界発光層１２０７から光を上
方へ発光させることができる。
【０５１４】
　その後、封止材１２２８により、絶縁基板１２０１と、対向基板１２２０とを貼り合わ
せる。本実施の形態では、封止材１２２８は駆動回路部１２１８の一部上に設けられてい
るため、狭額縁化を図ることができる。勿論、封止材１２２８の配置はこれに限定される
ものではなく、駆動回路部１２１８の外側に設けてもよい。
【０５１５】
　貼り合わせたことにより形成される空間には、窒素等の不活性気体を封入する、あるい
は、透光性を有し、吸湿性の高い樹脂材料で充填する。その結果、発光素子１２０９の劣
化の一要因となる水分や酸素の侵入を防止することができる。また、絶縁基板１２０１と
、対向基板１２２０との間隔を保持するため、スペーサを設けてもよく、スペーサに吸湿
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性を持たせてもよい。スペーサは、球状又は柱状の形状を有する。
【０５１６】
　また対向基板１２２０には、カラーフィルタやブラックマトリクスを設けることができ
る。カラーフィルタにより、単色発光層、例えば白色発光層を用いる場合であっても、フ
ルカラー表示が可能となる。また各ＲＧＢの発光層を用いる場合であっても、カラーフィ
ルタを設けることにより、放射される光の波長を制御することができ、綺麗な表示を提供
することができる。またブラックマトリクスにより、配線等による外光の反射を低減する
ことができる。
【０５１７】
　その後、発光素子からの光が放射される対向基板１２２０の外側に、位相差板１２２５
、第１の偏光板１２２６、第２の偏光板１２２７を設ける。すなわち、対向基板１２２０
の外側に、積層された偏光板を有する円偏光板を設ける。
【０５１８】
　このとき偏光板１２２６及び１２２７についても、パラレルニコル状態となるように貼
り合わされる。
【０５１９】
　その結果、外光からの光漏れを防ぐことで黒輝度を高めることができ、コントラスト比
を高めることができる。
【０５２０】
　また位相差板１２２５を設けることにより、表示装置への反射光の写り込みを抑制でき
る。
【０５２１】
　位相差板１２２５は、実施の形態２０で述べた位相差板１４２１と同様に設ければよく
、第１の偏光板１２２６及び第２の偏光板１２２７についても、偏光板１４０３及び１４
０４と同様に設ければよい。なお本実施の形態では、偏光板は２枚しか設けていないが、
３枚以上設けてもよい。
【０５２２】
　本実施の形態では、偏光子として図２（Ａ）に示す偏光板を積層した構成を用いるが、
もちろん図２（Ｂ）及び図２（Ｃ）に示す積層された偏光子を用いてもよい。
【０５２３】
　また偏光板１２２６及び１２２７の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光板１２２
６及び１２２７の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０５２４】
　本実施の形態では、駆動回路部も絶縁基板１２０１上に一体形成する形態を示したが、
駆動回路部はシリコンウェハから形成されたＩＣ回路を用いてもよい。その場合、ＩＣ回
路からの映像信号等は、接続端子等を介して、スイッチング用ＴＦＴ１２０３に入力する
ことができる。
【０５２５】
　なお本実施の形態では、アクティブ型の表示装置を用いて説明したが、パッシブ型の表
示装置であっても、積層された偏光板を有する円偏光板を設けることができる。その結果
、コントラスト比を高めることができる。
【０５２６】
　本実施の形態は、必要であれば上記実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０５２７】
［実施の形態２２］
　本実施の形態では、本発明の表示装置の概念について説明する。本実施の形態では、発
光素子としてエレクトロルミネッセンス素子を用いて説明する。
【０５２８】
　図３０（Ａ）及び図３０（Ｂ）に発光素子からの光が基板の下方に放射される表示装置
を示す。図３０（Ａ）及び図３０（Ｂ）に示されるように、互いに対向するように配置さ



(55) JP 5386063 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

れた第１の基板１５０１及び第２の基板１５０２に、発光素子としてエレクトロルミネッ
センス素子を有する層１５００が挟持されている。エレクトロルミネッセンス素子からの
光は、第１の基板１５０１側（点線矢印方向）に発光した光を放射することが可能である
。
【０５２９】
　第１の基板１５０１として、透光性基板が用いられ、このような透光性基板には、実施
の形態２０の基板１４０１と同様の材料を用いればよい。
【０５３０】
　また第２の基板１５０２は透光性基板を用いてもよいが、エレクトロルミネッセンス素
子を有する層１５００からの光は放射されない。これは、後述するようにエレクトロルミ
ネッセンス素子を有する層１５００に形成される電極を反射性を有する導電膜を用いて形
成するか、もしくは第２の基板１５０２の全面に反射性を有する材料を形成することによ
り、エレクトロルミネッセンス素子を有する層１５００からの光を、第１の基板１５０１
側に反射させればよい。
【０５３１】
　第１の基板１５０１の光が放射される面の外側には、位相差板（波長板ともいう）、積
層された偏光子が設けられている。
【０５３２】
　本実施の形態では、偏光子として図２（Ａ）に示す偏光板を積層した構成を用いるが、
もちろん図２（Ｂ）及び図２（Ｃ）に示す積層された偏光子を用いてもよい。
【０５３３】
　このように位相差板、（本実施の形態ではλ／４板）積層された偏光板とを合わせて、
積層された偏光板（直線偏光板）を有する円偏光板とも記す。なお本実施の形態では、偏
光板は２枚しか設けていないが、３枚以上設けてもよい。
【０５３４】
　第１の偏光板１５０３の吸収軸１５５１と、第２の偏光板１５０４の吸収軸１５５２と
は平行になるように配置される。すなわち第１の偏光板１５０３と、第２の偏光板１５０
４、つまり積層された偏光板はパラレルニコルとなるように配置される。また位相差板１
５２１の遅相軸１５５３は、第１の偏光板１５０３の吸収軸１５５１及び第２の偏光板１
５０４の吸収軸１５５２と４５°ずれるように配置される。
【０５３５】
　本明細書では、パラレルニコル、吸収軸と遅相軸のずれ、について述べるときは、上記
の角度を前提とするが、同様な効果を発現できるのであれば、その角度から多少ずれてい
ても良い。
【０５３６】
　これら偏光板１５０３及び１５０４は、実施の形態２０の偏光板１４０３及び１４０４
と同様の材料で形成すればよい。
【０５３７】
　また偏光板１５０３及び１５０４の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光板１５０
３及び１５０４の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０５３８】
　また偏光板１５０３の吸収軸１５５１、偏光板１５０４の吸収軸１５５２、位相差板１
５２１の遅相軸１５５３の位置関係については、実施の形態２０と同様である（図２８参
照）。
【０５３９】
　本実施の形態に示す基板の下方に光を放射する表示装置についても、積層された偏光板
同士の透過軸がパラレルニコルとなるように積層することにより、偏光板が単数のときと
比べて、外光からの反射光を低減することができる。このため黒表示をより暗くすること
により、表示装置のコントラスト比を高めることができる。
【０５４０】
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　なお本実施の形態は、必要であれば上記実施の形態と組み合わせることが可能である。
【０５４１】
［実施の形態２３］
　本実施の形態では、図３１を用いて、実施の形態２１とは別の表示装置の断面図を示す
。
【０５４２】
　図２９では、薄膜トランジスタが形成された基板の上方に光が放射される表示装置を示
したが、図３１では、薄膜トランジスタが形成された基板の下方に光が放射される表示装
置を示す。
【０５４３】
　図３１において、図２９と同じものは同じ符号で表している。図３１の表示装置は、第
１の電極１２５１、電界発光層１２０７、第２の電極１２５２を有している。第１の電極
１２５１は、図２９の第２の電極１２４２と同じ材料で形成すればよく、第２の電極１２
５２は、図２９の第１の電極１２４１と同じ材料で形成すればよい。また電界発光層１２
０７は、実施の形態３の電界発光層１２０７と同様の材料を用いて形成すればよい。第１
の電極１２５１が透光性を有するので、電界発光層１２０７から光を下方へ発光させるこ
とができる。
【０５４４】
　また、発光素子からの光が放射される基板１２０１の外側に、位相差板１２３５、第１
の偏光板１２１６、第２の偏光板１２１７を設ける。すなわち、基板１２０１の外側に、
積層された偏光板を有する円偏光板を設ける。これによりコントラスト比の高い表示装置
を得ることが可能となる。位相差板１２３５は、実施の形態２２で述べた位相差板１５２
１と同様に設ければよく、第１の偏光板１２１６及び第２の偏光板１２１７についても、
偏光板１５０３及び１５０４と同様に設ければよい。なお本実施の形態では、偏光板は２
枚しか設けていないが、３枚以上設けてもよい。
【０５４５】
　また偏光板１２１６及び１２１７の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光板１２１
６及び１２１７の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０５４６】
　本実施の形態は、必要であれば上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０５４７】
［実施の形態２４］
　本実施の形態では、実施の形態１６～実施の形態２３の画素部、駆動回路を有する表示
装置の構成について説明する。
【０５４８】
　図３２には、駆動回路部１２１８である走査線駆動回路部１２１８ｂ及び信号線駆動回
路部１２１８ａを、画素部１２１５の周辺に設けた状態のブロック図を示す。
【０５４９】
　画素部１２１５は、複数の画素を有し、画素には発光素子及びスイッチング素子が設け
られている。
【０５５０】
　走査線駆動回路部１２１８ｂは、シフトレジスタ１３５１、レベルシフタ１３５４、バ
ッファ１３５５を有する。シフトレジスタ１３５１に入力されたスタートパルス（ＧＳＰ
）、クロックパルス（ＧＣＫ）に基づき、信号が生成され、レベルシフタ１３５４を介し
て、バッファ１３５５へ入力される。バッファ１３５５では、信号が増幅されて、増幅さ
れた信号は走査線１３７１を介して画素部１２１５へ入力される。画素部１２１５には、
発光素子と、発光素子を選択するスイッチング素子が設けられており、スイッチング素子
が有するゲート線に、バッファ１３５５からの信号が入力される。すると、所定の画素の
スイッチング素子が選択される。
【０５５１】
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　信号線駆動回路部１２１８ａは、シフトレジスタ１３６１、第１のラッチ回路１３６２
、第２のラッチ回路１３６３、レベルシフタ１３６４、バッファ１３６５を有する。シフ
トレジスタ１３６１には、スタートパルス（ＳＳＰ）及びクロックパルス（ＳＣＫ）が入
力され、第１のラッチ回路１３６２にはデータ信号（ＤＡＴＡ）が入力され、第２のラッ
チ回路１３６３にはラッチパルス（ＬＡＴ）が入力される。ＤＡＴＡは、ＳＳＰ及びＳＣ
Ｋに基づき、第２のラッチ回路１３６３へ入力され、第２のラッチ回路１３６３では一行
分のＤＡＴＡが保持され、信号線１３７２を介して一斉に画素部１２１５へ入力される。
【０５５２】
　信号線駆動回路部１２１８ａ、走査線駆動回路部１２１８ｂ、画素部１２１５は、同一
基板上に設けられた半導体素子によって形成することができる。例えば、上記実施の形態
で示した絶縁基板に設けられた薄膜トランジスタを用いて形成することができる。
【０５５３】
　また、本実施の形態の表示装置が有する画素の等価回路図について、図３７（Ａ）～図
３７（Ｃ）を用いて説明する。
【０５５４】
　図３７（Ａ）は、画素の等価回路図の一例を示したものであり、信号線１３８４、電源
線１３８５、走査線１３８６、それらの交点領域に発光素子１３８３、トランジスタ１３
８０及び１３８１、容量素子１３８２を有する。信号線１３８４には信号線駆動回路によ
って映像信号（ビデオ信号とも記す）が入力される。トランジスタ１３８０は、走査線１
３８６に入力される選択信号に従って、トランジスタ１３８１のゲートへの、映像信号の
電位の供給を制御することができる。トランジスタ１３８１は、映像信号の電位に従って
、発光素子１３８３への電流の供給を制御することができる。容量素子１３８２は、トラ
ンジスタ１３８１のゲートとソースとの間の電圧（ゲート・ソース間電圧と記す）を保持
することができる。なお、図３７（Ａ）では、容量素子１３８２を図示したが、トランジ
スタ１３８１のゲート容量や他の寄生容量で賄うことが可能な場合には、設けなくてもよ
い。
【０５５５】
　図３７（Ｂ）は、図３７（Ａ）に示した画素に、トランジスタ１３８８と走査線１３８
９を新たに設けた画素の等価回路図である。トランジスタ１３８８により、トランジスタ
１３８１のゲートとソースを同電位とし、強制的に発光素子１３８３に電流が流れない状
態を作ることができるため、全ての画素に映像信号が入力される期間よりも、サブフレー
ム期間の長さを短くすることができる。
【０５５６】
　図３７（Ｃ）は、図３７（Ｂ）に示した画素に、新たにトランジスタ１３９５と、配線
１３９６を設けた画素の等価回路図である。トランジスタ１３９５は、そのゲートの電位
が、配線１３９６によって固定されている。そして、トランジスタ１３８１とトランジス
タ１３９５は、電源線１３８５と発光素子１３８３との間に直列に接続されている。よっ
て図３７（Ｃ）では、トランジスタ１３９５により発光素子１３８３に供給される電流の
値が制御され、トランジスタ１３８１により発光素子１３８３への該電流の供給の有無が
制御できる。
【０５５７】
　なお、本発明の表示装置が有する画素回路は、本実施の形態で示した構成に限定されな
い。例えば、カレントミラーを有する画素回路であって、アナログ階調表示を行う構成で
あってもよい。
【０５５８】
　なお本実施の形態は、必要であれば上記の実施の形態と自由に組み合わせることができ
る。
【０５５９】
［実施の形態２５］
　本実施の形態では、積層された偏光子の同士の吸収軸がパラレルニコル状態、つまり対
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向する偏光子同士がパラレルニコル状態を有する表示装置の概念について説明する。
【０５６０】
　本実施の形態は、透過型液晶表示装置（実施の形態７～実施の形態９）、及び両面射出
型発光表示装置（実施の形態１８～実施の形態１９）に応用することが可能である。
【０５６１】
　図３３に示すように、第１の基板１４６１及び第２の基板１４６２に、表示素子を有す
る層１４６０が挟持されている。表示素子は、液晶表示装置の場合は液晶素子であり、発
光表示装置の場合はエレクトロルミネッセンス素子であればよい。
【０５６２】
　第１の基板１４６１及び第２の基板１４６２として透光性基板を用いる。透光性基板と
しては、実施の形態１の基板１０１と同様の材料を用いればよい。
【０５６３】
　基板１４６１及び１４６２それぞれの外側、つまり表示素子を有する層１４６０と接し
ない側には、積層された偏光子が設けられている。なお本実施の形態では、積層された偏
光子として、図２（Ａ）に示される１つの偏光膜を有する偏光板を積層する構成を用いる
。もちろん図２（Ｂ）や図２（Ｃ）に示される構成を用いてもよいのは言うまでもない。
【０５６４】
　液晶表示装置では、バックライト（図示せず）からの光が、液晶素子を有する層、基板
、位相差板、偏光子を通って外に取り出される。また発光表示装置では、エレクトロルミ
ネッセンス素子からの光が、第１の基板１４６１側及び第２の基板１４６２側に発光する
。
【０５６５】
　第１の基板１４６１の外側には、順に第１の位相差板１４７３、第１の偏光板１４７１
、第２の偏光板１４７２が設けられている。第１の偏光板１４７１の吸収軸１４９５と第
２の偏光板１４７２の吸収軸１４９６は平行になっており、つまり積層された偏光板１４
７５はパラレルニコルとなるように配置される。また第１の位相差板１４７３の遅相軸１
４９１は、第１の偏光板１４７１の吸収軸１４９５及び第２の偏光板１４７２の吸収軸１
４９６と４５°ずれるように配置される。
【０５６６】
　図３４（Ａ）には、吸収軸１４９５（及び１４９６）、遅相軸１４９１のずれ角を示す
。遅相軸１４９１が４５°をなし、吸収軸１４９５（及び１４９６）は０°をなし、これ
らは４５°ずれた状態となる。
【０５６７】
　また第２の基板１４６２の外側には、順に位相差板１４８３、第３の偏光板１４８１、
第４の偏光板１４８２が設けられている。第３の偏光板１４８１の吸収軸１４９７と第４
の偏光板１４８２の吸収軸１４９８は平行になっており、つまり積層された偏光板１４８
５はパラレルニコルとなるように配置される。また位相差板１４８３の遅相軸１４９２は
、第３の偏光板１４８１の吸収軸１４９７及び第４の偏光板１４８２の吸収軸１４９８と
４５°ずれるように配置される。
【０５６８】
　図３４（Ｂ）には、吸収軸１４９７（及び１４９８）、遅相軸１４９２のずれ角を示す
。遅相軸１４９２が４５°をなし、吸収軸１４９７（及び１４９８）は０°をなし、これ
らは４５°ずれた状態となる。
【０５６９】
　すなわち第１及び第２の直線偏光板１４７１及び１４７２の吸収軸に対し、第１の位相
差板１４７３の遅相軸１４９１が４５°ずれるように配置され、第３及び第４の直線偏光
板１４８１及び１４８２の吸収軸１４９７及び１４９８に対し、第２の位相差板１４８３
の遅相軸１４９２が４５°ずれるように配置され、第１及び第２の直線偏光板１４７１及
び１４７２の吸収軸１４９５及び１４９６に対し、第３及び第４の直線偏光板１４８１及
び１４８２の吸収軸１４９７及び１４９８は平行になるように配置される。
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【０５７０】
　そして、第１の基板１４６１に設けられた、積層された偏光板１４７５の吸収軸１４９
５（及び１４９６）と、第２の基板１４６２に設けられた、積層された偏光板１４８５の
吸収軸１４９７（及び１４９８）とは平行とすることを特徴とする。すなわち、積層され
た偏光板１４７５と、積層された偏光板１４８５、つまり対向する偏光板同士はパラレル
ニコルをなすように配置する。
【０５７１】
　また図３４（Ｃ）には、吸収軸１４９５及び遅相軸１４９１と、吸収軸１４９７及び遅
相軸１４９２とを重ねた状態を示しているが、パラレルニコルであることがわかる。
【０５７２】
　また偏光板１４７１，１４７２、１４８１、１４８２の消衰係数は同じであるとよい。
さらに偏光板１４７１，１４７２、１４８１、１４８２の消衰係数の波長分布は同じであ
ってもよい。
【０５７３】
　なお、円偏光板には位相差板を数枚重ね合わせることによって位相差が９０度の波長範
囲を広げることができる広帯域化された円偏光板があるが、この場合においても第１の基
板１４６１の外側に配置する各位相差板の遅相軸と第２の基板１４６２の外側に配置する
各位相差板とで同じ位相差板の遅相軸同士は平行に配置され、かつ対向する偏光板の吸収
軸同士はパラレルニコル配置であればよい。
【０５７４】
　このように積層された偏光板同士の吸収軸がパラレルニコルとなるように積層すること
により、吸収軸方向の光漏れを低減することができる。そして、対向する偏光板同士をパ
ラレルニコルとなるように配置する。このような円偏光板を設けることにより、偏光板単
層同士がパラレルニコルとなるように配置された円偏光板と比べて光漏れを低減できる。
このため表示装置のコントラスト比を高めることができる。
【０５７５】
　なお本実施の形態は、必要であれば上記の実施の形態と自由に組み合わせることができ
る。
【０５７６】
［実施の形態２６］
　本実施の形態では、表示素子を有する層の上下で、偏光子の数を変えた構成を有する表
示装置について説明する。
【０５７７】
　本実施の形態は、透過型液晶表示装置（実施の形態７～実施の形態９）、及び両面射出
型発光表示装置（実施の形態１８～実施の形態１９）に応用することが可能である。
【０５７８】
　図３５（Ａ）～図３５（Ｂ）に示すように、互いに対向するように配置された第１の基
板１６０１及び第２の基板１６０２に、表示素子を有する層１６００が挟持されている。
なお、図３５において図３５（Ａ）は、本実施の形態の表示装置の断面図であり、図３５
（Ｂ）は本実施の形態の表示装置の斜視図である。
【０５７９】
　表示素子は、液晶表示装置の場合は液晶素子であり、発光表示装置の場合はエレクトロ
ルミネッセンス素子であればよい。
【０５８０】
　第１の基板１６０１及び第２の基板１６０２としては透光性基板を用いる。透光性基板
には、例えばバリウムホウケイ酸ガラスや、アルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板
、石英基板等を用いることができる。また、ポリエチレン－テレフタレート（ＰＥＴ）、
ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）に代表される
プラスチックや、アクリル等の可撓性を有する合成樹脂からなる基板を適用することがで
きる。
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【０５８１】
　基板１６０１及び１６０２それぞれの外側、つまり表示素子を有する層１６００と接し
ない側には、積層された偏光子、単層構造の偏光子が設けられている。なお本実施の形態
では、積層された偏光子として、図２（Ａ）に示される１つの偏光膜を有する偏光板を積
層する構成を用いる。もちろん図２（Ｂ）や図２（Ｃ）に示される構成を用いてもよいの
は言うまでもない。
【０５８２】
　液晶表示装置では、バックライト（図示せず）からの光が、液晶素子を有する層、基板
、偏光子を通って外に取り出される。また発光表示装置では、エレクトロルミネッセンス
素子からの光が、第１の基板１６０１側及び第２の基板１６０２側に発光する。
【０５８３】
　液晶素子を有する層を通る光、または、エレクトロルミネッセンス素子より射出される
光は、偏光板により直線偏光にされる。すなわち、積層された偏光板、単層構造の偏光板
は、積層された直線偏光板と記すことができる。積層された偏光板は、２つ以上の偏光板
が積層された状態を指す。単層構造の偏光板は、１枚の偏光板が設けられた状態を指す。
【０５８４】
　本実施の形態においては表示素子を有する層１６００に対して、一方の側に２枚の偏光
板が積層され、他方の側に単層構造の偏光板が設けられた表示装置について例示し、積層
される２枚の偏光板については図３５（Ａ）に示すように接して積層されているものとす
る。
【０５８５】
　第１の基板１６０１の外側には、順に第１の偏光板１６１１、第２の偏光板１６１２が
設けられている。第１の偏光板１６１１の吸収軸１６３１と、第２の偏光板１６１２の吸
収軸１６３２とは平行になるように配置される。すなわち第１の偏光板１６１１と、第２
の偏光板１６１２、つまり積層された偏光板１６１３はパラレルニコルとなるように配置
される。
【０５８６】
　また第２の基板１６０２の外側には、第３の偏光板１６２１が設けられている。
【０５８７】
　そして、第１の基板１６０１に設けられた、積層された偏光板１６１３の吸収軸１６３
１及び１６３２と、第２の基板１６０２に設けられた、単層構造の偏光板１６２１の吸収
軸１６３３とは直交することを特徴とする。すなわち、積層された偏光板１６１３と、単
層構造の偏光板１６２１、つまり対向する偏光板はクロスニコルをなすように配置する。
【０５８８】
　これら偏光板１６１１、１６１２、１６２１は、公知の材料から形成することができ、
例えば基板側から接着面、ＴＡＣ（トリアセチルセルロース）、ＰＶＡ（ポリビニルアル
コール）と二色性色素の混合層、ＴＡＣが順に積層された構成を用いることができる。二
色性色素は、ヨウ素と二色性有機染料がある。また偏光板とは、その形状から偏光フィル
ムと呼ぶこともある。
【０５８９】
　なお、偏光板の特性上、吸収軸と直交方向には透過軸がある。そのため、透過軸同士が
平行となる場合もパラレルニコルと呼ぶことができる。
【０５９０】
　また偏光板１６１１、１６１２、１６２１の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光
板１６１１、１６１２、１６２１の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０５９１】
　また図３６（Ａ）～図３６（Ｂ）に示すように、第１の基板１６０１側には、基板側か
ら順に、第１の偏光板１６１１を配置する。すなわち、第１の基板１６０１側では、第１
の偏光板１６１１により、単層構造の偏光板が構成される。また第２の基板１６０２側に
は、基板側から順に、第３の偏光板１６２１、第４の偏光板１６２２を配置する。すなわ
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ち、第２の基板１６０２側では、第３の偏光板１６２１及び第４の偏光板１６２２により
、積層された偏光板１５２３が構成される。その他の構成は図３５と同様であるため、説
明を省略する。
【０５９２】
　第３の偏光板１６２１の吸収軸１６３３と、第４の偏光板１６２２の吸収軸１６３４と
は平行になるように配置される。すなわち第３の偏光板１６２１と、第４の偏光板１６２
２、つまり積層された偏光板１６２３はパラレルニコルとなるように配置される。
【０５９３】
　そして、第１の基板１６０１に設けられた、単層構造の偏光板１６１１の吸収軸１６３
１と、第２の基板１６０２に設けられた、積層された偏光板１６２３の吸収軸１６３３及
び１６３４とは直交することを特徴とする。すなわち、単層構造の偏光板１６１１と積層
された偏光板１６２３、つまり対向する偏光板はクロスニコルをなすように配置する。
【０５９４】
　また偏光板１６１１、１６２１、１６２２の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光
板１６１１、１６２１、１６２２の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０５９５】
　このように、互いに対向するように配置された偏光板のうち、一方の方向又は他方の方
向に設けられる偏光板を積層された偏光板とし、対向する偏光板同士の吸収軸がクロスニ
コルとなるように配置することによっても、吸収軸方向の光漏れを低減することができる
。その結果、表示装置のコントラスト比を高めることができる。
【０５９６】
　なお、本実施の形態では、積層された偏光子の例として積層した偏光板を用い、一方の
基板側に１枚の偏光板、他方の基板側に２枚の偏光板を設けた例について説明したが、積
層する偏光子の数は２つでなくてもよく、３つ以上であってもよい。
【０５９７】
　なお、本実施の形態は、本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に組み合わせて
実施することが可能である。
【０５９８】
［実施の形態２７］
　本実施の形態では、表示素子を有する層の上下で、積層された偏光子を有する円偏光板
と、１つの偏光子を有する円偏光板を用いた表示装置について説明する。
【０５９９】
　本実施の形態は、透過型液晶表示装置（実施の形態７～実施の形態９）、及び両面射出
型発光表示装置（実施の形態１８～実施の形態１９）に応用することが可能である。
【０６００】
　図３８に示すように、互いに対向するように配置された第１の基板１５６１及び第２の
基板１５６２に、表示素子を有する層１５６０が挟持されている。
【０６０１】
　図３８に示すように、第１の基板１５６１側には、基板側から順に位相差板１５７５、
第１の偏光板１５７１、第２の偏光板１５７２を配置する。すなわち、第１の基板１５６
１側では、第１の偏光板１５７１及び第２の偏光板１５７２により積層された偏光板１５
７３が構成される。また第２の基板１５６２側には、基板側から順に、位相差板１５７６
、第３の偏光板１５８１を配置する。すなわち、第２の基板１５６２側では、第３の偏光
板１５８１により、単層構造の偏光板が構成される。
【０６０２】
　表示素子は、液晶表示装置の場合は液晶素子であり、発光表示装置の場合はエレクトロ
ルミネッセンス素子であればよい。
【０６０３】
　第１の基板１５６１及び第２の基板１５６２としては透光性基板を用いる。透光性基板
には、例えばバリウムホウケイ酸ガラスや、アルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板
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、石英基板等を用いることができる。また、ポリエチレン－テレフタレート（ＰＥＴ）、
ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）に代表される
プラスチックや、アクリル等の可撓性を有する合成樹脂からなる基板を適用することがで
きる。
【０６０４】
　基板１５６１及び１５６２それぞれの外側、つまり表示素子を有する層１５６０と接し
ない側には、位相差板と積層された偏光子、位相差板と単層構造の偏光子が設けられてい
る。なお本実施の形態では、積層された偏光子として、図２（Ａ）に示される１つの偏光
膜を有する偏光板を積層する構成を用いる。もちろん図２（Ｂ）や図２（Ｃ）に示される
構成を用いてもよいのは言うまでもない。
【０６０５】
　液晶表示装置では、バックライト（図示せず）からの光が、液晶素子を有する層、基板
、位相差板、偏光子を通って外に取り出される。また発光表示装置では、エレクトロルミ
ネッセンス素子からの光が、第１の基板１６０１側及び第２の基板１６０２側に発光する
。
【０６０６】
　液晶素子を有する層を通る光、または、エレクトロルミネッセンス素子より射出される
光は、位相差板により円偏光され、偏光板により直線偏光にされる。すなわち、積層され
た偏光板、単層構造の偏光板は、積層された直線偏光板と記すことができる。積層された
偏光板は、２つ以上の偏光板が積層された状態を指す。単層構造の偏光板は、１枚の偏光
板が設けられた状態を指す。
【０６０７】
　第１の偏光板１５７１の吸収軸１５９５と、第２の偏光板１５７２の吸収軸１５９６と
は平行となるように積層されている。この平行状態を、パラレルニコルと呼ぶ。
【０６０８】
　このように積層された偏光板１５７３は、パラレルニコルとなるように配置される。
【０６０９】
　積層された偏光板１５７３の吸収軸１５９５（及び１５９６）と単層構造の偏光板１５
８１の吸収軸１５９７に直交している。つまり対向する偏光板同士は、吸収軸は直交をな
すように配置する。この直交状態を、クロスニコルと呼ぶ。
【０６１０】
　なお、偏光板の特性上、吸収軸と直交方向には透過軸がある。そのため、透過軸同士が
平行となる場合もパラレルニコルと呼ぶことができる。また、透過軸同士が直交となる場
合もクロスニコルと呼ぶことができる。
【０６１１】
　また偏光板１５７１、１５７２、１５８１の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光
板１５７１、１５７２、１５８１の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０６１２】
　また図３８及び図４０を用いて、位相差板の遅相軸１５９１及び遅相軸１５９２のずれ
について説明する。図３８において、矢印１５９１は位相差板１５７５の遅相軸を表して
おり、矢印１５９２は位相差板１５７６の遅相軸を表している。
【０６１３】
　位相差板１５７５の遅相軸１５９１は、第１の偏光板１５７１の吸収軸１５９５及び第
２の偏光板１５７２の吸収軸１５９６と４５°ずれるように配置される。
【０６１４】
　図４０（Ａ）には、第１の偏光板１５７１の吸収軸１５９５と位相差板１５７５の遅相
軸１５９１のずれ角を示す。位相差板１５７５の遅相軸１５９１が１３５°をなし、第１
の偏光板１５７１の吸収軸１５９５は９０°をなし、これらは４５°ずれた状態となる。
【０６１５】
　また位相差板１５７６の遅相軸１５９２は、第３の偏光板１５８１の吸収軸１５９７と
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４５°ずれるように配置される。
【０６１６】
　図４０（Ｂ）には、第３の偏光板１５８１の吸収軸１５９７のずれ角を示す。位相差板
１５７６の遅相軸１５９２が４５°をなし、第３の偏光板１５８１の吸収軸１５９７は０
°をなし、これらは４５°ずれた状態となる。すなわち第１の直線偏光板１５７１の吸収
軸１５９５及び第２の直線偏光板１５７２の吸収軸１５９６に対し、位相差板１５７５の
遅相軸１５９１が４５°ずれるように配置され、第３の直線偏光板１５８１の吸収軸１５
９７に対し位相差板１５７６の遅相軸１５９２が４５°ずれるように配置される。
【０６１７】
　そして、第１の基板１５６１に設けられた、積層された偏光板１５７３の吸収軸１５９
５（及び１５９６）と、第２の基板１５６２に設けられた、単層構造の偏光板１５８１の
吸収軸１５９７とは直交することを特徴とする。すなわち、対向する偏光板はクロスニコ
ルをなすように配置する。
【０６１８】
　また図４０（Ｃ）には、吸収軸１５９５及び遅相軸１５９１を実線で示し、吸収軸１５
９７及び遅相軸１５９２を点線で示し、これらを重ねた状態を示す。図４０（Ｃ）より、
吸収軸１５９５と吸収軸１５９７はクロスニコル状態を有し、且つ遅相軸１５９１と遅相
軸１５９２ともクロスニコル状態を有することがわかる。
【０６１９】
　また位相差板の特性上、遅相軸と直交方向には進相軸がある。そのため、偏光板との配
置は、遅相軸だけではなく進相軸を用いて決定することができる。本実施の形態では、吸
収軸と遅相軸が４５°ずれるように配置するため、言い換えると、吸収軸と進相軸とが１
３５°ずれるように配置することとなる。
【０６２０】
　本明細書では、吸収軸同士のずれ、吸収軸と遅相軸のずれ、遅相軸同士のずれをについ
て述べるときは、上記の角度を前提とするが、同様な効果を発現できるのであれば、その
角度から多少ずれていても良い。
【０６２１】
　また図３９に図３８と異なる積層構成を示す。図３９では、第１の基板１５６１側には
、基板側から順に位相差板１５７５、第１の偏光板１５７１を配置する。すなわち、第１
の基板１５６１側では、第１の偏光板１５７１により、単層構造の偏光板が構成される。
また第２の基板１５６２側には、基板側から順に、位相差板１５７６、積層された第３の
偏光板１５８１、第４の偏光板１５８２を配置する。すなわち、第２の基板１５６２側で
は、第３の偏光板１５８１及び第４の偏光板１５８２により、積層された偏光板１５８３
が構成される。
【０６２２】
　第４の偏光板１５８２の吸収軸１５９８は、第３の偏光板１５８１の吸収軸１５９７と
同じである。よって吸収軸及び遅相軸のずれは図３８の構成のものと同じであるので、説
明は省略する。
【０６２３】
　また偏光板１５７１、１５８１、１５８２の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光
板１５７１、１５８１、１５８２の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０６２４】
　このように一方の円偏光板に積層された偏光板を有し、対向する偏光板同士の吸収軸が
クロスニコルとなるように配置することによっても、吸収軸方向の光漏れを低減すること
ができる。その結果、表示装置のコントラスト比を高めることができる。
【０６２５】
　なお、本実施の形態では、積層された偏光子の例として積層した偏光板を用い、一方の
基板側に１枚の偏光板、他方の基板側に２枚の偏光板を設けた例について説明したが、積
層する偏光子の数は２つでなくてもよく、３つ以上であってもよい。
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【０６２６】
　なお、本実施の形態は、本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に組み合わせて
実施することが可能である。
【０６２７】
［実施の形態２８］
　本実施の形態では、積層された偏光子を有する円偏光板と、１つの偏光子を有する円偏
光板とを用いた表示装置の概念について説明する。
【０６２８】
　本実施の形態は、透過型液晶表示装置（実施の形態７～実施の形態９）、及び両面射出
型発光表示装置（実施の形態１８～実施の形態１９）に応用することが可能である。
【０６２９】
　図４１に示すように、互いに対向するように配置された第１の基板１６６１及び第２の
基板１６６２に、表示素子を有する層１６６０が挟持されている。
【０６３０】
　表示素子は、液晶表示装置の場合は液晶素子であり、発光表示装置の場合はエレクトロ
ルミネッセンス素子であればよい。
【０６３１】
　第１の基板１６６１及び第２の基板１６６２としては透光性基板を用いる。透光性基板
としては、実施の形態２７で述べた基板１５６１及び１５６２と同様の材料を用いればよ
い。
【０６３２】
　基板１６６１及び１６６２それぞれの外側、つまり表示素子を有する層１６６０と接し
ない側には、積層された偏光子、単層構造の偏光子が設けられている。なお本実施の形態
では、積層された偏光子として、図２（Ａ）に示される１つの偏光膜を有する偏光板を積
層する構成を用いる。もちろん図２（Ｂ）や図２（Ｃ）に示される構成を用いてもよいの
は言うまでもない。
【０６３３】
　液晶表示装置では、バックライト（図示せず）からの光が、液晶素子を有する層、基板
、偏光子を通って外に取り出される。また発光表示装置では、エレクトロルミネッセンス
素子からの光が、第１の基板１６６１側及び第２の基板１６６２側に発光する。
【０６３４】
　液晶素子を有する層を通る光、または、エレクトロルミネッセンス素子より射出される
光は、偏光板により直線偏光にされる。すなわち、積層された偏光板、単層構造の偏光板
は、積層された直線偏光板と記すことができる。積層された偏光板は、２つ以上の偏光板
が積層された状態を指す。単層構造の偏光板は、１枚の偏光板が設けられた状態を指す。
【０６３５】
　そして図４１に示すように、第１の基板１６６１側には、基板側から順に位相差板１６
７５、第１の偏光板１６７１及び第２の偏光板１６７２を配置する。すなわち、第１の基
板１６６１側では、第１の偏光板１６７１及び第２の偏光板１６７２により積層された偏
光板１６７３が構成される。また第２の基板１６６２側には、基板側から順に、位相差板
１６７６、第３の偏光板１６８１を配置する。すなわち、第２の基板１６６２側では、第
３の偏光板１６８１により、単層構造の偏光板が構成される。
【０６３６】
　第１の偏光板１６７１の吸収軸１６９５と第２の偏光板１６７２の吸収軸１６９６は平
行になっており、つまり積層された偏光板１６７３はパラレルニコルとなるように配置さ
れる。また第１の位相差板１６７５の遅相軸１６９１は、第１の偏光板１６７１の吸収軸
１６９５及び第２の偏光板１６７２の吸収軸１６９６と４５°ずれるように配置される。
【０６３７】
　図４３（Ａ）には、吸収軸１６９５（及び１６９６）、遅相軸１６９１のずれ角を示す
。遅相軸１６９１が４５°をなし、吸収軸１６９５（及び１６９６）は０°をなし、これ
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らは４５°ずれた状態となる。
【０６３８】
　また第２の基板１６６２の外側には、順に位相差板１６７６、第３の偏光板１６８１が
設けられている。位相差板１６７６の遅相軸１６９２は、第３の偏光板１６８１の吸収軸
１６９７と４５°ずれるように配置される。
【０６３９】
　図４３（Ｂ）には、吸収軸１６９７、遅相軸１６９２のずれ角を示す。遅相軸１６９２
が４５°をなし、吸収軸１６９７は０°をなし、これらは４５°ずれた状態となる。
【０６４０】
　すなわち第１及び第２の直線偏光板１６７１及び１６７２の吸収軸１６９５及び１６９
６に対し、位相差板１６７５の遅相軸１６９１が４５°ずれるように配置され、第３の直
線偏光板１６８１の吸収軸１６９７に対し、位相差板１６７６の遅相軸１６９２が４５°
ずれるように配置され、第１及び第２の直線偏光板１６７１及び１６７２の吸収軸１６９
５及び１６９６に対し、第３の直線偏光板１６８１の吸収軸１６９７は平行になるように
配置される。
【０６４１】
　そして、第１の基板１６６１に設けられた、積層された偏光板１６７３の吸収軸１６９
５（及び１６９６）と、第２の基板１６６２に設けられた、積偏光板１６８１の吸収軸１
６９７とは平行とすることを特徴とする。すなわち、積層された偏光板１６７３と、単層
構造の偏光板１６８１、つまり対向する偏光板同士はパラレルニコルをなすように配置す
る。
【０６４２】
　また図４３（Ｃ）には、吸収軸１６９５及び遅相軸１６９１と、吸収軸１６９７及び遅
相軸１６９２とを重ねた状態を示しているが、パラレルニコルであることがわかる。
【０６４３】
　また偏光板１６７１、１６７２、１６８１の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光
板１６７１、１６７２、１６８１の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０６４４】
　なお、円偏光板には位相差板を数枚重ね合わせることによって位相差が９０度の波長範
囲を広げることができる広帯域化された円偏光板があるが、この場合においても第１の基
板１６６１の外側に配置する各位相差板の遅相軸と第２の基板１６６２の外側に配置する
各位相差板とで同じ位相差板の遅相軸同士は平行に配置され、かつ対向する偏光板の吸収
軸同士はパラレルニコル配置であればよい。
【０６４５】
　このように積層された偏光板同士の吸収軸がパラレルニコルとなるように積層すること
により、吸収軸方向の光漏れを低減することができる。そして、対向する偏光板同士をパ
ラレルニコルとなるように配置する。このような円偏光板を設けることにより、偏光板単
層同士がパラレルニコルとなるように配置された円偏光板と比べて光漏れを低減できる。
このため表示装置のコントラスト比を高めることができる。
【０６４６】
　また図４２に示すように、第１の基板１６６１側には、基板側から順に位相差板１６７
５、第１の偏光板１６７１を配置する。すなわち、第１の基板１６６１側では、第１の偏
光板１６７１により単層構造の偏光板が構成される。また第２の基板１６６２側には、基
板側から順に、位相差板１６７６、第３の偏光板１６８１、第４の偏光板１６８２を配置
する。すなわち、第２の基板１６６２側では、第３の偏光板１６８１及び第４の偏光板１
６８２により、積層された偏光板１６８３が構成される。
【０６４７】
　第４の偏光板１６８２の吸収軸１６９８は、第３の偏光板１６８１の吸収軸１６９７と
同じである。よって吸収軸及び遅相軸のずれは図４３の構成のものと同じであるので、説
明は省略する。
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【０６４８】
　また偏光板１６７１、１６８１、１６８２の消衰係数は同じであるとよい。さらに偏光
板１６７１、１６８１、１６８２の消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０６４９】
このように一方の円偏光板に積層された偏光板を有し、対向する偏光板同士の透過軸がパ
ラレルニコルとなるように配置することによっても、透過軸方向の光漏れを低減すること
ができる。その結果、表示装置のコントラスト比を高めることができる。
【０６５０】
　なお、本実施の形態では、積層された偏光子の例として積層した偏光板を用い、一方の
基板側に１枚の偏光板、他方の基板側に２枚の偏光板を設けた例について説明したが、積
層する偏光子の数は２つでなくてもよく、３つ以上であってもよい。
【０６５１】
　なお、本実施の形態は、本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に組み合わせて
実施することが可能である。
【０６５２】
［実施の形態２９］
【０６５３】
　液晶表示装置には、液晶の駆動方法に、基板に対して直交に電圧を印加する縦電界方式
、基板に対して平行に電圧を印加する横電界方式がある。本発明の複数の偏光板を設ける
構成は、縦電界方式であっても、横電界方式であっても適用することができる。そこで、
本実施の形態では、本発明の液晶表示装置を各種液晶モードに適用した形態について説明
する。
【０６５４】
　本実施の形態は、液晶表示装置（実施の形態４～実施の形態１５、実施の形態２５～実
施の形態２８）に応用することが可能である。
【０６５５】
　なお本実施の形態において、同じものは同じ符号で表している。
【０６５６】
　まず図４４（Ａ）～図４４（Ｂ）にはＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）モード
の液晶表示装置の模式図を示す。
【０６５７】
　互いに対向するように配置された第１の基板１２１及び第２の基板１２２に、液晶素子
を有する層１２０が挟持されている。そして第１の基板１２１側には、偏光子を有する層
１２５が形成され、第２の基板１２２側には、偏光子を有する層１２６が形成される。偏
光子を有する層１２５及び１２６は、実施の形態４～実施の形態１５及び実施の形態２５
～実施の形態２８に基づいた構成にすればよい。すなわち、積層された偏光子を含む円偏
光板を設けてもよいし、積層された偏光子のみで位相差板を設けない構成にしてもよい。
また表示素子を有する層の上下に設けられる偏光子の数は同じであってもよいし、異なっ
ていてもよい。さらに積層された偏光子の吸収軸は基板の上下でクロスニコルであっても
、パラレルニコルであってもよい。また反射型液晶表示装置を作製する場合は、偏光子を
有する層１２５及び１２６のいずれか一方を形成しなくてもよい。ただし反射型液晶表示
装置の場合は、黒表示を行うために位相差板と偏光子を両方設ける構造にする。
【０６５８】
　本実施の形態では、積層された偏光子の消衰係数は同じであるとよい。さらに積層され
た偏光子消衰係数の波長分布は同じであってもよい。
【０６５９】
　第１の基板１２１、及び第２の基板１２２上には、それぞれ第１の電極１２７、第２の
電極１２８が設けられている。そして透過型液晶表示装置の場合は、バックライトと反対
側、つまり表示面側の電極、例えば第２の電極１２８は、少なくとも透光性を有するよう
に形成する。また反射型液晶表示装置の場合は、第１の電極１２７または第２の電極１２
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８のいずれか一方を反射性を有するようにし、他方を透光性を有するようにする。
【０６６０】
　このような構成を有する液晶表示装置において、ノーマリーホワイトモードの場合、第
１の電極１２７及び第２の電極１２８に電圧が印加（縦電界方式と呼ぶ）されると、図４
４（Ａ）に示すように黒色表示が行われる。このとき液晶分子１１６は縦に並んだ状態と
なる。すると透過型液晶表示装置の場合、バックライトからの光は、基板を通過すること
ができず黒色表示となる。また反射型液晶表示装置の場合は、位相差板が設けられており
、外からの光は偏光子の透過軸方向に振動する光の成分だけ透過し直線偏光となり、この
光が位相差板を通過すると円偏光となる（例えば右円偏光）。この右円偏光が反射板（も
しくは反射電極）で反射されると左円偏光となるが、左円偏光が位相差板を通過すると偏
光子の透過軸に対して垂直（吸収軸に対して平行）に振動する直線偏光となる。したがっ
て、偏光子の吸収軸で光は吸収されてしまうために黒表示となる。
【０６６１】
　そして図４４（Ｂ）に示すように、第１の電極１２７及び第２の電極１２８の間に電圧
が印加されていないときは白色表示となる。このとき、液晶分子１１６は横に並び、平面
内で回転している状態となる。その結果、透過型液晶表示装置の場合は、バックライトか
らの光は、偏光子を有する層１２５及び１２６が設けられた基板を通過することができ、
所定の映像表示が行われる。また反射液晶表示装置の場合は、反射光が、偏光子を有する
層が設けられた基板を通過することで、所定の映像表示が行われる。このとき、カラーフ
ィルタを設けることにより、フルカラー表示を行うことができる。カラーフィルタは、第
１の基板１２１側、又は第２の基板１２２側のいずれかに設けることができる。
【０６６２】
　ＴＮモードに使用される液晶材料は、公知のものを使用すればよい。
【０６６３】
　図４５（Ａ）～図４５（Ｂ）にはＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｙ　Ａｌｉｇｎｅｄ）モー
ドの液晶表示装置の模式図を示す。ＶＡモードは、無電界の時に液晶分子が基板に垂直と
なるように配向されているモードである。
【０６６４】
　図４５（Ａ）～図４５（Ｂ）の液晶表示装置は、図４４（Ａ）～図４４（Ｂ）と同様で
あり、第１の基板１２１、及び第２の基板１２２上には、それぞれ第１の電極１２７、第
２の電極１２８が設けられている。そして透過型液晶表示装置の場合、バックライトと反
対側、つまり表示面側の電極、例えば第２の電極１２８は、少なくとも透光性を有するよ
うに形成する。また反射型液晶表示装置の場合は、第１の電極１２７または第２の電極１
２８のいずれか一方を反射性を有するようにし、他方を透光性を有するようにする。
【０６６５】
　このような構成を有する液晶表示装置において、第１の電極１２７及び第２の電極１２
８に電圧が印加される（縦電界方式）と、図４５（Ａ）に示すように白色表示が行われる
オン状態となる。このとき液晶分子１１６は横に並んだ状態となる。すると透過型液晶表
示装置の場合、バックライトからの光は、偏光子を有する層１２５及び１２６が設けられ
た基板を通過することができ、所定の映像表示が行われる。また反射液晶表示装置の場合
は、反射光が、偏光子を有する層が設けられた基板を通過することで、所定の映像表示が
行われる。このとき、カラーフィルタを設けることにより、フルカラー表示を行うことが
できる。カラーフィルタは、第１の基板１２１側、又は第２の基板１２２側のいずれかに
設けることができる。
【０６６６】
　そして図４５（Ｂ）に示すように、第１の電極１２７及び第２の電極１２８の間に電圧
が印加されていないときは黒色表示、つまりオフ状態とする。このとき、液晶分子１１６
は縦に並んだ状態となる。その結果透過型液晶表示装置の場合は、バックライトからの光
は基板を通過することができず、黒色表示となる。また反射型液晶表示装置の場合は、位
相差板が設けられており、外からの光は偏光子の透過軸方向に振動する光の成分だけ透過
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し直線偏光となり、この光が位相差板を通過すると円偏光となる（例えば右円偏光）。こ
の右円偏光が反射板（もしくは反射電極）で反射されると左円偏光となるが、左円偏光が
位相差板板を通過すると偏光子の透過軸に対して垂直（吸収軸に対して平行）に振動する
直線偏光となる。したがって、偏光子の吸収軸で光は吸収されてしまうために黒表示とな
る。
【０６６７】
　このようにオフ状態では、液晶分子１１６が基板に対して垂直に立ち上がって、黒表示
となり、オン状態では液晶分子１１６が基板に対して水平に倒れて白表示となる。オフ状
態では液晶分子１１６が立ち上がっているため、透過型液晶表示装置の場合では、偏光さ
れたバックライトからの光は、液晶分子１１６の影響を受けることなくセル内を通過し、
対向基板側の偏光子で完全に遮断することができる。反射型液晶表示装置の場合は上記の
通りである。そのため、偏光子を有する層を設けることにより、さらなるコントラストの
向上が見込まれる。
【０６６８】
　ＶＡモードに使用される液晶材料は、公知のものを使用すればよい。
【０６６９】
　また液晶の配向が分割されたＭＶＡモードに、本発明を適用することもできる。
【０６７０】
　図４６（Ａ）～図４６（Ｂ）にＭＶＡ（Ｍｕｌｔｉ－ｄｏｍａｉｎ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ
ｌｙ　Ａｌｉｇｎｅｄ）モードの液晶表示装置の模式図を示す。
【０６７１】
　図４６（Ａ）～図４６（Ｂ）の液晶表示装置は、図４４（Ａ）～図４４（Ｂ）と同様で
あり、第１の基板１２１、及び第２の基板１２２上には、それぞれ第１の電極１２７、第
２の電極１２８が設けられている。そして透過型液晶表示装置の場合、バックライトと反
対側、つまり表示面側の電極、例えば第２の電極１２８は、少なくとも透光性を有するよ
うに形成する。また反射型液晶表示装置の場合は、第１の電極１２７または第２の電極１
２８のいずれか一方を反射性を有するようにし、他方を透光性を有するようにする。
【０６７２】
　第１の電極１２７及び第２の電極１２８上にはそれぞれ、複数の突起（リブともいう）
１１８が形成されている。突起１１８は、アクリル等の樹脂で形成すればよい。突起１１
８は左右対称、望ましくは四面体であればよい。
【０６７３】
　ＭＶＡ方式では、突起１１８に対して、液晶分子１１６が左右対称に傾くように駆動さ
れる。これにより左右方向から見た色の差をおさえられる。画素内で液晶分子１１６の傾
く方向を変えるとどの目線からも色のムラがでない。
【０６７４】
　図４６（Ａ）は印加電圧が印加された状態、すなわちオン状態の図を示している。オン
状態のとき、傾斜電界がかかることより液晶分子１１６は突起１１８の傾斜方向に倒れる
。これにより液晶分子１１６の長軸が偏光子の吸収軸に交わるので、光が出力側である、
偏光子を有する層１２５及び１２６の一方を透過することから、明状態（白表示）となる
。
【０６７５】
　図４６（Ｂ）は印加電圧が印加されない状態、すなわちオフ状態であるときの図を示し
ている。オフ状態のとき、液晶分子１１６は基板１２１及び１２２に対して垂直に配向し
ている。このため基板１２１又は基板１２２に設けられた偏光子を有する層１２５及び１
２６のいずれか一方から入った入射光はそのまま液晶分子１１６を透過するため、出力側
である、偏光子を有する層１２５及び１２６の他方と直交する。よって光は出力されない
ことから暗状態（黒表示）となる。
【０６７６】
　突起１１８を設けることにより、液晶分子１１６が突起１１８の傾斜方向に倒れるよう
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に駆動され、対称性があり視角特性のよい表示を得ることができる。
【０６７７】
　図４７（Ａ）～図４７（Ｂ）には、ＭＶＡモードの別の例を示す。第１の電極１２７ま
たは第２の電極１２８のいずれか一方、本実施の形態では第１の電極１２７に突起１１８
を設け、第１の電極１２７または第２の電極１２８の他方、本実施の形態では第２の電極
１２８の一部を除去して、スリット１１９を形成する。
【０６７８】
　図４７（Ａ）は印加電圧が印加された状態、すなわちオン状態の図を示している。オン
状態のとき、印加電圧が印加されると、突起１１８を設けていなくてもスリット１１９近
傍に斜め電界が発生する。傾斜電界がかかることより液晶分子１１６は突起１１８の傾斜
方向に倒れる。これにより液晶分子１１６の長軸が偏光子の吸収軸に交わるので、光が出
力側である、偏光子を有する層１２５及び１２６の一方を透過することから、明状態（白
表示）となる。
【０６７９】
　図４７（Ｂ）は印加電圧が印加されない状態、すなわちオフ状態であるときの図を示し
ている。オフ状態のとき、液晶分子１１６は基板１２１及び１２２に対して垂直に配向し
ている。このため基板１２１又は基板１２２に設けられた偏光子を有する層１２５及び１
２６のいずれか一方から入った入射光はそのまま液晶分子１１６を透過するため、出力側
である、偏光子を有する層１２５及び１２６の他方と直交する。よって光は出力されない
ことから暗状態（黒表示）となる。
【０６８０】
　なおＭＶＡモードに使用される液晶材料は、公知のものを使用すればよい。
【０６８１】
　図４８は、図４７（Ａ）～図４７（Ｂ）のＭＶＡモードの液晶表示装置において、任意
の一画素の上面図の例である。
【０６８２】
　画素のスイッチング素子となるＴＦＴ２５１は、ゲート配線２５２、ゲート絶縁膜、島
状半導体膜２５３、ソース電極２５７及びドレイン電極２５６を有している。
【０６８３】
　なお、本実施の形態では、ソース電極２５７とソース配線２５８は同じ工程及び同じ材
料で形成されているが、別の材料及び別の工程を用いて形成し、電気的に接続されていて
もよい。
【０６８４】
　なお、画素電極２５９は、ドレイン電極２５６と電気的に接続されている。
【０６８５】
　画素電極２５９には、複数の溝２６３が形成されている。
【０６８６】
　またゲート配線２５２と画素電極２５９が重なる領域には、ゲート絶縁膜を誘電体とし
て、補助容量２６７が形成される。
【０６８７】
　対向基板に設けられる対向電極（図示せず）側には、複数の突起（リブともいう）２６
５が形成されている。突起２６５は、アクリル等の樹脂で形成すればよい。突起２６５は
左右対称、望ましくは四面体であればよい。
【０６８８】
　図５３（Ａ）～図５３（Ｂ）にはＰＶＡ（Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａ
ｌｉｇｎｍｅｎｔ）モードの液晶表示装置の模式図を示す。
【０６８９】
　図５３（Ａ）～図５３（Ｂ）は、液晶分子１１６の動きを表した図である。
【０６９０】
　ＰＶＡモードでは、電極１２７の溝１７３と電極１２８の溝１７４がずらして配置され
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ており、液晶分子１１６が、お互いにずれた溝１７３及び１７４に向かって配向すること
で、光が透過する。
【０６９１】
　図５３（Ａ）（Ｂ）は印加電圧が印加された状態、すなわちオン状態の図を示している
。オン状態では、斜めに電界がかかることより液晶分子１１６は斜めに傾くこととなる。
これにより液晶分子１１６の長軸が偏光子の吸収軸に交わるので、光が出力側である、偏
光子を有する層１２５及び１２６の一方を透過することから、明状態（白表示）となる。
【０６９２】
　図５３（Ｂ）は印加電圧が印加されない状態、すなわちオフ状態であるときの図を示し
ている。オフ状態のとき、液晶分子１１６は基板１２１及び１２２に対して垂直に配向し
ているため、基板１２１又は基板１２２に設けられた偏光子を有する層１２５及び１２６
から入った入射光はそのまま液晶分子１１６を透過するため、出力側の偏光板と直交する
。よって光は出力されないことから暗状態（黒表示）となる。
【０６９３】
　電極１２７に溝１７３、及び、電極１２８に溝１７４を設けることにより、溝１７３及
び１７４に向かう斜めの電界によって、液晶分子１１６が斜めに駆動され、上下方向や左
右方向だけでなく斜め方向にも対称性があり視角特性のよい表示を得ることができる。
【０６９４】
　図５４は、図５３（Ａ）～図５３（Ｂ）のＰＶＡモードの液晶表示装置において、任意
の一画素の上面図の例である。
【０６９５】
　画素のスイッチング素子となるＴＦＴ１９１は、ゲート配線１９２、ゲート絶縁膜、島
状半導体膜１９３、ソース電極１９７及びドレイン電極１９６を有している。
【０６９６】
　ソース電極１９７とソース配線１９８は便宜上分けているが、同一の導電膜から形成さ
れ互いに接続されている。またドレイン電極１９６も、ソース電極１９７とソース配線１
９８と同一の材料及び同じ工程で形成される。
【０６９７】
　ドレイン電極１９６と電気的に接続されている画素電極１９９には、複数の溝２０７が
形成されている。
【０６９８】
　また画素電極１９９とゲート配線１９２が重なる領域には、ゲート絶縁膜を挟んで、補
助容量２０８が形成される。
【０６９９】
　また、対向基板に形成される対向電極（図示せず）には、複数の溝２０６が形成されて
いる。対向電極の溝２０６は、画素電極１９９の溝２０７と互い違いになるように配置さ
れている。
【０７００】
　ＰＶＡ方式の液晶表示装置では、対称性があり視角特性のよい表示を得ることができる
。
【０７０１】
　図４９（Ａ）～図４９（Ｂ）にはＯＣＢモードの液晶表示装置の模式図を示す。ＯＣＢ
モードは、液晶層内で液晶分子の配列が光学的に補償状態を形成しており、これはベンド
配向と呼ばれる。
【０７０２】
　図４９（Ａ）～図４９（Ｂ）の液晶表示装置は、図４４（Ａ）～図４４（Ｂ）と同様で
あり、第１の基板１２１、及び第２の基板１２２上には、それぞれ第１の電極１２７、第
２の電極１２８が設けられている。そして透過型液晶表示装置の場合、バックライトと反
対側、つまり表示面側の電極、例えば第２の電極１２８は、少なくとも透光性を有するよ
うに形成する。また反射型液晶表示装置の場合は、第１の電極１２７または第２の電極１
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２８のいずれか一方を反射性を有するようにし、他方を透光性を有するようにする。
【０７０３】
　このような構成を有する液晶表示装置において、第１の電極１２７及び第２の電極１２
８に電圧が印加される（縦電界方式）と、図４９（Ａ）に示すように黒色表示が行われる
。このとき液晶分子１１６は縦に並んだ状態となる。その結果透過型液晶表示装置の場合
は、バックライトからの光は基板を通過することができず、黒色表示となる。また反射型
液晶表示装置の場合は、位相差板が設けられており、外からの光は偏光子の透過軸方向に
振動する光の成分だけ透過し直線偏光となり、この光が位相差板を通過すると円偏光とな
る（例えば右円偏光）。この右円偏光が反射板（もしくは反射電極）で反射されると左円
偏光となるが、左円偏光が位相差板を通過すると偏光子の透過軸に対して垂直（吸収軸に
対して平行）に振動する直線偏光となる。したがって、偏光子の吸収軸で光は吸収されて
しまうために黒表示となる。
【０７０４】
　そして図４９（Ｂ）に示すように、第１の電極１２７及び第２の電極１２８の間に電圧
が印加されていないときは白色表示となる。このとき、液晶分子１１６は斜めに並んだ状
態となる。すると透過型液晶表示装置の場合、バックライトからの光は、偏光子を有する
層１２５及び１２６が設けられた基板を通過することができ、所定の映像表示が行われる
。また反射液晶表示装置の場合は、反射光が、偏光子を有する層が設けられた基板を通過
することで、所定の映像表示が行われる。このとき、カラーフィルタを設けることにより
、フルカラー表示を行うことができる。カラーフィルタは、第１の基板１２１側、又は第
２の基板１２２側のいずれかに設けることができる。
【０７０５】
　このようなＯＣＢモードでは、他モードで生じる液晶層での複屈折を液晶層のみで補償
することにより視野角の依存性をなくすことができ、さらに本発明の偏光子を有する層に
よりコントラスト比を高めることができる。
【０７０６】
　図５０（Ａ）～図５０（Ｂ）にはＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モ
ードの液晶表示装置の模式図を示す。ＩＰＳモードは、液晶分子を基板に対して常に平面
内で回転させるモードであり、電極は一方の基板側のみに設けた横電界方式をとる。
【０７０７】
　ＩＰＳモードは一方の基板に設けられた一対の電極により液晶を制御することを特徴と
する。そのため、第２の基板１２２上に一対の電極１５５、１５６が設けられている。一
対の電極１５５、１５６は、それぞれ透光性を有するとよい。
【０７０８】
　このような構成を有する液晶表示装置において、一対の電極１５５，１５６に電圧が印
加されると、図５０（Ａ）に示すように白色表示が行われるオン状態となる。すると透過
型液晶表示装置の場合、バックライトからの光は、偏光子を有する層１２５及び１２６が
設けられた基板を通過することができ、所定の映像表示が行われる。また反射液晶表示装
置の場合は、反射光が、偏光子を有する層が設けられた基板を通過することで、所定の映
像表示が行われる。このとき、カラーフィルタを設けることにより、フルカラー表示を行
うことができる。カラーフィルタは、第１の基板１２１側、又は第２の基板１２２側のい
ずれかに設けることができる。
【０７０９】
　そして図５０（Ｂ）に示すように、一対の電極１５５、１５６の間に電圧が印加されて
いないとき黒表示、つまりオフ状態とする。このとき、液晶分子１１６は、横に並び、且
つ平面内で回転した状態となる。その結果透過型液晶表示装置の場合は、バックライトか
らの光は基板を通過することができず、黒色表示となる。また反射型液晶表示装置の場合
は、必要に応じて位相差板が設けられており、液晶層を含めて位相を９０°ずらすことに
より、黒表示となる。
【０７１０】
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　ＩＰＳモードに使用される液晶材料は、公知のものを使用すればよい。
【０７１１】
　図５１（Ａ）～図５１（Ｄ）に、一対の電極１５５及び１５６の例を示す。図５１（Ａ
）では、一対の電極１５５及び１５６は波状の形状をしている。また図５１（Ｂ）では、
一対の電極１５５及び１５６は、一部円状の形状を有している。また図５１（Ｃ）では、
格子状の電極１５５と櫛状の電極１５６が形成されている。また図５１（Ｄ）では、一対
の電極１５５及び１５６それぞれが櫛状の電極である。
【０７１２】
　図５２は、図５０（Ａ）～図５０（Ｂ）のＩＰＳモードの液晶表示装置において、任意
の一画素の上面図の例である。
【０７１３】
　基板上に、ゲート配線２３２及びコモン配線２３３が形成されている。ゲート配線２３
２及びコモン配線２３３は、同一の材料、同一の層及び同一の工程で形成されている。
【０７１４】
　画素のスイッチング素子となるＴＦＴ２３１は、ゲート配線２３２、ゲート絶縁膜、島
状半導体膜２３７、ソース電極２３８及びドレイン電極２３６を有している。
【０７１５】
　ソース電極２３８とソース配線２３５は便宜上分けているが、同一の導電膜から形成さ
れ互いに接続されている。またドレイン電極２３６も、ソース電極２３８とソース配線２
３５と同一の材料及び同じ工程で形成される。
【０７１６】
　ドレイン電極２３６と画素電極２４１は、電気的にも接続されている。
【０７１７】
　画素電極２４１と、複数のコモン電極２４２のそれぞれは、同一の材料及び同じ工程で
形成される。コモン電極２４２は、ゲート絶縁膜中のコンタクトホール２３４を介して、
コモン配線２３３と電気的に接続されている。
【０７１８】
　画素電極２４１とコモン電極２４２との間で、基板に平行な横方向電界が発生し、液晶
を制御する。
【０７１９】
　ＩＰＳモードの液晶表示装置は、液晶分子１１６が斜めに立ち上がることがないため、
見る角度による光学特性の変化が少なく、広視野特性を得ることができる。
【０７２０】
　本発明の偏光子を有する層を横電界方式の液晶表示装置に適用すると、反射光の写り込
みを抑制できるうえ、高コントラスト比の表示とすることができる。このような横電界方
式は、携帯用の表示装置に好適である。
【０７２１】
　図５５（Ａ）～図５５（Ｂ）には、ＦＬＣ（強誘電液晶、Ｆｅｒｒｏ－Ｅｌｅｃｔｒｉ
ｃ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モード及びＡＦＬＣ（反強誘電液晶、Ａｎｔｉｆｅ
ｒｒｏ－Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モードの液晶表示装置の模
式図を示す。
【０７２２】
　図５５（Ａ）～図５５（Ｂ）の液晶表示装置は、図４４（Ａ）～図４４（Ｂ）と同様で
あり、第１の基板１２１、及び第２の基板１２２上には、それぞれ第１の電極１２７、第
２の電極１２８が設けられている。そして透過型液晶表示装置の場合、バックライトと反
対側、つまり表示面側の電極、例えば第２の電極１２８は、少なくとも透光性を有するよ
うに形成する。また反射型液晶表示装置の場合は、第１の電極１２７または第２の電極１
２８のいずれか一方を反射性を有するようにし、他方を透光性を有するようにする。
【０７２３】
　このような構成を有する液晶表示装置において、第１の電極１２７及び第２の電極１２
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８に電圧が印加（縦電界方式と呼ぶ）されると、図５５（Ａ）に示すように白色表示とな
る。このとき、液晶分子１１６は横に並び、平面内で回転している状態となる。すると透
過型液晶表示装置の場合、バックライトからの光は、偏光子を有する層１２５及び１２６
が設けられた基板を通過することができ、所定の映像表示が行われる。また反射液晶表示
装置の場合は、反射光が、偏光子を有する層が設けられた基板を通過することで、所定の
映像表示が行われる。このとき、カラーフィルタを設けることにより、フルカラー表示を
行うことができる。カラーフィルタは、第１の基板１２１側、又は第２の基板１２２側の
いずれかに設けることができる。
【０７２４】
　そして図５５（Ｂ）に示すように、第１の電極１２７及び第２の電極１２８の間に電圧
が印加されていないときは黒色表示が行われる。このとき液晶分子１１６は横に並んだ状
態になる。その結果透過型液晶表示装置の場合は、バックライトからの光は基板を通過す
ることができず、黒色表示となる。また反射型液晶表示装置の場合は、必要に応じて位相
差板が設けられており、液晶層を含めて位相を９０°ずらすことにより、黒表示となる。
【０７２５】
　ＦＬＣモード及びＡＦＬＣモードに使用される液晶材料は、公知のものを使用すればよ
い。
【０７２６】
　次に本発明をＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード及びＡ
ＦＦＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モードの
液晶表示装置に応用した例について説明する。
【０７２７】
　図５６（Ａ）～図５６（Ｂ）にＡＦＦＳモードの液晶表示装置の模式図を示す。
【０７２８】
　図５６（Ａ）～図５６（Ｂ）の液晶表示装置において、図４４（Ａ）～図４４（Ｂ）と
同様のものは同じ符号で示す。第２の基板１２２上には、第１の電極２７１、絶縁層２７
３、第２の電極２７２が設けられている。第１の電極２７１及び第２の電極２７２は透光
性を有している。
【０７２９】
　図５６（Ａ）に示すように、第１の電極２７１と第２の電極２７２に印加電圧が印加さ
れると、水平方向の電界２７５が発生させる。液晶分子１１６は水平方向に回転し、ねじ
れることで光を通す。液晶分子の回転角は様々なので、斜めに入射してきた光も通るもの
である。すると透過型液晶表示装置の場合、バックライトからの光は、偏光子を有する層
１２５及び１２６が設けられた基板を通過することができ、所定の映像表示が行われる。
また反射液晶表示装置の場合は、反射光が、偏光子を有する層が設けられた基板を通過す
ることで、所定の映像表示が行われる。このとき、カラーフィルタを設けることにより、
フルカラー表示を行うことができる。カラーフィルタは、第１の基板１２１側、又は第２
の基板１２２側のいずれかに設けることができる。
【０７３０】
　そして図５０（Ｂ）に示すように、第１の電極２７１と第２の電極２７２の間に電圧が
印加されていないとき黒表示、つまりオフ状態とする。このとき、液晶分子１１６は、横
に並び、且つ平面内で回転した状態となる。その結果透過型液晶表示装置の場合は、バッ
クライトからの光は基板を通過することができず、黒色表示となる。また反射型液晶表示
装置の場合は、必要に応じて位相差板が設けられており、液晶層を含めて位相を９０°ず
らすことにより、黒表示となる。
【０７３１】
　ＦＦＳモード及びＡＦＦＳモードに使用される液晶材料は、公知のものを使用すればよ
い。
【０７３２】
　図５７（Ａ）～図５７（Ｄ）に、第１の電極２７１及び第２の電極２７２の例を示す。
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図５７（Ａ）～図５７（Ｄ）において、第１の電極２７１は全面に形成されており、第２
の電極２７２が様々な形状を有している。図５７（Ａ）では、第２の電極２７２は短冊状
の電極が斜めに並ぶ構成になっている。また図５７（Ｂ）では、第２の電極２７２は、一
部円状の形状を有している。また図５７（Ｃ）では、第２の電極２７２は、ジグザグ状に
形成されている。また図５１（Ｄ）では、第２の電極２７２が櫛状である。
【０７３３】
　その他、本発明は旋光モード、散乱モード、複屈折モードの液晶表示装置において適用
できる。
【０７３４】
　なお、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【０７３５】
［実施の形態３０］
　本実施の形態では、上述した実施の形態４～実施の形態１５、実施の形態２５～実施の
形態２８の液晶表示装置を、２Ｄ／３Ｄ切替型（２次元／３次元切替型）液晶表示パネル
に応用した例を示す。
【０７３６】
　本実施の形態の２Ｄ／３Ｄ切替型液晶表示パネルの構成を図５８に示す。
【０７３７】
　図５８に示すように、２Ｄ／３Ｄ切替型液晶表示パネルは、表示用液晶パネル３５０、
位相差板３６０、スイッチング液晶パネル３７０を貼り合わせた構成となっている。
【０７３８】
　表示用液晶パネル３５０は、ＴＦＴ液晶表示パネルとして具備されており、第１の偏光
板３５１、対向基板３５２、液晶層３５３、アクティブマトリクス基板３５４、および第
２の偏光板３５５が積層されてなり、アクティブマトリクス基板３５４には、表示を行う
べき画像に対応した画像データがＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃ
ｕｉｔ）等の配線３８１を介して入力される。
【０７３９】
　すなわち、表示用液晶パネル３５０は、上記２Ｄ／３Ｄ切替型液晶表示パネルに対し、
画像データに応じた表示画面を生成する機能を与えるために備えられている。尚、表示画
面を生成する機能を有するものであれば、表示用液晶パネル３５０における表示方式（Ｔ
Ｎ方式やＳＴＮ方式）や駆動方式（アクティブマトリクス駆動やパッシブマトリクス駆動
）は特に限定されるものではない。
【０７４０】
　位相差板３６０は、視差バリアの一部として機能するものであり、透光性を有する基板
に配向膜を形成し、さらにその上に液晶層を積層してなる構成である。
【０７４１】
　スイッチング液晶パネル３７０は、駆動側基板３７１、液晶層３７２、対向基板３７３
、および第３の偏光板３７４が積層されてなり、駆動側基板３７１には液晶層３７２のオ
ン時に駆動電圧を印加するための配線３８２が接続されている。
【０７４２】
　スイッチング液晶パネル３７０は、液晶層３７２のオン／オフに応じて、スイッチング
液晶パネル３７０を透過する光の偏光状態を切り替えるために配置されている。尚、スイ
ッチング液晶パネル３７０は表示用液晶パネル３５０のようにマトリクス駆動される必要
は無く、駆動側基板３７１および対向基板３７３に備えられる駆動電極はスイッチング液
晶パネル３７０のアクティブエリア全面に形成されればよい。
【０７４３】
　次に、上記構成の２Ｄ／３Ｄ切替型液晶表示パネルの表示動作について説明する。
【０７４４】
　光源から射出された入射光は、最初に、スイッチング液晶パネル３７０の第３の偏光板
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３７４によって偏光される。また、スイッチング液晶パネル３７０は、３Ｄ表示時はオフ
の状態で位相差板（ここでは１／２波長板）として作用する。
【０７４５】
　また、スイッチング液晶パネル３７０を通過した光は、次に位相差板３６０に入射され
る。位相差板３６０は第１の領域と第２の領域を有しており、第１の領域と第２の領域の
ラビング方向が異なっている。ラビング方向が異なるということは、すなわち遅相軸の方
向が異なるため、第１の領域を通過した光と第２の領域を通過した光とでは、その偏光状
態が異なる。例えば、第１の領域を通過した光と第２の領域を通過した光との偏光軸は９
０°異なっている。また、位相差板３６０は、位相差板３６０に含まれる液晶層の複屈折
率異方性と膜厚により、１／２波長板として作用するように設定されている。
【０７４６】
　位相差板３６０を通過した光は、表示用液晶パネル３５０の第２の偏光板３５５に入射
される。３Ｄ表示時には、位相差板３６０の第１の領域を通過した光の偏光軸は第２の偏
光板３５５の透過軸と平行であり、第１の領域を通過した光は第２の偏光板３５５を透過
する。一方で、第２の領域を通過した光の偏光軸は第２の偏光板３５５の透過軸と９０°
の角度をなし、第２の領域を通過した光は第２の偏光板３５５を透過しない。
【０７４７】
　すなわち、位相差板３６０との第２の偏光板３５５との関連した光学作用によって視差
バリアの機能が達成され、位相差板３６０における第１の領域が透過領域、第２の領域が
遮断領域となる。
【０７４８】
　第２の偏光板３５５を通過した光は、表示用液晶パネル３５０の液晶層３５３において
黒表示を行う画素と白表示を行う画素とで異なる光学変調を受け、白表示を行う画素によ
って光学変調を受けた光のみが第１の偏光板３５１を透過することで画像表示が行われる
。
【０７４９】
　この時、上記視差バリアの透過領域を通過することや特定の視野角が与えられた光が、
表示用液晶パネル３５０において右目用画像および左目用画像のそれぞれに対応する画素
を通過することで右目用画像と左目用画像とが異なる視野角に分離され、３Ｄ表示が行わ
れる。
【０７５０】
　また、２Ｄ表示が行われる場合には、スイッチング液晶パネル３７０がオンされ、スイ
ッチング液晶パネル３７０を通過する光に対して光学変調が与えられない。スイッチング
液晶パネル３７０を通過した光は、次に位相差板３６０を通過することで、第１の領域を
通過した光と第２の領域を通過した光とで異なる偏光状態が与えられる。
【０７５１】
　しかしながら、２Ｄ表示の場合では、３Ｄ表示の場合とは異なり、スイッチング液晶パ
ネル３７０での光学変調作用が無いため、位相差板３６０を通過した光の偏光軸は、第２
の偏光板３５５の透過軸に対して、左右対称の角度のずれが生じることとなる。このため
、位相差板３６０の第１の領域を通過した光、第２の領域を通過した光ともに、第２の偏
光板３５５を同じ透過率で透過し、位相差板３６０と第２の偏光板３５５との関連した光
学作用による視差バリアの機能が達成されず（特定の視野角が与えられない）、２Ｄ表示
となる。
【０７５２】
　なお、本実施の形態は、必要であれば本明細書中の他の実施の形態及び実施例と自由に
組み合わせて実施することが可能である。
【０７５３】
［実施の形態３１］
　本発明の表示装置を応用した電子機器として、テレビジョン装置（単にテレビ、又はテ
レビジョン受信機ともよぶ）、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラなどのカメラ、携
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帯電話装置（単に携帯電話機、携帯電話ともよぶ）、ＰＤＡ等の携帯情報端末、携帯型ゲ
ーム機、コンピュータ用のモニター、コンピュータ、カーオーディオ等の音響再生装置、
家庭用ゲーム機等の記録媒体を備えた画像再生装置等が挙げられる。その具体例について
、図６５（Ａ）～図６５（Ｆ）を参照して説明する。
【０７５４】
　図６５（Ａ）に示す携帯情報端末機器は、本体１７０１、表示部１７０２等を含んでい
る。表示部１７０２は、本発明の表示装置を適用することができる。その結果、コントラ
スト比の高い携帯情報端末機器を提供することができる。
【０７５５】
　図６５（Ｂ）に示すデジタルビデオカメラは、表示部１７１１、表示部１７１２等を含
んでいる。表示部１７１１は本発明の表示装置を適用することができる。その結果、コン
トラスト比の高いデジタルビデオカメラを提供することができる。
【０７５６】
　図６５（Ｃ）に示す携帯電話機は、本体１７２１、表示部１７２２等を含んでいる。表
示部１７２２は、本発明の表示装置を適用することができる。その結果、コントラスト比
の高い携帯電話機を提供することができる。
【０７５７】
　図６５（Ｄ）に示す携帯型のテレビジョン装置は、本体１７３１、表示部１７３２等を
含んでいる。表示部１７３２は、本発明の表示装置を適用することができる。その結果、
コントラスト比の高い携帯型のテレビジョン装置を提供することができる。またテレビジ
ョン装置としては、携帯電話機などの携帯端末に搭載する小型のものから、持ち運びをす
ることができる中型のもの、また、大型のもの（例えば４０インチ以上）まで、幅広いも
のに、本発明の表示装置を適用することができる。
【０７５８】
　図６５（Ｅ）に示す携帯型のコンピュータは、本体１７４１、表示部１７４２等を含ん
でいる。表示部１７４２は、本発明の表示装置を適用することができる。その結果、コン
トラスト比の高い携帯型のコンピュータを提供することができる。
【０７５９】
　図６５（Ｆ）に示すテレビジョン装置は、本体１７５１、表示部１７５２等を含んでい
る。表示部１７５２は、本発明の表示装置を適用することができる。その結果、コントラ
スト比の高いテレビジョン装置を提供することができる。
【０７６０】
　図６５（Ｆ）のテレビジョン装置の詳しい構成を図６６～図６８に示す。
【０７６１】
　図６６は表示パネル１８０１と、回路基板１８０２を組み合わせた液晶モジュールまた
は発光表示モジュール（ＥＬモジュール）を示している。回路基板１８０２には、例えば
、コントロール回路１８０３や信号分割回路１８０４などが形成されている。表示パネル
１８０１と回路基板１８０２は、接続配線１８０８により電気的に接続されている。
【０７６２】
　この表示パネル１８０１は、画素部１８０５と、走査線駆動回路１８０６、選択された
画素にビデオ信号を供給する信号線駆動回路１８０７を備えており、この構成は図２０、
図２１、図３２と同様である。
【０７６３】
　この液晶モジュールまたは発光表示モジュールにより液晶テレビジョン装置あるいは発
光表示テレビジョン装置を完成させることができる。図６７は、液晶テレビジョン装置あ
るいは発光表示テレビジョン装置の主要な構成を示すブロック図である。チューナ１８１
１は映像信号と音声信号を受信する。映像信号は、映像波増幅回路１８１２と、そこから
出力される信号を赤、緑、青の各色に対応した色信号に変換する映像信号処理回路１８１
３と、その映像信号をドライバＩＣの入力仕様に変換するためのコントロール回路１８０
３により処理される。コントロール回路１８０３は、走査線側と信号線側にそれぞれ信号
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が出力する。デジタル駆動する場合には、信号線側に信号分割回路１８０４を設け、入力
デジタル信号をｍ個に分割して供給する構成としても良い。
【０７６４】
　チューナ１８１１で受信した信号のうち、音声信号は音声波増幅回路１８１４に送られ
、その出力は音声信号処理回路１８１５を経てスピーカ１８１６に供給される。制御回路
１８１７は受信局（受信周波数）や音量の制御情報を入力部１８１８から受け、チューナ
１８１１や音声信号処理回路１８１５に信号を送出する。
【０７６５】
　図６８に示すように、液晶モジュールあるいは発光表示モジュールを本体１７５１に組
みこんで、テレビ受像機を完成させることができる。液晶モジュールあるいは発光表示モ
ジュールにより、表示部１７５２が形成される。また、スピーカ１８１６、操作スイッチ
１８１９などが適宜備えられている。
【０７６６】
　本発明により、表示パネル１８０１を含んで構成されることにより、コントラスト比の
高いテレビジョン装置を得ることが可能になる。
【０７６７】
　勿論、本発明はテレビ受像機に限定されず、パーソナルコンピュータのモニタをはじめ
、鉄道の駅や空港などにおける情報表示盤や、街頭における広告表示盤など特に大面積の
表示媒体として様々な用途に適用することができる。
【０７６８】
　このように、本発明の表示装置により、コントラスト比の高い電子機器を提供すること
ができる。
【０７６９】
　本実施の形態は、必要であれば実施の形態及び実施例と自由に組み合わせることができ
る。
【実施例１】
【０７７０】
　本実施例では、透過型液晶に偏光板を積層させることでコントラスト比が向上するか計
算により検討した。その結果を図７７～図８０を用いて説明する。
【０７７１】
　まず計算ソフトとして、液晶用光学計算ソフトＬＣＤ　ＭＡＳＴＥＲ（シンテック株式
会社製）を用いた。各要素間での反射光の往復による多重干渉を考慮する４×４マトリッ
クスでの光学計算アルゴリズムで行い、光源波長は５５０ｎｍで設定した。
【０７７２】
　本実施例のパネル構成は、バックライト１９００、積層された偏光板１９０１（偏光板
１９０１ａ～偏光板１９０１ｎを有する）、透明ガラス１９０２、液晶セル１９０３、透
明ガラス１９０４、積層された偏光板１９０５（偏光板１９０５ａ～偏光板１９０５ｎを
有する）とした（図７７参照）。
【０７７３】
　偏光板１９０１ａ～１９０１ｎ及び偏光板１９０５ａ～１９０５ｎそれぞれは、日東電
工株式会社製の偏光板ＥＧ１４２５ＤＵ（以下偏光板Ａという）を用いた。偏光板１９０
１及び１９０５それぞれは、波長５５０ｎｍにおける、透過軸に対する消衰係数が３．２
２×１０－５、吸収軸に対する消衰係数が２．２１×１０－３であり、透過軸及び吸収軸
の屈折率は、共に１．５である。
【０７７４】
　液晶セル１９０３の液晶は、回転粘性係数が０．１２３２（Ｐａ・ｓｅｃ）、誘電率の
異方性Δε＝５．２、複屈折Δｎ＝０．０９９（５５０ｎｍ）となるＴＮ液晶を用いた。
このＴＮ液晶の弾性定数、誘電率の異方性を表１（Ａ）～表１（Ｂ）に示す。また液晶セ
ル１９０３のセル厚は、２．５μｍとした。またプレチルト角は３°、ツイスト角は９０
°、プレツイスト角は０°である。
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【０７７５】
【表１】

【０７７６】
　また透明ガラス１９０２及び１９０４それぞれについての、波長５５０ｎｍにおける屈
折率は、１．５２０１３２である。ただし透明ガラス１９０２及び１９０４それぞれの厚
さは０．７ｍｍとした。
【０７７７】
　図７８に印加電圧に対する透過率のグラフを示す。図７８は偏光板１９０１及び１９０
５それぞれが１枚の場合、２枚積層した場合、３枚積層した場合、４枚積層した場合につ
いての計算結果のグラフである。これによると、偏光板１９０１及び１９０５それぞれの
積層枚数が多くなると透過率が全体的に低下していくことがわかる。
【０７７８】
　図７９は、明表示（液晶への印加電圧０Ｖ）と暗表示（液晶への印加電圧５Ｖ）での偏
光板１９０１及び１９０５それぞれの積層枚数を変えたときの透過率の変化を示している
。
【０７７９】
　図７９において、明表示は偏光板枚数が増えるごとに透過率は一定に低下している様子
が見られる。これに対して暗表示では、偏光板１９０１及び１９０５をそれぞれ１枚のみ
の場合とそれぞれ２枚積層させた場合を比較すると、後者では透過率が大きく低下してい
るのがわかる。偏光板１９０１及び１９０５をそれぞれ２枚以上積層させた構成では、暗
表示でも偏光板枚数が増えるごとに透過率は一定に低下している。
【０７８０】
　図７９において、偏光板１９０１及び１９０５をそれぞれ２枚積層させたとき、明表示
での透過率の低下の程度が、暗表示での透過率の低下の程度よりも小さい、すなわち暗表
示での透過率の低下の程度の方が、明表示での透過率の低下の程度よりも大きいことが分
かった。よって図８０で示すように、コントラスト比は偏光板１９０１及び１９０５をそ
れぞれを２枚にすることで、１枚のみの場合よりも大きく向上する。
【０７８１】
　しかしさらに偏光板１９０１及び１９０５をそれぞれの枚数を増やしても、明表示と暗
表示の偏光板枚数に対する低下の程度が同じであるため、コントラスト比は一定値となる
という結果が得られた。これは、偏光板の枚数に対する明表示での透過率の低下の程度と
、暗表示での低下程度が同じになり、コントラスト比が飽和状態になっているためと考え
られる。
【実施例２】
【０７８２】
　本実施例では、反射型液晶に偏光板を積層させることでコントラスト比が向上するか計
算により検討した。その結果を図６９、図７０、図７１、図７２を用いて説明する。
【０７８３】
　まず計算ソフトとして、液晶用光学計算ソフトＬＣＤ　ＭＡＳＴＥＲ（シンテック株式
会社製）を用いた。各要素間での反射光の往復による多重干渉を考慮する４×４マトリッ
クスでの光学計算アルゴリズムで行い、光源波長は５５０ｎｍで設定した。また光源から
の入射光及び観測する反射光の極角は０°（正面方向）として求めた。
【０７８４】
　本実施例のパネル構成は、反射板２８０、液晶セル２８１、位相差板（波長板ともいう
）２８２、積層された偏光板２８３とした（図６９参照）。すなわち、液晶セル２８１か
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ら視認側（観測側）には位相差板２８２と積層された偏光板２８３が設けられている。位
相差板と偏光板を組み合わせることで円偏光板となる。
【０７８５】
　反射板２８０として、光源の正面方向入射および反射の反射率が１となるミラーを配置
した。
【０７８６】
　液晶セル２８１として、液晶を一対の透明基板で挟持した構成を用いた。本実施例では
透明基板としてガラス基板を用いた。液晶は、誘電率の異方性Δε＝５．２、複屈折Δｎ
＝０．０９９（５５０ｎｍ）となるＴＮ液晶を用いた。また液晶セル２８１のセル厚は、
２．５μｍとした。
【０７８７】
　なお、液晶セル２８１の液晶、偏光板の特性については実施例１と同様なので、詳細な
説明はここでは省略する。
【０７８８】
　液晶に印加する電圧を０Ｖのときを明表示とし、５Ｖのときを暗表示として反射率を算
出した。コントラスト比は、液晶への印加電圧０Ｖでの反射率と印加電圧５Ｖでの反射率
の比（印加電圧０Ｖでの反射率／印加電圧５Ｖでの反射率）とした。
【０７８９】
　位相差板２８２としては１／４波長板を用い、遅相軸は４５度とした。また位相差板２
８２は平面方向のリタデーションが１３７．５ｎｍであるものを用いた。なおλ／４板の
厚さは１００μｍとした。
【０７９０】
　λ／４板のｘ、ｙ、ｚ方向の屈折率は、それぞれ、１．５８８３５、１．５８６９７５
、１．５８６９７５である。
【０７９１】
　積層された偏光板２８３は、偏光板２８３ａ～２８３ｎを有しており、偏光板２８３ａ
～２８３ｎの枚数を変化させて計算を行った。偏光板２８３ａ、～２８３ｎそれぞれの吸
収軸方向は９０度とし、これら偏光板をパラレルニコル配置で積層した。偏光板２８３ａ
～２８３ｎは、それぞれ吸収軸に対する消衰係数が２．２１×１０－３で、透過軸に対す
る消衰係数が３．２２×１０－５（５５０ｎｍ）である。
【０７９２】
　図７０に印加電圧に対する反射率のグラフを示す。図７０は偏光板２８３が１枚の場合
、２枚積層した場合、３枚積層した場合、４枚積層した場合についての計算結果のグラフ
である。これによると、偏光板２８３の積層枚数が多くなると反射率が全体的に低下して
いくことがわかる。
【０７９３】
　図７１は、明表示（液晶への印加電圧０Ｖ）と暗表示（液晶への印加電圧５Ｖ）での偏
光板２８３の積層枚数を変えたときの反射率の変化を示している。
【０７９４】
　図７１において、明表示は偏光板枚数が増えるごとに反射率は一定に低下している様子
が見られる。これに対して暗表示では、偏光板２８３が１枚のみの場合と２枚積層させた
場合を比較すると、後者において反射率が大きく低下しているのがわかる。偏光板２８３
を２枚以上積層させた構成では、暗表示でも偏光板枚数が増えるごとに反射率は一定に低
下している。
【０７９５】
　図７１において、偏光板２８３を２枚積層させたとき、明表示での反射率の低下の程度
が、暗表示での反射率の低下の程度よりも小さい、すなわち暗表示での反射率の低下の程
度の方が、明表示での反射率の低下の程度よりも大きいことが分かった。よって図７２で
示すように、コントラスト比は偏光板２８３を２枚にすることで、１枚のみの場合よりも
大きく向上する。
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【０７９６】
　しかしさらに偏光板２８３の枚数を増やしても、明表示と暗表示の偏光板枚数に対する
低下の程度が同じであるため、コントラスト比は一定値となるという結果が得られた。こ
れは、偏光板の枚数に対する明表示での反射率の低下の程度と、暗表示での低下程度が同
じになり、コントラスト比が飽和状態になっているためと考えられる。
【実施例３】
【０７９７】
　本実施例では、反射型液晶において、偏光板を複数枚積層させることでコントラスト比
の向上するかの確認実験を行った。その結果を、図７３、図７４、図７５、図７６を用い
て説明する。
【０７９８】
　本実施例では、分光光度計Ｕ－４０００を用いて測定を行った。光源の波長範囲は３８
０～７８０ｎｍであり、入射光の極角方向は５°（基板に垂直な線に対してなす角が５°
）、反射光は５°（入射光に対し５°の正反射）となる。
【０７９９】
　本実施例のパネル構成は、反射板２９０、液晶セル２９１、基板２９２、位相差板（波
長板ともいう）２９３、積層された偏光板２９４とした（図７３参照）。すなわち、液晶
セル２９１から視認側（観測側）には基板２９２、位相差板２９３と積層された偏光板２
９４が設けられている。
【０８００】
　反射板２９０には、反射率の高い材料、例えばＡｌとＴｉが混合された金属物質が成膜
された基板を使用している。
【０８０１】
　液晶セル２９１は、液晶が透明基板に挟まれて構成されており、セル厚は、２．２μｍ
である。液晶はＴＮ液晶を用いており、モードはノーマリホワイトタイプのものである。
【０８０２】
　液晶セルから視認側（観測側）に基板２９２を積層させ、さらに位相差板２９３と偏光
板２９４を積層させている。
【０８０３】
　基板２９２として、ガラス基板のような透明基板を用いた。また位相差板２９３として
は、フィルム厚８０μｍ～９０μｍで、波長５５０ｎｍでのリタデーションが１４２ｎｍ
となる１／４波長板を用いた。偏光板にはヨウ素系で厚さ１００μｍ、全体透過率が４５
％のものを用いた。
【０８０４】
　位相差板２９３上に積層された偏光板２９４を設けた。積層された偏光板２９４は、複
数の偏光板２９４ａ～２９４ｎを有しており、それぞれの偏光板の吸収軸は、互いにパラ
レルニコル配置となるようにした。ただし位相差板２９３と１枚目の偏光板２９４ａは、
円偏光板２９５を構成している。
【０８０５】
　液晶に印加する電圧を０Ｖのときを明表示とし、５Ｖのときを暗表示として、各波長で
の反射率を観測した。コントラスト比は、液晶への印加電圧０Ｖでの反射率と印加電圧５
Ｖでの反射率の比（印加電圧０Ｖでの反射率／印加電圧５Ｖでの反射率）とした。
【０８０６】
　図７４は、液晶への印加電圧０Ｖ（明表示）での偏光板枚数を変化させたときの、波長
に対する反射率を示している。
【０８０７】
　図７４において、全波長領域において、偏光板２９４の枚数が増えると反射率は低下し
ていくのがわかる。
【０８０８】
　図７５は、液晶への印加電圧５Ｖ（暗表示）での偏光板枚数を変化させたときの、波長
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に対する反射率を示したものである。
【０８０９】
　図７５において、偏光板２９４が１枚の場合と２枚積層させた場合を比較すると、１枚
の場合よりも、２枚積層させた場合の方が反射率は大きく低下しているのが分かる。すな
わち、反射率は大きく低下するので、黒輝度が高くなるのが分かる。
【０８１０】
　図７６では、偏光板２９４の枚数を変化させたときの、波長に対してのコントラスト比
を示している。
【０８１１】
　図７６において、偏光板２９４を１枚設けた場合と２枚積層した場合を比較すると、後
者の場合に４１０ｎｍ以上の波長領域でコントラスト比が上がっていることがわかる。
【０８１２】
　ただし偏光板２９４の枚数をさらに増やしても、すなわち３枚の偏光板２９４ａ、２９
４ｂ及び２９４ｃを積層させても、コントラスト比に大きな変化は見られない。これは実
施例２で述べた光学計算結果と同様に、偏光板２９４の枚数に対する明表示での反射率の
低下の程度と、暗表示での低下の程度が同じになり、コントラスト比が飽和状態になって
いるためであると考えられる。
【０８１３】
　以上の実験結果からも反射型液晶において偏光板を積層させるとコントラスト比が向上
するといえる。
【図面の簡単な説明】
【０８１４】
【図１】本発明の表示装置を示す図。
【図２】本発明の積層された偏光子の構成を示す図。
【図３】本発明の表示装置を示す図。
【図４】本発明の偏光子のなす角を示す図。
【図５】本発明の表示装置を示す図。
【図６】本発明の表示装置の断面図。
【図７】本発明の表示装置の断面図。
【図８】本発明の表示装置を示す図。
【図９】本発明の表示装置の断面図。
【図１０】本発明の表示装置の断面図。
【図１１】本発明の表示装置を示す図。
【図１２】本発明の偏光子のなす角を示す図。
【図１３】本発明の表示装置が有する照明手段を示した図。
【図１４】本発明の表示装置を示す図。
【図１５】本発明の表示装置の断面図。
【図１６】本発明の表示装置の断面図。
【図１７】本発明の表示装置を示す図。
【図１８】本発明の表示装置の断面図。
【図１９】本発明の表示装置の断面図。
【図２０】本発明の表示装置を示したブロック図。
【図２１】本発明の表示装置を示したブロック図。
【図２２】本発明の表示装置を示す図。
【図２３】本発明の表示装置の断面図。
【図２４】本発明の表示装置を示す図。
【図２５】本発明の偏光子のなす角を示す図。
【図２６】本発明の表示装置の断面図。
【図２７】本発明の表示装置を示す図。
【図２８】本発明の偏光子のなす角を示す図。
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【図２９】本発明の表示装置の断面図。
【図３０】本発明の表示装置を示す図。
【図３１】本発明の表示装置の断面図。
【図３２】本発明の表示装置を示したブロック図。
【図３３】本発明の表示装置を示す図。
【図３４】本発明の偏光子のなす角を示す図。
【図３５】本発明の表示装置を示す図。
【図３６】本発明の表示装置を示す図。
【図３７】本発明の表示装置が有する画素回路を示す図。
【図３８】本発明の表示装置を示す図。
【図３９】本発明の表示装置を示す図。
【図４０】本発明の偏光子のなす角を示す図。
【図４１】本発明の表示装置を示す図。
【図４２】本発明の表示装置を示す図。
【図４３】本発明の偏光子のなす角を示す図。
【図４４】本発明の液晶素子のモードを示した図。
【図４５】本発明の液晶素子のモードを示した図。
【図４６】本発明の液晶素子のモードを示した図。
【図４７】本発明の液晶素子のモードを示した図。
【図４８】本発明の表示装置の一画素を示した上面図。
【図４９】本発明の液晶素子のモードを示した図。
【図５０】本発明の液晶素子のモードを示した図。
【図５１】本発明の表示装置の液晶分子を駆動する電極を示す図。
【図５２】本発明の表示装置の一画素を示した上面図。
【図５３】本発明の液晶素子のモードを示した図。
【図５４】本発明の表示装置の一画素を示した上面図。
【図５５】本発明の液晶素子のモードを示した図。
【図５６】本発明の液晶素子のモードを示した図。
【図５７】本発明の表示装置の液晶分子を駆動する電極を示す図。
【図５８】本発明の表示装置を有する２Ｄ／３Ｄ切替型液晶表示パネルを示す図。
【図５９】本発明の積層された偏光子の構成を示す図。
【図６０】本発明の積層された偏光子の構成を示す図。
【図６１】本発明の積層された偏光子の構成を示す図。
【図６２】本発明の積層された偏光子の構成を示す図。
【図６３】本発明の積層された偏光子の構成を示す図。
【図６４】本発明の積層された偏光子の構成を示す図。
【図６５】本発明の表示装置を有する電子機器を示す図。
【図６６】本発明の表示装置を有する電子機器を示す図。
【図６７】本発明の表示装置を有する電子機器を示す図。
【図６８】本発明の表示装置を有する電子機器を示す図。
【図６９】本発明のパネル構成を示す図。
【図７０】本発明の構造について計算による反射率の変化を示す図。
【図７１】本発明の構造について計算による反射率の変化を示す図。
【図７２】本発明の構造について計算によるコントラスト比の変化を示す図。
【図７３】本発明のパネル構成を示す図。
【図７４】本発明の構造について実験による反射率の変化を示す図。
【図７５】本発明の構造について実験による反射率の変化を示す図。
【図７６】本発明の構造について実験によるコントラスト比の変化を示す図。
【図７７】本発明のパネル構成を示す図。
【図７８】本発明の構造について計算による透過率の変化を示す図。
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【図７９】本発明の構造について計算による透過率の変化を示す図。
【図８０】本発明の構造について計算によるコントラスト比の変化を示す図。
【符号の説明】
【０８１５】
１００　　表示素子
１０１　　基板
１０２　　基板
１０３　　偏光子
１０４　　偏光子
１１１　　基板
１１２　　基板
１１３　　偏光板
１１４　　偏光板
１１６　　液晶分子
１１８　　突起
１１９　　スリット
１２０　　液晶素子を有する層
１２１　　基板
１２２　　基板
１２５　　偏光子を有する層
１２６　　偏光子を有する層
１２７　　電極
１２８　　電極
１３１　　接着層
１３２　　保護膜
１３３　　偏光膜
１３５　　接着層
１３６　　保護膜
１３７　　偏光膜
１４０　　接着層
１４１　　接着層
１４２　　保護膜
１４３　　偏光膜
１４４　　偏光膜
１４５　　偏光板
１４６　　保護膜
１４７　　偏光膜
１４８　　偏光膜
１４９　　偏光板
１５１　　吸収軸
１５２　　吸収軸
１５５　　電極
１５６　　電極
１５８　　偏光膜
１５９　　偏光板
１６０　　液晶素子を有する層
１６１　　基板
１６２　　基板
１６３　　偏光板
１６４　　偏光板
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１６５　　偏光板
１６６　　偏光板
１６８　　偏光膜
１６９　　偏光板
１７１　　位相差板
１７２　　位相差板
１７３　　溝
１７４　　溝
１７６　　表示素子を有する層
１８１　　吸収軸
１８２　　吸収軸
１８３　　吸収軸
１８４　　吸収軸
１８６　　遅相軸
１８７　　遅相軸
１９１　　ＴＦＴ
１９２　　ゲート配線
１９３　　島状半導体膜
１９６　　ドレイン電極
１９７　　ソース電極
１９８　　ソース配線
１９９　　画素電極
２００　　表示素子
２０１　　基板
２０２　　基板
２０３　　偏光子
２０４　　偏光子
２０６　　溝
２０７　　溝
２０８　　補助容量
２１１　　位相差板
２１５　　偏光膜
２１６　　偏光膜
２１７　　偏光板
２２１　　吸収軸
２２２　　吸収軸
２２３　　遅相軸
２２５　　偏光膜
２２６　　偏光膜
２２７　　偏光板
２３１　　ＴＦＴ
２３２　　ゲート配線
２３３　　コモン配線
２３４　　コンタクトホール
２３５　　ソース配線
２３６　　ドレイン電極
２３７　　島状半導体膜
２３８　　ソース電極
２４１　　画素電極
２４２　　コモン電極
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２５１　　ＴＦＴ
２５２　　ゲート配線
２５３　　島状半導体膜
２５６　　ドレイン電極
２５７　　ソース電極
２５８　　ソース配線
２５９　　画素電極
２６３　　溝
２６５　　突起
２６７　　補助容量
２７１　　電極
２７２　　電極
２７３　　絶縁層
２７５　　電界
２８０　　反射板
２８１　　液晶セル
２８２　　位相差板
２８３　　偏光板
２８３ａ　　偏光板
２８３ｎ　　偏光板
２９０　　反射板
２９１　　液晶セル
２９２　　基板
２９３　　位相差板
２９４　　偏光板
２９４ａ　　偏光板
２９４ｎ　　偏光板
２９５　　円偏光板
３００　　液晶素子を有する層
３０１　　基板
３０２　　基板
３０３　　偏光板
３０４　　偏光板
３０５　　偏光板
３０６　　偏光板
３０８　　配向膜
３２１　　吸収軸
３２２　　吸収軸
３２３　　吸収軸
３２４　　吸収軸
３５０　　表示用液晶パネル
３５１　　偏光板
３５２　　対向基板
３５３　　液晶層
３５４　　アクティブマトリクス基板
３５５　　偏光板
３６０　　位相差板
３７０　　スイッチング液晶パネル
３７１　　駆動側基板
３７２　　液晶層
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３７３　　対向基板
３７４　　偏光板
３８１　　配線
３８２　　配線
４０１　　映像信号
４０２　　制御回路
４０３　　信号線駆動回路
４０４　　走査線駆動回路
４０５　　画素部
４０６　　照明手段
４０７　　電源
４０８　　駆動回路部
４１０　　走査線
４１２　　信号線
４２１　　ＩＣ
４２２　　導電性微粒子
４３１　　シフトレジスタ
４３２　　ラッチ
４３３　　ラッチ
４３４　　レベルシフタ
４３５　　バッファ
４４１　　シフトレジスタ
４４２　　レベルシフタ
４４３　　バッファ
５０１　　基板
５０２　　下地膜
５０３　　スイッチングＴＦＴ
５０４　　容量素子
５０５　　層間絶縁膜
５０６　　画素電極
５０７　　保護膜
５０８　　配向膜
５１０　　接続端子
５１１　　液晶
５１６　　偏光板
５２０　　対向基板
５２１　　偏光板
５２２　　カラーフィルタ
５２３　　対向電極
５２４　　ブラックマトリクス
５２５　　スペーサ
５２６　　配向膜
５２８　　封止材
５３１　　光源
５３２　　ランプリフレクタ
５３３　　スイッチングＴＦＴ
５３４　　反射板
５３５　　導光板
５３６　　拡散板
５３７　　バンプ
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５４１　　偏光板
５４２　　偏光板
５４３　　偏光板
５４４　　偏光板
５４６　　位相差板
５４７　　位相差板
５５２　　バックライトユニット
５５４　　ＣＭＯＳ回路
５７１　　冷陰極管
５７２　　発光ダイオード
５７３　　発光ダイオード
５７４　　発光ダイオード
５７５　　発光ダイオード
６００　　液晶素子を有する層
６０１　　基板
６０２　　基板
６０３　　偏光板
６０４　　偏光板
６２１　　位相差板
６５１　　吸収軸
６５２　　吸収軸
７０１　　基板
７０２　　下地膜
７０３　　スイッチングＴＦＴ
７０４　　容量素子
７０５　　層間絶縁膜
７０６　　画素電極
７０７　　保護膜
７０８　　配向膜
７１０　　接続端子
７１１　　液晶
７１６　　位相差板
７１７　　偏光板
７１８　　偏光板
７２０　　対向基板
７２２　　カラーフィルタ
７２３　　対向電極
７２４　　ブラックマトリクス
７２５　　スペーサ
７２６　　配向膜
７２８　　封止材
７３３　　スイッチングＴＦＴ
７４１　　位相差板
７４２　　偏光板
７４３　　偏光板
７５４　　ＣＭＯＳ回路
８００　　液晶素子を有する層
８０１　　基板
８０２　　基板
８０３　　偏光板
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８０４　　偏光板
８１１　　画素電極
８１２　　対向電極
８２１　　位相差板
８２５　　位相差板
８２６　　偏光板
８２７　　偏光板
８３１　　画素電極
８３２　　対向電極
８４１　　位相差板
８４２　　偏光板
８４３　　偏光板
８５１　　吸収軸
８５２　　吸収軸
８５３　　遅相軸
１１００　　エレクトロルミネッセンス素子を有する層
１１０１　　基板
１１０２　　基板
１１１１　　偏光板
１１１２　　偏光板
１１２１　　偏光板
１１２２　　偏光板
１１３１　　偏光板
１１３２　　偏光板
１１５１　　吸収軸
１１５２　　吸収軸
１１５３　　吸収軸
１１５４　　吸収軸
１２０１　　基板
１２０３　　薄膜トランジスタ
１２０４　　薄膜トランジスタ
１２０５　　絶縁層
１２０６　　電極
１２０７　　電界発光層
１２０８　　電極
１２０９　　発光素子
１２１０　　絶縁層
１２１４　　容量素子
１２１５　　画素部
１２１６　　偏光板
１２１７　　偏光板
１２１８　　駆動回路部
１２１８ａ　　信号線駆動回路部
１２１８ｂ　　走査線駆動回路部
１２１９　　偏光板
１２２０　　対向基板
１２２５　　位相差板
１２２６　　偏光板
１２２７　　偏光板
１２２８　　封止材
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１２２９　　偏光板
１２３５　　位相差板
１２４１　　電極
１２４２　　電極
１２５１　　電極
１２５２　　電極
１３００　　エレクトロルミネッセンス素子を有する層
１３０１　　基板
１３０２　　基板
１３１１　　偏光板
１３１２　　偏光板
１３１３　　位相差板
１３１５　　偏光板
１３２１　　偏光板
１３２２　　偏光板
１３２３　　位相差板
１３２５　　偏光板
１３３１　　遅相軸
１３３２　　遅相軸
１３３５　　吸収軸
１３３６　　吸収軸
１３３７　　吸収軸
１３３８　　吸収軸
１３５１　　シフトレジスタ
１３５４　　レベルシフタ
１３５５　　バッファ
１３６１　　シフトレジスタ
１３６２　　ラッチ回路
１３６３　　ラッチ回路
１３６４　　レベルシフタ
１３６５　　バッファ
１３７１　　走査線
１３７２　　信号線
１３８０　　トランジスタ
１３８１　　トランジスタ
１３８２　　容量素子
１３８３　　発光素子
１３８４　　信号線
１３８５　　電源線
１３８６　　走査線
１３８８　　トランジスタ
１３８９　　走査線
１３９５　　トランジスタ
１３９６　　配線
１４００　　エレクトロルミネッセンス素子を有する層
１４０１　　基板
１４０２　　基板
１４０３　　偏光板
１４０４　　偏光板
１４２１　　位相差板
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１４５１　　吸収軸
１４５２　　吸収軸
１４５３　　遅相軸
１４６０　　表示素子を有する層
１４６１　　基板
１４６２　　基板
１４７１　　偏光板
１４７２　　偏光板
１４７３　　位相差板
１４７５　　偏光板
１４８１　　偏光板
１４８２　　偏光板
１４８３　　位相差板
１４８５　　偏光板
１４９１　　遅相軸
１４９２　　遅相軸
１４９５　　吸収軸
１４９６　　吸収軸
１４９７　　吸収軸
１４９８　　吸収軸
１５００　　エレクトロルミネッセンス素子を有する層
１５０１　　基板
１５０２　　基板
１５０３　　偏光板
１５０４　　偏光板
１５２１　　位相差板
１５２３　　偏光板
１５５１　　吸収軸
１５５２　　吸収軸
１５５３　　遅相軸
１５６０　　表示素子を有する層
１５６１　　基板
１５６２　　基板
１５７１　　偏光板
１５７２　　偏光板
１５７３　　偏光板
１５７５　　位相差板
１５７６　　位相差板
１５８１　　偏光板
１５８２　　偏光板
１５８３　　偏光板
１５９１　　遅相軸
１５９２　　遅相軸
１５９５　　吸収軸
１５９６　　吸収軸
１５９７　　吸収軸
１５９８　　吸収軸
１６００　　表示素子を有する層
１６０１　　基板
１６０２　　基板
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１６１１　　偏光板
１６１２　　偏光板
１６１３　　偏光板
１６２１　　偏光板
１６２２　　偏光板
１６２３　　偏光板
１６３１　　吸収軸
１６３２　　吸収軸
１６３３　　吸収軸
１６３４　　吸収軸
１６６０　　表示素子を有する層
１６６１　　基板
１６６２　　基板
１６７１　　偏光板
１６７２　　偏光板
１６７３　　偏光板
１６７５　　位相差板
１６７６　　位相差板
１６８１　　偏光板
１６８２　　偏光板
１６８３　　偏光板
１６９１　　遅相軸
１６９２　　遅相軸
１６９５　　吸収軸
１６９６　　吸収軸
１６９７　　吸収軸
１６９８　　吸収軸
１７０１　　本体
１７０２　　表示部
１７１１　　表示部
１７１２　　表示部
１７２１　　本体
１７２２　　表示部
１７３１　　本体
１７３２　　表示部
１７４１　　本体
１７４２　　表示部
１７５１　　本体
１７５２　　表示部
１８０１　　表示パネル
１８０２　　回路基板
１８０３　　コントロール回路
１８０４　　信号分割回路
１８０５　　画素部
１８０６　　走査線駆動回路
１８０７　　信号線駆動回路
１８０８　　接続配線
１８１１　　チューナ
１８１２　　映像波増幅回路
１８１３　　映像信号処理回路
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１８１４　　音声波増幅回路
１８１５　　音声信号処理回路
１８１６　　スピーカ
１８１７　　制御回路
１８１８　　入力部
１８１９　　操作スイッチ
１９００　　バックライト
１９０１　　偏光板
１９０１ａ　　偏光板
１９０１ｎ　　偏光板
１９０２　　透明ガラス
１９０３　　液晶セル
１９０４　　透明ガラス
１９０５　　偏光板
１９０５ａ　　偏光板
１９０５ｎ　　偏光板

【図１】 【図２】
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